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1 施設の概要

m 名称長崎市あぐりの丘

②所在地長崎市牧野町、四杖町、相川町及ぴ鳴見町(P7参照)

③施設の範囲 23.oha (区域図(P8参照)、施設図(P9参照))

④設置年月日令和4年10月28日(金)

⑤あぐりの丘の概要

ア設置目的

本市は、子どもを中心として、若者及び高齢者を含む全ての世代に、豊かな自然

及び多様な施設を活かした遊び、体験、交流等の場を提供することにより、子ども

の健やかな成長を育むとともに、市民のレクリエーションに資するため、長崎市あ

ぐりの丘を長崎市牧野町、四杖町、相川町及び鳴見町に設ける。

具体的には、次に掲げる場を提供する。

●自然環境や全天候型子ども遊戯施設等を活かした遊ぴ,体験ができる場

●子どもを中心として、すべての世代が集い、楽しみながら世代を超えた交流
の輪が広がる場

●自然の風や光、季節を体感するとともに、施設を活用しながら心身のリフレ

ツシュを醸成する場

イ開園時間及び休園日

⑦開園時問の承認の基準

午前8時から午後6時までの時間帯を基本とし、'1'日10時問以上

紛休園日の承認の基準

なし

ウ入園料及び駐車場使用料(全天候型子ども遊戯施設を除く。)
無料

工行為の制限に係る使用料

行商、募金その他これらに類するもの

業として行う写真又は映画の撮影

行為の種類

興行

広告物の掲出

1 2円
集会、展示会その他これらに類するも

の

※全天候型子ども遊戯施設を除く。

1日

1日

1月

単位

1平方メートルにつき1日

広告表示面積1平方メート

ルにつき1日

1平方メートルにつき 1日

金額

-1-

1円26

104円

, 613円

1 8円

, 613円



⑥全天候型子ども遊戯施設の概要

ア設置目的

あぐりの丘に、子どもの好奇心、自主性、想像力等を育むため、天候に左右され

ずに子どもが安心して自由に遊び、交流等ができる施設として、全天候型子ども遊
戯施設を置く。

具体的には、次に掲げる場を提供する。

●天候や年齢、障害の有無等に関わらず、子どもが安全・安心に遊べる場
●子どもがのびのびと遊びながら健やかに成長できる場

●子ども同士の交流の輪が広がる場

イ構造鉄骨造平家建

ウ延床面積 1,753.67雨

工開館時間及ぴ休館日

⑦開館時間の承認の基準

午前9時から午後5時までの時間帯を基本とし、 1日8時間以上

(イ)休館日の承認の基準

毎週水曜日(学校の休業期間(夏休み等)を除く。水曜日が休日の場合は翌営
業日)及び年末年始

オ入館料

子ども却(小学生まで)
*子どもの保護者等が同伴する者

子どもの保護者等(保護者又は、満18歳以上の付添人)
*子どもを同伴する者

入

子どもの保護者等が同伴する満18歳未満の者

(中高生等)*子どもを除く。

館

※1

※2

「子ども」とは、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。

1歳未満の者の入館料は無料。

者

入館料(1人1回につき)

個 人

250円

団、体
(1・ 5 人以上)

※2

100円

100円

200円

※2

80円

80円
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力全天候型子ども遊戯施設の内容

子どもの遊ぴ場

畳スペース

室名等

多目的スペース

授乳室(1、 2)

多目的トイレ(1、 2、 3、 4)

エントランス

面積(市)

トイレ

1,067.76

ロッカー室

回廊

14.97

乳児、3-5歳、小学校低学年、小学校高

学年用の遊び場スペース

事務室

72.99

乳児の遊ぴ場として使用

主な内容・設備

18.11

保護者等の休憩・見守りスペースとし

て使用

救護室

29.16

51.92

入館者の授乳スペースとして使用

機械室(1、 2、 3)

子どもの遊び場付近のトイレ

倉庫 a、 2)

69.56

受付、券売機

廊下

24.12

入口付近の多目的トイレ、男子トイレ、

女子トイレ

2 指定管理者候補者の概要

臼}名 称グロウスピア共同事業体

②所在地長崎市金屋町1番7号

③代表者(①代表団体)株式会社KTNソサエティ

代表取締役社長東島尚志

④設立年月日昭和62年11月2日

⑤主な事業内容ア広告代理店業務

イプロダクション業務

ウ催事事業業務

エビル総合管理業務

オ人材派遣業など

⑥指定管理の状況なし

174.45

入館者の荷物の保管場所

エントランスから各遊び場や多目的ス

ペースを回廊するスペース

78.76

指定管理者の事務室として使用

※給湯室、更衣室(男子・女子)、会議

室を含む

14.58

87.68

体調の悪くなった入館者の休憩スペー

スとして使用

28.20

機械設備の設置場所

8.84
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⑦他の構成団体

名称

(代表取締役)

所在地

設立年月日

株式会社大和総業

(代表取締役尾本

久男)

②構成団体

主な事業内容

長崎市淵町3番9号

昭和61年3月31日

ア建築物環境衛生管

理技術者の選任・届

出・業務の代行

イ建築物空気環境測

定

ウ水質検査測定及び

代行

工建築物等設備管理

オ建築物清掃業務

株式会社松田久花園

(代表取締役松田

英明)

③構成団体

指定管理の状況

長崎市畝刈町1613番地

251

昭和49年4月15日

3 指定の期間

令和4年1 0月28日から令和10年3月31日まで

株式会社森谷商会

(代表取締役森谷

八郎)

造園工事(全般)

土木工事一式

④構成団体

なし

4 指定管理者候補者の選定方法及び選定理由

川選定の経過

ア応募団体数 3団体

イ提案の概要

⑦提案内容※参考1「事業計画害」参照

長崎市平間町1361番地

昭和33年1月27日

ア建設機械・産業用

機械・土木資材の販

売修理

イ建設機械全般のレ

ンタルリース

ウイベント式典関係

資材レンタル、会場

設営

長崎公園

(R2.4.1 ~R7.3.31)

なし
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(イ)管理運営体制

施設長

職務

施設統括

施設管理主任

窓口主任

現地責任者、管理・運営統括

子ども主任

主催・自主事業に関する統括、広報・宣伝・事務・

営業に関する統括、利用許可に関する統括

窓ロスタッフ

子ども遊戯施設ス

タッフ

施設・設備の保守・修繕・その他委託業務統括、

物品管理に関すること

清掃スタッフ

業務内容

現地経理・庶務に関すること、料金徴収所・自主

事業各部署の管理統括

動物飼育スタッフ

子ども遊戯施設運営

(ウ)提案金額(指定管理料)

窓口業務、料金徴収

令和4年度

子ども遊戯施設運営

日常清掃

72,645

動物飼育に関すること、除草・潅水・花ガラ摘み

令和5年度

※委託料上限額:8能,431千円(約5年5 力月分)

①提案金額(指定管理料)の積算内訳

人数

160,205

令和6年度

1人

計

1人

154,760

令和7年度

人件費

需用費

修繕料

役務費

事業費

使用料

賃借料

その他

1人

令和

4年度

1人

150,479

令和8年度

14,838

16,フ72

3,690

1 1,521

23,能2

1人

令和

5年度

3人

151,391

35,609

38,748

9,245

24,348

48,138

6人

令和9年度

令和

6年度

5人

3人

(単位:千円)

36,351

38,801

9,245

20,650

45,640

22人

147,939

令和

7年度

1,431

計

金額

37,029

38,354

9,245

16,648

45,140

令和

8年度

71 1

837,419

72,645

3,433

37,720

38,373

9,245

15,350

46,640

令和

9年度

160,205

能4

(単位:千円)

3,433

38,429

37,995

9,245

13,040

45,167

154,760

640

3,433

計

199,976

209,043

49,915

101,弱7

254,407

巧0,479

630

3,433

151,391

630

3,433

147,939

630

18,596

3,925

837,419

合

支
出

合



ウ指定管理者候補者選定審査会による審査

⑦審査会の人数及び構成 5人

長鎌田英一郎(長崎大学教育学部)^
^

職務代理者中村重遠(長崎青年会議所)

員小疇覚(九州北部税理士会長崎支部)委

委員田崎飛鳥(長崎市PTA連合会)

委員吉村正春(長崎市レクリエーシヨン協議会)

(イ)審査経過

回数

第1回

開催日

第2回

令和3年12月13日

第3回

(ウ)審査報告書の概要

業務が多岐にわたるあぐりの丘の管理運営を行ううぇで、グループを組み、

各専門分野のノウハウやアイデアを活用し、業務の効率化が図られるとともに、

確実な管理体制の構築が期待される。

各応募団体から、基本事項、事業計画、管理運営体制の具体的な取り組みが

提案されたが、第一順位の団体の提案が、第二順位及び第三順位の団体と比較

して全ての取り組みにおいて評価が高い又は同じであり'、また、価格において

も、最も経費の縮減努力が見込まれることから、第一順位の団体である「グロ

ウスピア共同事業体」をあぐりの丘の指定管理者候補者に選定する。

※参考2 「あぐりの丘指定管理者候補者選定審査会審査報告書(写)」参照

工選定理由

あぐりの丘指定管理者候補者選定審査会において、事業計画書等の内容や面接

に基'づき審査を行い、第一順位となった団体であるため。

令和4年3月23日

令和4年4月25日

・会長及び職務代理者の選出

・あぐりの丘の概要説明

・募集要項等の説明及び協議

・選考方法、選定基準の説明及び協議
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・現地視察

・書類及ぴ面接審査

・採点、指定管理者候補者の選定

・審査報告書の協議

内容
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【参考】全天候型子ども遊戯施設新築工事の進捗状況

1 進捗率 75.0%(令和4年4月末現在)

2 施工状況の写真(令和4年5月)

n)全天候型子ども遊戯施設(正面入り口から)

②全天候型子ども遊戯施設遠景(村のエリアから)
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③全天候型子ども遊戯施設遠景(ぱらハウス周辺から)

④大型ネット遊具

⑤ボルダリングウォール
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第5号様式

施殷名

団体名

代表者氏名

長崎市あぐりの丘

6

事業計画書

所在地

グロウスEア共同事業体

株式会社KTNソサエティ

E-maH

現在運営している施設

長崎県長崎市金屋町1番7号

壁塑旦^

長崎公園

申請年月日令和 4年'4月巧日

長崎市あぐりの丘

代表取締役社長東島尚志

0

所在地

長崎市上西山町

占勝閣緑地保全工事

電話番号

FAX 番号

長崎市四杖町

主な業務内容

長崎外国語大学緑地管理

公園施設管理・動物飼育管理

仭5・822-1266

095・822-1267

長崎市飽の浦

受付・案内・体験実施等業務委託

長崎市横尾

運営期間

緑地管理倫木剪定、除草)

自 H27年4月

緑地管理制木剪定、除草)

R7年3月

自 H30年4月

至 R4年10月

自 R4年3月

至 R5年3月

自 R4年4月

^

-12-
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至



【基本方針】

※あぐりの丘の管理、運営についての基本方針、理念を記載してください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止策に対する考えについて記載してください。

様式5 事業計画書別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案書 P3~門5 参照

事業計画(別紙可)

【平等利用の確保】

※施設の運営において、'利用者の公平性を確保するための方策などについて記載してくだ

さい。

様式5 事業計画書別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案書

【個人僻Rの保護】

※施設利用者の個人情報の漏洩や滅失などの防止策や適栃な情報管理のための方策などに

ついて記載してください。

様式5 事業計画書別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案書 P43~P49 参照

0

P36~P42 参照

-13-
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【施酘の設置目的と計画】

※施設の効用を最大限に発揮し、施設の設置目的に沿った成果が得られるような事業計画
について具体的に記載してください。

※施設の現状認識や将来像、あぐりの丘の開園時間及び休館日、全天候刑子ども遊戯施設の開
館時間及び休園日にっいても記載してください。

※施設の設置目的を達成するための、あぐりの丘及び全天候型子ども遊戯施設におけるプログ
ラムの内容について記載してください。

0

様式5 事業計画書別紙

長崎市あぐりの丘管理達営業務企画提案書 P50~P97 参照

【サービスの向上】

※利用者が快適に施設を利用できる取組み、情報発信(広告・宣伝)の取組み、自主事業など、
年間を通じて施設利用者の増加や利便性を高めるための具体的なアイデアや升画などに
ついて記載してください。

・1

0

様式5 事業計画婁別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案書門8~P113 参照

-14-
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【評価と改善】

※事業の創意工夫や評価・改善をどのように行っていくか具体的な体削上方策について具

体的に記載してください。

様式5 事業計画害別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案書

0

【人員配置】

※施設の運営を行うための職員の配置(配置人数、管理組織の構成、施設管理に必要な知識・

経験を有する者、全天候型子ども遊戯施設に子どもの遊びに精通したスタッフの配置など)

について記載してください。

※指揮命令系統、組織図も記載してください。

4

-15-

P114~P116 参照

様式5 事業計画書別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案書

0 【収支計画1

※あぐりの丘の管理,運営に係る収支計画を記載してください。

※併せて、経費縮減の取り組みについて記載してください。

様式5 事業計画害別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案症

P117~P124 参照

P125~P129 参照

事
業
計
画
3

管
理
運
営
体

管
理
運
営
体
制
2

制
1



【施設管理】

※施設(花壇'花木、ぱらハウス、動物など)や設備(清掃、点検業務、備品管理など)
の維持'管理、職員研修などにっいての実施方針、実施計画などにっいて記載してくだ
さい。

※警備・保安計画にっいての考え方などを記載してください。

様式5 事業計画書別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案書 P130~町55 参照

0
【救急時の対応】

※防犯、防災及び緊急時の対応・対策、連絡体制、人員配置などにっいて記載してくださ
い。

※事故防止のための研修(訓練)の実施計画にっいて記載してください。

様式5 事業計画書別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案害 P156~P181

0

※上記の頂目以外に特徴的な取組みや具体的な計画等があれば記載してください。
(地域との連携、他施設との連携等)

様式5 事業計画書別紙

長崎市あぐりの丘管理運営業務企画提案書 P1詑~町的参照

※欄が不足する場合は、ページを追加してください。(書類には下部に連番をふること)
また、別紙(任意様式)で提出することも可能です。

参照

-16-
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様式5 事業計画 別紙

長崎市あぐりの丘

管理運営業務企画提案書

人と自然を育み、未来を描くU
はく< ゆ め

私たちの風、

『グロウスピア』長崎あぐりの丘

かなでる

2022年4月

グロウスピア共同業体
Growth pio join1 ●nlorpfi'o group



基本事項

甚本事項1

基本方針

P 116

経営理念と基本方針にコいて

はじめに

蔓本的な考え方

1.'これまでの憂崎市い芒いの旦「あぐりの丘」

0

2.り=ユーアルするこれからの「あぐりの丘」

3.斬たな時代に対応した公醒繹地の島り方

次期戦略の考え方

1.利用する側の視点にコいて

もくじ

2.施設を管理する側の視点にコいて

私たちの管堰運営の茎本コンセブトにコいて

エ)「M力ある組織体制づくりと強みを活かした管理逗営」

2)「利用嵩促進に向1扶実効性あるプログラムΦ造成」

3)「スタツコ育成におけるブログラム研修の充実」

4)「集客・収益に繋がる広皆戦略と自主事業立案」

次期"年計画の方向性

5)「あぐりネツトワークをはじめ市民活動団体・大学・幼稚園・圏壊の各程団体との連携.協角への取

'JP丘^,田

蔓本事項2

平等利用の確保

基本事項3

価人情報の保護

事業計画
事業計画1

諸設の股度目的と計画

0"

1)甚本的な考え方

2)施股の現状把握と将来像にっいて

3)霞置目的と事業計面に沿コたグルーブ撫成

4)霞置目的と事業計面に沿コたグループ纏成

5)事崇計面の策定にあたって

P6

P3

6)全天候型子ども遊戯施設の設置目的と計画

P9

フ)闇園時間及び休館日にっいて

P信

^

P4

8)各種利用料金にっいて

^

P5

9)主催事業及び、自主事業の考え力

P 15

1の主催事業

^

、

P9

P 21

P 13

11)自主事業にコいて(5力年計面)

事業計画2

サーピスの向上

P 15

^

P 26

1

^

P 20

サーピス向上の方紫にコいて

P 25

甚本的な身え方

P 30

P27

1) wi・F1環墳整備、ユニバーサルデザインによる国内環境整備.サイン計画

P 28

2)インコオメーシヨンコーナーの充臭(案内斯や休憩所の環境整備)

P 28

3)各電サービス

P29

P 36

4)季節、天候に左右されない快適な回遊性を確保するサービス

P 34

5)施設利用促道

P35

6)防犯の裟化

P43

^

フ)広告童伝・憤報発信

事業計面3

評価と改薯

8)その他

P 42

P 49

P 51

1)件価方法と改善の敢り組みにっいて

P 53

2)業務水準の維持・向上の方策にっいて

P 59

^

P 50

^

P 52

^

P 66

P 58

P 63

P64

^

P 65

P 7フ

P73

P 86

P 74

P 75

^

P 76

P 85

P 97

P I00

P 98
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^

P 99

P I04

P I01

P I02

P I06

P I02

^

P I03

P 111

P I05

^

P I05

P 110

P'113

P 114

P 115

大
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゛

管理運営体制
管理運営体制1

人員配置

1)組織体制

2)現地スタッフの探用及ぴ配匿にっいて

(1)探用と配置にっいて

(2)現地組樺園

(3)雇用にっいて

管褒還営体制2

(4)スタッコ研修にコいて

0

(5)職場環境の改養にっいて

収支計画

(6)経堤事務にっいて

1)生催事業の収支計面のいっいて

主催事業の駅室計画の考え方

糎費拡減の考え方

2)自主事業の収支計画にっいて

修諾にっいて

管理逗営体制3

並設管理

峪

考え方

施設管理にっいτの考えかた

1)施設管理(花壇・花木、ばらハウス、動物飼育)にっいて
蒼本褒念

er'」,0=王ヨ

(1)花壇・花畑管理

(2)芝管現

(3)樹ホ管理

0

(4)ばらハウス誓理

花ごよみ

花マップ

P 117

P T18

(5)動物鯛育管理

P 121

(6)安金管理にコいて

2)施設管浬(設備の雑持管理)にっいて

P 119

(フ)批々がめざすもの

P 120

^

考え方

P 121

P 122

(1)保守・点検にっいて

P 123

P124

基本理念

施設の設備点検

(2)清掃にっいて

P ,25

櫛生管理

甚本理念

P 126

3)備品管理にコいて

清掃甚準

(3)衛生管瑳にっいて

P127

4)建物・その他乾霞管理にっいて

P128

5)警備・保安計鳳にっいて

管理這堂体制4

緊急賭の対応

6)スタッフ斯修にっいて

P 129

危機管理体制にっいて

P 130

P 131

1)繁念時の連絡体制にっいて

P 135

2)緊急時の組織体制にっいて

P伯2

3)緊急事態の区分と対応方焦

モの他

モの他

P 133

4)緊急峠の対応にっいて

P 134

P 137

P142

PB8

P狩9

1)あぐりの丘「公式アブリ」と公式W.bサイトの併用型運用

P 140

2) SDG工への取組み

^

P 141

P143

PIM

P 146

P 145

^

P 146

P 149

P 147

P 151

P 148

^

P 149

P 150

P153

P 154

P 154

P 155

P 157

P 155

-19-

^

P 156

P 180

P 176

P 17フ

P 178

^

P 179

P 183

P 181

P 185

^

P 182

^

P杷4

P 189

2



長崎市あくつの丘指定管理提案書

基本事項
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今回の指定管理者公募にあたり、「あぐりの丘」が新たに生まれ変わります

経営理念と基本方針について

基本方針

長崎市では、第2期総合戦略において、子育て環境の充実を図る「こども元気プロジエク

ト」を掲げております。かな自然環境の中で、次世代を担う子ども達に遊びを通じて多様

な体験.交流などを提供できる親子の遊び場をっくることも取組みのーつであります0 そし

て、地域再生計画「あぐりの丘」の新たな魅力向上事業として、全天候型子ども遊戯施設

をオーブンいたします「子連れでも出かけやすく楽しめる、天候に左右されない子供の遊

び場」として、子育て世代への高い二ーズに応えるとともに、「あぐりの丘」のコンセプトを

「農業体験施設」から「子供を中心とした全τの世代に、豊かな自然及び多様な施設を活か

した遊び、体験、交流の場を提供する施設」へとりニューアルいたします

「あぐりの丘」が屋内・屋外の遊びゃ自然体験などができる魅力的な場所となることで、

WITHコロナにも対応したマイクロツーリズムの場となり、子育て世代を中心とした多くの

人が訪れ、交流する新たな賑わいの場としての期待が寄せられます

長崎市民、そして長崎市の大きな期待を背に指定管理者に求められること施設を安全

に維持管理するスキルは当然持ち合わせたうえで、長崎市の地方創生として目指す将来像

を、この「あぐりの丘」のコンセプトに沿って具現化する必要があります

《はじめに》

私たち共同事業体は、各社ともに地域に根ざした企業活動の促進による安定的な雇用と

地域の活性化に取組んでおります。また、これまで「あぐりの丘」の委託業務をはじめ、公

園管理や施設管理など様々なスキルを有するほか、イベント地企画立案による集客力、各

種ソースによる情報発信力、今まだ続く感染症対策の管理能力など各分野において県下の

中でもトップクラスのスキルを有しております私たちは「施設管理能力」と「事業運営能

カ」を持って、りニューアルした施設の魅力を最大限に活かし、多くの人が訪れ、交流する

賑わいの創出へと取組んでまいりますさらに、りニューアルを契機として、市民活動団体、

大学、教育機関圏域の各種団体との連携による子育てを応援する場の創出や観光・産業振

興による交流人口の拡大など、実現性のある事業計画の策定を行い実践してまいります



『グロウスビア』長崎あぐりの丘

経営理念と基本方針につぃて

基本方針

Crowth pia

グロウスピアとは、

あぐりの丘の自然かなのもと、

親子の体やびを通して成できる所であり、

多世代の交や仲がい、楽しむ、そして、びに溢れる

「グロウス」(crowth)=「成」「発」「発展」と

「ビア」(pla)=「ユートピア(想郷)」を合わせた造。

また、カタカナで「ビア」と表記する二とで、「仲問」「支援」「楽しさ」「嬉しさ」を表現

また、私たち定理も肪れる人とともに

「成」「発展」する。

学びの場.体験の場・遊びの場など、わるスタッフもまた日々成長し子て世代の支援に取組み、

市民活動団体や大学、域の各種団体との連携・協働による交流を深める場を創出

広域的な利用促進に向け発展し、施設が成し統ける

想
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基本方針

経営理念と基本方針にっいて

゛基本的な考え方

1.これまでの長崎市いこいの里「あぐりの丘」

平成10年7月18日にオープンした長崎市いこいの里「あぐりの丘」は、長崎市の北西部に位置し

た緑と自然、そして海を見渡せる眺望の中で、子どもを中心に家族や各世代が土や動物に触れ合う、農

業公園型レジャー施設として、長年、市民に親しまれてきました。

《「あぐりの丘」事業は以下の目的に沿って施行された》

1長崎市の地形制約から不足しがちであコた公共的憩いの場を、遊休公有地を利活用して

、広く市民に提供する。

2土に親しむ機会、自然を満喫する機会に恵まれない都市生活者に自然や物との触れ合

いを通じて、農業の理解や体験などのほか、家族のレクリエーションなど交流のを提供する。

3新たな雇用創出として、就業機会の増大を図るとともに、若者の地元への定化を推進する。

【オープン当時のあぐりの丘】

《「あぐりの丘」事業の経緯》

【平成10年7月】農業体験型レジャー施設「あぐりの丘」を開園

農畜産物加工施設(ミルクプラント・ソーセージエ房)、レストラン、ビールエ房、ミニ遊園地など

整備して運営。<維持管理は(株)長崎ファミリー小トト、運営は(株)ファームの共同運営>

【平成18年度】施設管理に加え運営も長崎市が直営

(株)長崎ファミリーリゾートの解散<平成13年>、(株)ファームの撤退<平成18年>

※開園当初は、約47万人の来園者があったが、約16万人まで落ち込む

【開園当時のゴーカート】

-24-



基本方銑

経営理念と基本方針にっいて

【平成21年度】いこいの里再整備計画を策定

農業体験型施設としての運営強化(水産農林部へ移管)、「市民参加で倉帰、人と自然のっながりを

思いだし体感する場」及び、「食農教育」という具体的なコンセプトを掲げ施設整備を行う。

【平成25年度】市民協働の取組みを始める

市民団体数や活動プログラム数の増加により、平成27年度以降からの来園者数が毎年30万人前後

と推移している。

ぐの
巳子"『 ^

【平成30年度】施設の方向性を変更

「土と自然に親しむレクリエーション場仂、ら「遊びを通して子どもの成長をみんなで育む施三剣へと施設の

コンセプトの変更

<令和2年度に「全天候型子ども遊戯施設の実施設計を実施>

<令和3年度1こ「全天候型子ども遊戯施設」の建設工事に着手>
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基本方針

経営理念と基本方針にっいて

■年度別の推待川10~H30
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開園当初は、約47万人の来園者があったが、運営母体企業の撤退や駐車場を有料化したのも要

因となり、平成20年度には約16万人まで落ち込む(グラフ)

平成22年度以降は、長崎市直営のもと、ふれあい動物広場や親水広場の整備、駐車場の無

料化により来園者の回復を図る(グラフ)

平成25年度から、市民団体との協働の取組みや市主催の体験プログラム「食育系」「自然系」「福
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開園して20年あまりが経過し、建物の外壁・屋根・窓など施設の老朽化が進むとともに、初期の飲

食産物加工の整備などもほほそのままの状態で使用されず残っている。
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基本方針

経営理念と基本方針にっいて

現在、多くの市民団体が独自の活動を展開し、また、充実した体験プログラムの実施により、市民に

親しまれる場所として安定した集客を維持している一方で、施設の老朽化や施設全体に対する魅力の

低下など指摘する声が多く、現状のままでは、更なる来園者の増加は厳しいのが現状である。

しかし、施設として荒廃感が漂う現在においても来園していただける方が年間約30万人いるのも事実。

その約7割がりピーターであり、「あぐりの丘」の自然環境や年間を通じた体験プログラムなどを楽しみに

訪れています。また、市民団体の活動も大きな役割を果たしております。

てた
゛

このことから、アナ'"三八「 こリ こ
゛

」

か「あプロラのを"とに然寸'里山のを

ぐしの丘全"ブランデングが必て

゛基本的な考え方

2 リニユーアルするこれからの「あぐりの丘」

基本構想

1、全天候型了ども遊ル訪包設」がオーフンすることを三々於として「あぐりの丘.1のコンセプトを「膿菜ホ駮

施。女」から、1'子どもを中心とした全ての世・代に、豊かな轡然及ひ多,峡な施設を活かした遊び休験

交流等の場を}た供する施設」にりニユーアル

「あぐりの丘」の再生・活性化することと、雨天時や気候条件が厳しい時期でも、子ども達が遊べる

場としての市民の要望に応える施設であり、何度でも行きたくなる「高揚感」「期待感仂先てる施設とな

◆子どもたちが「ワクワク」し、何度でも挑戦したくなる遊戯空間

◆や光を感じ、季節を体感できる里山の遊戯空閻
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基本方針

経営理念と基本方針にっいて

《期待》

・子どもが思いっきり遊びながら成長できる施設となる。

・「あぐりの丘」でなけれぱ体験できない施設という差別化された価値を持っ施設となる。

・りニユーアルを契機に、施設の老朽化や施設全体の荒廃感を払拭し、新たな魅力を創出する施設となる。

「全天候型子ども遊戯施設」の開設は、「あぐりの丘」のブランディングか上ディングプロジェクトとして位置

付け、その後の展開を視野にハード面としての施設のみならず、運営や開設後のイベント・催事などソフト

面にも期待が持てる施設である。

《効果》

【指定管理者朱1度の入による効果】

「あぐりの丘」全体の新たな魅力を創出するため、民間のノウハウを活かした事業を展開させ、民間事

業者から収益事業の提案を求め、新たな雇用の場が生まれる。

【市民舌動団体と連携した子育て支援】

当該施設を整備するあぐりの丘は、平成25年度から市民協働との取組みを開始し、竹細工や陶芸体

験、自然素材や羊毛などを使った「ものづくり体験プログラム」や布の絵本とおもちゃあそびなどの「子どもの

まなびプログラム」などが実施されていることから、今後も、市民活動団体と連携した子育て支援プログラム

を実施することにより、市民活動団体と協働した子育て支援の充実や多世代交流の場が創出され、子

育てをみんなで応援する場所となることが期待できる。

【子・保育所等連携しア子育て支援】

市内大学の保育系学部と市内保育所等とが協働し、大学生の実習の場としての活用や、共同イベン

トを開催するなど、学生が子育てを学び・支援する場を創出し、子どもはみんなで育てるという本市の方針

を体現する施設とするとともに、地元就職の促進にがる。

【周辺の宿泊施設との連携】

当該施設近隣に、民間が運営する宿泊施設がある環境を活かし、双方の情報発信や共同イベントを

開催し、集客力の向上や宿泊者の増加など相乗効果に繋がる。
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基本方針

経営理念と基本方針にっいて

交通事業者との連携

アクセスにっいては、市内中心倍肋、ら路線バスが運行されておりマイカーを利用しなくても来場が可能で

あるが、更なる利用者が来場しやすく、集客力の向上にっなげるため、バスの増便にっいて交通事業者と

連携を図る。

圏域との連携

圏域(長与町及ぴ時津町など)と連携し、施設の情報発信や子ども・子育て世代向けのイベントの周

知等を行い、利用促進を図るとともに、連携した物産展の開催や観光情報の発信を行い、圏域で更な

る賑わいを創出し、市外からの交流人口・定住人口の拡大や広域的な観光振興に繋がる。

また、子どもの屋内遊び場がない同様の課題を抱える長与町及び時津町にとっても、近隣に全天候型

子ども遊戯施設ができることから、長崎市と2町の保育所や幼稚園等との合同での遠足やイベント開催

など、施設を極的に利用できるプログラムを実施し、交流を深める場を創出するなど、施設の広域的な

利用促進を図ることで、広域における子育てしやすい環境の充実に寄与できる。

【子育てしやすい環境の充実】

子育て世代の二ーズに応える、天候に左右されない全天候型子ども遊戯施設を整備し、子どもの遊び

場や親同士の交流.子育て情報交換の場などを提供することで、子連れでも出かけやすく楽しめる場所

が増え、親子の、が深まり、親同士や年齢が異なる子ども同士、世代を超えた交流の場が広がり、子ど

もが遊びを通じて成長するとともに、親にとっても子育ての学び、交流、憩うとなることで、子育てしやす

い境の充実を図る。

また、市民活動団体、大学、近隣自治体等と連携しこ子ども・子育て世代向けのイベント等を実施し、

みんなで子育てを応援する場が創出できる。当該施きを活用して、子育て中や子育て後の就職支援セミ

ナーを開催するなど、女性の活躍のためのキャリア支援の場としての活用にも期待がもてる。

【多世代交流の場】

異なる年齢、多世代との遊びゃ体験ができる場を提供することで、子どもたちが様々な人と関わり、多

様な遊びのモデルをたくさん見ることで、子どもたちが多くのことを学び社会性を育まれる。また、保護者に

とっても様々な年齢の子ども達の遊ぶ様子を見ることで、子育てのよい学びの場になるとともに、施設でー

緒に遊び交流することで、新たなっながりが生まれ、地域でのっながりづくりに寄与できる。
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基本方針

経営理念と基本方針にっいて

【食農教育の推進】

あぐりの丘への利用者が増加することで、現在あぐりの丘で実施してぃる野菜の収穫体験や収穫物を使っ

た料理体験などへの参加者も増加し、食教育の推進が図れる。

【観光・産業振興】

観光・産業振興分野とも連携し、地元特産品などの物産展の開催による地域産品の消拡大、販路

拡大の機会を提供するとともに、かな自然環境の中で、屋内・屋外遊びゃ自然体験等ができる場として

魅力を高め、エリア周辺への経済効果の波及も期待される。号
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基本方針

経営理念と基本方針にっいて

゛基本的な考え方

3.新たな時代に対応した公園緑地のあり方

ここでは、公園緑地、都市公園に求められる考え方を理解することで、「あぐりの丘」の施設管理運呂

の考え方として参考となる部分において取組んで行きたいと考えます。

口 あ"の

0多様な主体による公園緑地事業の推進

緑地公園の事業にっいては、行政主導によるものだけではなく、まちづくりとして取組むよう行政が市民や

民間事業者との協働が必要である。

指定管理者制度、P紅k-PKI(公募設置管理制度)の導入

佐世保中央公園<Park-PKI>

新たな官民連携の手法を取り入れ、民間事業者の資金やノウハウを活用して整備し、今後の管1里運

営は「庭建パークマネージメント(株)」が行い、YOSAK01させぽ祭りをはじめとした様々なイベントも開催さ

れ、市民の皆さんが「憩い、親しみ、楽しめる公園」を目指してりニューアルオープン
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基本方針

経営理念と基本方針にっいて

0市民や民間事業者が主体となる管理運営の仕組み

利用効果や施設の魅力を高めるには、市民や民間事業者が、積極的に公園緑地の維持管理や利}

用に参画すること、教育機関などと連携を密にして、子どもの自由な遊び場づくりを行うことが望まれる。

携わる人材の育成や市民への意識醸成などソフト面の強化を図るとともに、活動にっいては評価制度

設けるなど、質の高い管理を目指してしK体制づくりが必要である。

0立地特性や地域の二ーズを踏まえた取組み

施設の重視すべき機能を評価する方針を定めるとともに、地域の特性や二ーズ1ご合った機能を見極め、

自然・歴史・文化等のボテンシャルを活かし将来の姿を見据えた事業の展開が必要である。

事業の必要性にっいては、客観的評価に加えて、立地特性や地域のポテソシャルにっいてもきめ細かく

評価する必要がある。地域の魅力を向上させることで、地域の更なる活性化を図ることに期待できる。

0実現性のある事業計画

事業費、時間などの事業コストの選択と集中により優先順位を定め、着実な事業推進を図る必要があ

る。市民や地域の要望、社会情勢の変化など勘案し、適宜内容を精査する仕組みづくりが必要である。

0貴重な樹林地等の自然環境にっいて

四季折々の景観を演出し、市民の憩いの場となるだけではなく、都市環境の改善や生物多様性の保全

にも効果を発揮します。将来に向け、積極的に保全していく取組みが必要であり、その手法を検討しなけれ

ぱなりません。

0「新しい生活様式」のなかで

緑豊かで開放的な環境の下で、遊び・休息、・散策・スボーツなど、健康的な生活に欠かせない活動を楽

しめる貴重な緑のオープンスベースです。しかしながら、新型コロナウィルス感染症の拡大により、感染対策防

止策として公園全体や園内の施設を閉鎖せざるを得ない状況も生じました。今後、感染状況等が変化す

る中においても、誰もが安心して利用できるよう、感染症対策は必須です。しっかりとした対策と安全・安心

を発信して、利用できる環境を整い、新型コロナウィルスに負けない健康的なライフスタイルを支えるためにも、

今こそ公園の活用が求められている。
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基本方針

次期戦略の考え方

゛利用する側の視点と施設を管理する側の視点

1.利用する側の視点にっいて

ここでは、実際に施設を利用する側、長崎市民の皆さんにヒアリング調査を実施し、「あぐりの丘」の管

理運営における次期戦略に活かけル、と考えます。

0市民ワークショップの実施

【対象】長崎市内在住の子育て世代男女

【参加者数】 6名

【実施日時】令和4年3月上旬に実施

"

の
^t^ 目^

【ヒアリング内容を踏まえd

まず、参加者全員が「全天候型子ども遊戯施設仂じできることに大きな期待を寄せていまけ4是非、

オープンしたら子供を連れてぃきたいとの声があがりまけ遍しかし、現在の「あぐりの丘」に対するイメージを

お聞きしたところ、墨初に挙がったのは自然が豊かで、子どもを外で伸び伸びと遊ぱせるには最高の場

所ではあるが、屋外遊具があまりなく長時間楽しめない。「全天候型子ども遊戯施設」は雨の日も関

係なく遊べるが、やはり外でも伸び伸ぴと遊ぱせたい。屋内遊戯施設はありがたいが外で遊ぶ遊具や遊

戯が欲しい。また、ペット同伴で利用できれぱ嬉しい。キャンプがしたい。飲食できる施設があれぱ嬉しい

遊ぴだけでなく、自然を活かした体験がしてみたいなど。

皆さんが、あぐりの丘のりニューアルに対する要望がほとんど同じだということ。このことから、「全天候型

子ども遊戯施設」の運営と同時に、あぐりの丘全体の運呂、屋外での遊び・癒し・体験のコンテンツの充

実を図れば、滞在時問も長く利用していただけるのではないでしょうか。そして、りピートに繋がるのではな

いでしょうか。
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基本方鈴

次期戦略の考え方

0施設利用者、子育て世代へのアンケート調査実施

指定管理業務を行うにあたり、次のとおりアンケート調査を実施しました。

敗す象】

【調査数】

【アンケート内容】

市内保育園の保護者、市内企業の子育て世代、あぐりの丘利用者
市民活動団体(ワイヤーママ長崎

「あぐりの丘」の判用に閥,るアνケート

性別:(

竃焦鴬虞

289

男性

1.「あぐりの!1.」を判用されたことがあり生,●..

(*」円したことがたい)イ度判用Lたことがある)

ι赴回判用Lたことがある)(何度、判用したこと゛1ある)

女性)鄭齢:(

次のとおり(様々な意見・要望をヒアリングするため、自由記載の項目多)

2.【判用Lたこしがた、、)に回筈きれた方に、力聞きしま,.女ぜ、判用Lたこと゛「九いので

ナ゛、.卑い0(蛮り きで訂筈武くガさい.

の

20代

ヒ゛'『

30代

抽身

4 0代・ 50代#止)

3.(一度1.しく1'敷回、判叩 Lたこと01ある)に回筈宅"た方に、訂岡きしま,.と'んな怖殿

女0たら、伺度、判用した(なります゛・.思い0く俄り位条塵きで卸等支(ださい.

ι例武ぱ、ト'レが門1,゛・ら、可・供が逸ギ単具゛「少壮いホら】

^ '電

5.◆年の 10月に「全天換慶〒ピ、避牲隻殺」゛1「あぐりの矗」にでき生,.
(゛ひ、判用Lたい) (あ重り,魅力を'Uない)

(伺度阜剥用したこ乞が島る)1こ回婆された方に、駒闘きし重す.今の廂霞に足り孝、,も

島0たみ便判立'の,あ0たら嬬Lい心の、継枕Lて判用Lたい心の、など犀いっ(段り
きで力筈え(ガさ、、.

6,(ぜ0,判用Lた、、)に回筈された力に、訂聞きしま,.杓叩にあた0て、篇設に京め

ること壮何で,゛、.

【解武ば,貿全面に伺Lてなピ

フ.「●ぐりの丘」のりニュー丁ルを計尚Lて力り堂す.以下.糞設内で判円Lた、,m目'ニ,

エ,,を力■、・L生,.(捜盛回筈可)

蚊貸店

屋外で遵ぺる避具

ベ,トの同仲

Yト,クシ亜ン壮どの融異

ヅケブ,イγ

置外で過ごせる鯛品(,、ン壬,ケ・テγ卜むピ)

伴款愈室

件麟学習

A●国

F,グ,ン

キーンプ場

゛ートキ〒ンプ燭

イーニート(プエス)

'ベント(〒ルシェ)

イκγ卜しC,ー)

イMン,ト倒菜直売会)

'代ント(品直兇心)

イκン H臥外品直晃会)

イパント(市内'乢ノト九ピのサ,,'ト会)

ナνケー 1,、のご地力、あり●tとうござ1、皇 Lた.

-34-

=
▲

=

4
 
の
仙



基本方針

次期戦略の考え方

0施設利用者、子育て世代へのアンケート調査実施

【アンケート結果】

●子育て中の30代~40代の女性(母親)からの回答を多く得ることができた。

年代
性別

無回答 2ψ0

、

の

男性

209"0

女性

78ψ0

男性

^■.『

女性

.^

無回答ド血

50代以上

99/0

無回答

無回答卯血

40代

27q、'0

20代

子どもの有無

子ども2人以上

54W'0

●現あぐりの丘の利用頻度は「数回仂て44%、「何度も」が29%と7割以上力町ピーターであることが分かった

あぐりの丘利用頻度

無

独身

30代

20代

10中0

既婚・子どもなし

40代

30代

539,'0

独身 6Ψ0

50代以上

無回答ド血

既婚・子どもなし

5ψ0

子ども1人

子ども1人

26W、0

子ども2人以上無回答

何度も

299,'0

無回答

なし 16Q/'0

なし 一回 数回

一回

10qo

-35-
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基本方針

次期戦略の考え方

0施設利用者、子育て世代へのアンケート調査実施

【アンケート結果】

●全天候型子ども遊戯施設への利用意欲は高く、期待も大きい。

全天候型子ども遊戯施設について

無回答

5ψ0

魅力を感Uない

15q,、0

亀

●今回のアンケートで子育て世代から全天候型子ども遊戯施設にっいて求める内容は、感染症対策と

安全対策への要望が50%を超え、次いで孚U見・未就学児・小学生のすみわけ(一緒に走り回る

とぶっかって危ないなど)が31%、その他は概ね次の項目への要望が多かった。

^

利用したい

感染症対策

安全対策

乳児・未就学児・小学生のすみわけ

混雑しない工夫(入場制β艮入換制)

監;見遊び相手スタッフの配置

子どもと一緒に飲食できるスペース

遊具の充実

トイレ・手洗し場の拡充

施設内ルール・マナーの周知

親の休憩P斤見守りスペース

衛生面・渭潔感

利用したい

80ψ0

魅力を感じない 無回答

53%

509,0

31%

199'0

19中0

1ヂ允

13ψ0

1ヂ血

99,0

99/0

ヂ血

※その他の要望等は別ページに記載
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基本方針

次期戦略の考え方

0施設利用者、子育て世代へのアンケート調査実施

【アンケー絲吉果】

●今回のアンケートでは、あぐりの丘全体にっいて、あったらいいもの、今後必要なものととしては圦の§0果

となった。

飲食店

屋外で過ごせる備品 U、ンモック、テントなど)

屋外で遊べる遊具

アトラクシヨンなどの遊具

ジッブライン

キヤンフ場

オートキヤンフ場

ペツト同伴

個人園

ドッグラン

体験教室

体験学習

イベント(フエス)

イベント(マルシエ)

イベント U(ザー)

イベント(野菜直売会)

イペント(県産品直売会)

イベント(県外品直売会)

イベント(サテライト会)

あぐりの丘で利用したいもの(今後必要なもの)

口 あ"の
^削^ 白^

【アンケート結果を踏まえて】

自由回答の項目を多くしたことから、様々な,見や要望を聞き取ることができました。

次期指定管理者として、市民の声を反映し、あぐりの丘が魅力ある施設としてどぅ運営していくのか。多く

のヒントがここにあります。

市民が何度も訪れたくなる、愛される施設にするには、市民が求める施設の環境やコンテン'yの造成、

賑わいの創出を作り出す必要があります。

長ι轟市が行ったヒアリングヨ§査結県(市民・千i,哉者会'.灸)"のこ素見を踏まえ、今回、濯、たちが実施

した市民ワークショップ、市民アンケート羽査結巣に基づき',拶。十画'1'の策定あたってまいります。

100

(%)



基本方針

次期戦略の考え方

0施設利用者、子育て世代へのアンケート胴査実施

【参考要望等の抜粋】

い

で休日を遇こオ迫月^る公即
也在住
い

馴応しkこしが靴い畑由

弥日を過ご,道兵の島る公園
人」ナ0熨全僅が氣い

が写かコん
式がで'る
式がで昏る
(,Ⅱ6井い
0知らむ'い

ヤンブ艶設

ペントの充饗

ヤれU屑
パントの兄冥

トイし●粛賦悪
畢蛤
畢切
、てL●お官

ミユーズメント緬設
金がか力5#い
、、

学年が追Rころ
'入し允ばhり

キャンフ嶋
宜事舟
交過剥恒性0駒上 tバ幻
門ず卜内惇
歓食店の充真
飲食店の亮嵩
黄食店の拡充
軟食店
カ,プルても近べるなにか
幸飾感
員味しい歓食物
季豊悪

庠洗、喝の拡兄

費既し、怖の
雌nの瑳
食処
大A向U捷詩
熟めかノスクの憾L吹外
休鯵堀晰の升実
肝甫直完所
塵掌住用遊異
珍しし゛6物
宜皐処
篭貨屋

火人が寮しめN疊蛸

買、物スベース
お土産店
おし争れなカコエ
桶字・ホ陰がたく゛'●る
対■年甫の広、Hべント
尋唄
フJマイベント
カコ1
食畢岳
イベントの充糞

宜単卦

伍舌.CM
イパントの兜寅
近印地
屋"バタ』ゴルフ

トイレの兄賓(陸騎于とも用 bむう交損呂橿乳苔)

除皐
バ,トゴルコ
典賊しWtン庶゛ん
隈定品駈亮

子ιEが異朝闘近ぺる迦R

ウォーキングコ・ス
ロスキー

庶股1ての0恢の充賓
ゴルコ碑可埋
大人や石い女性が瀧しめる
近旦の"敗註冨
抽自性
凋工晒
釣り堀
財物と触n含える晶股
子どモ^代る埴所
子とむ帆心と宋る
飲京店
大Aι子倶と一持に辺バる遊口
店請Φ紘兄
用で畢遊べる
全王候型応設
広、゛地つ交換所
弱麗#Mレ

獲乳室詞^
の拡充

早1"で白常設のイ代ント
案」1,」ング

小己L1子どもが迦パる迭自
叩るくτきnLIUMレ
予と丑が並凡る遭兵
件頚型老す
寅肯店

ハウステン才{えの'5写1女を饗L岳る

紬窮な乏生

件麹スベース側工充
李堺、嶋の怖充
鬼広L守似世代炉避べる
便扇の晴島さ
近Rを増ヤ,

気"に幣しめるBBQ
コードコート

グうウントの益偶
交遇手↓重υ「スが,少むい1
シ下ト」U【ス

円塵●判用した(なるた^

の

●Φ誇歳奪不足駄壱●

皿外て皿べる近旦
畏ι惰^
駐盟場から4堤馴
食事処
カフエ
侃橿件験Ⅱ略ご胃0・トマト訪0)
句の墨鵠髪品^死
食事処
凡,ト剛司惇

廟座物・花升^売
切日の賞L吻がで●る嶋所
キャンブ嶋

飲官店{H食}

鵡"通芯^草
0スキー

飲食司陣4貞ンチ
田橿え件',
宜バ杓以外側通慶品駈完
冨し司,
壇内プール
ド,グラコ
パン■さん{丘;(しτ1

畝宜店店の"」むが愚かうた
日陰τ休功る鳴所

乳Lt王り休悲

玉候に左右そn暑
パ,トを遊ばゼる
店証の丘充
高掌作向け遇具
ちOA,ちりんアイス
湿^
見物てきる導怖
ゲームセンター
長鴫蹴控品老侍コに献血店
イベント

「島C1功6郭」カス,5Uε0廟昂間竪

白戈履黒圏を
立林住路
ト0,コ
キ¥ンゴ塙雌必鯛

キャンコ諭鰻

粕軸Uトイレ
安伍U旺食所邪
迭旦近(に擾乳ス代ース
蝿戦なトイレ

mの白に地凡る嶋所.堪

白嘩血
時謡なトイレ
トイレの数

Ⅱ皿唱亡近R0糎町
井噛
肌昏椴
しみブ5イン
ゴランコ
色h、蹴炊事嶋
子工,1ノングス木,ト

お弁出駈完

歓食晒
鹽り物
乳児用迫闘の寂
蝿貝写トイレ
讐働己1υ;トイレ
BGM

アスレチツク
デど血馴埋教室
AC電課
ゴーカートやパギ・

高学卑τも鞠Lめる
長1収予f,ー

●人舶皿(打岳"」丑巾
生B素
ゴーカート
蛤柾なトイレ

挽き早斗詩

アスしチ"

道R

交'乎皿の兄実
皿内の1鼻勧手円
トラン瑞」ン
映含ス府:,ト
軽食
えクトーバーコエス
軸1,とのWミ臥1
代,ト伺佐
仰憾切中τΦ歓食

^^ ^

鵡染1き"M以置底
遣旦の完實
食亭■の充寅
ルール史め(グ昆.ゴ分0む口
乳児・素献字児・小字生の羣みわ【,
昂倫症;1腰^
子ども^にしτも安全Uモの.地旦
鳳掘症"搾^
宜事面の見実
安全性
郡当"とのトラフj^止
全王徐旦1にあ則,たい

團内焚化【諾袋週招の艮偶・朏包、橿註美化1

安い
弱金モ安く
安全国
一日過ごU゛10噴
空倉地が奉い
乳児樹叩ユ代ース
一日遇ごせ剖旦堤
A数馴岨(前と出日の予杓制】
駐単導から^
己U11τ、^拡
感擬匪対肌の識註

保邸が酌れR:チι右でも率し此る埋所

乳幼児用^真
も戈明凱噛断に
年酢^rlh〒ιらでも典{局る垢所
地異の増股
覗の件恕蝿"
0転単・0-5ースケート堀
分爆封凱
大A色箟に堂ぺ己
安全面に配応した迦兵
子'もが1玉き1:L甘意弐rコ顎11"ザ;1(

安全

トイレ・羊抗L嶋の延充
金全聞
掛生価
きれい

岳独促,;風
ヰ高,住も利用しやすぃ

小さU子からお保畜りまで^判用で色る

薊閏闘円

慌の白に大卦が焦孝るt近【Hτくぃ
安心して侵叉る
畠字ヰ"即
安全
子どもC食単tιる帰怖
碑風4Nレ
人人ら素しめる
m,トτ11゛いチが苛バるtころ
只守れる
ゲ』ム

迫闘
遊n汎,メ'い

蚕0水近U棚の弧元
畢故劫止
ジャパネ学トス,ジアム亡の遭1"
高学正でモ寮し功る
安価

時間A換制
赤ち゛んτ島安C4、τ利用てさる
人歓馴偲
唄敦の迦べる伽所
アウトドア
広い

5ASU武モ

子とも用Hし
フ・ドコート

京パ吻
週兵の発窒

R靭聞源在τ邑る

キャンブ
無羽

洞噛感
ゲーム

火"こし件駐

リ嗹い子が口に入れも安心UⅧ旦
BT5
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基本方針

次期戦略の考え方

゛利用する側の視点と施設を管理する側の視点

2.施設を管理する側の視点にっいて

ここでは、「あぐりの丘」との類似施設の事例や先進的な施設へのヒアリング調査を実施し、「あぐりの

丘」の管理運営における次期戦略に活かしたいと考えます

0先進的な施設へのヒアリング調査の実施

長崎県諌早市「こどもの城」
・諌早市白木峰827番地2

・平成21年3月開館

・鉄骨造3階建、床面積2,800市

・入館者:年問平均約10万人

、1

の
^デ.『

こどもの城は、恵まれた自然環境の中で、子どもたちの主体的な活動、子ども相互の交流、象族その

他子どもたちを見守る人々との交流等を通して、子どもたちの「生きる力」を培うことを目的としています0

白^

【主な事業】

1 子どものための体験活動事業

児童生徒を主な対象に、表現力の向上や、人と人とのっながりの体感などを育むことを目的とする

.森のじかん(幼児期自然体験促進)

.アドベンチャーワールド

.学校等と協働して育む生きる力

.屋外活動(周辺の森への散歩、焚き火など)

.屋内活動(体操、絵本の読み語りなど)

大人の学び啓発事業

大人と子ども、大人同士のコミュニケーション、子どもに関わる指導者と効果的な子育てや教月に

つぃて、コミュニケーションに関するワークショップを通してともに考えることを目的とする

.親のコミュニケーション・ワークショップ

.指導者のコミュニケーショソ・ワークショップ
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基本方鈴

次期戦略の考え方

大人のための子育て応援事業

市内の関係機関と連携しながら、市民が人とのっながりや温もりを再発見できるような、自然や他

者とふれる楽しさを体験できるこどもの城のプログラムを提供することで、市民に子育てや教育に関

する課題等を啓発する
,

・こどもの城出前講座
.

・子育てワンボイント・コーナー

・何でも相談コーナー

こどもの城スタッフ・ボランティア研修事業

自らの意志でボランティアとして活動したい方が、スタッフとともに、企画力や対応力、子どもたちの

力を引き出す支援力などの向上を図るととも1こ、自然環境に関する知識や安全に関する知識を

習得することを目的とする ^

..'

・企画研修
.●亀.

・ファシリテーションる刑虜

0・周辺自然環境研修
^

・りスクマネジメント研修

・自然体験活動研修

5 主な実習・視察受入れ、講師派L先(市外)

・実習受入れ

・保育園、高等学校、大学など

・視察受入れ

・各種行政、各種議会、幼稚園・保育園など 5

・講師派遣先国内各地学校、PTA、関連施設など

の
^デ"「 ^
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【白木峰高原】

こどもの城の側には、白木峰高原が隣接しており、春は菜の花や桜、秋にはコスモスが咲き乱れ、その

景色の素晴らしさや心地よさを求め、1年を通じて諌早市内外からハイキングや写真撮影など1ゴKさんの

人が訪れます。また、道の駅(物産店施敷地内にあり、訪れた方が利用しております。



基本方針

次期戦略の考え方

Uこどもの城」の取組みを参考にした考え方】

(学ぶべき点)

自然にも恵まれた環境の中、人との交流の場を提供し、低年齢児だけでなく、中高生や大学生、退

職された方々まで幅広い世代が利用し、子育て支援をはじめ、青少年の育成、人生相談に至るまで、

多くの市民の声や思いを受け止めてくれる「あたたかい施設」である。

また、施設運営に携わるスタyフは体を張って全力で子どもと一緒になって遊び、側に寄り添う保護

者も笑顔に温れたア外ホームな雰囲気の施設でもある。諌早市周辺の人々から大きな支持を受けて

いるこどもの城は、「すべての人の癒しの城」と言える施設であり、その取組みを学びに、PTAや行政など

全国各地から視察に訪れています

の
^,^N ^ ^



基本方銑

次期戦略の考え方

0類似施設へのヒアリング調査の実施

長崎県佐世保市

「佐世保中央公園」

・長崎県佐世保市熊野町

・令和4年4月(屋内遊び場)オープン

バーベキユー・キャンプ施設は4月末以降開設

【屋内遊び場】

遊び場の面積は約千平方メートル。九州最大級の船舶遊具や童話「ジャックと豆の木」をイメージした

高さ5メートルのクライミングなど11種類のアトラクションを用意

【コンセプト】

佐世保市・中央公園の歴史と現状を踏まえ、「つくる」に加え「そだてる」に着目し、未来に向けた公

園管理を目指しています。

の
^^

0何度も訪れたくなる居心地の良い環境を育てます

0自然を守りながら市民参加で公園を育てます

0まちの回遊性、賑わいを創出する場に育てます

0集客に繋がる特色ある魅力を育てます

0幅広い世代が遊び学べる場を育てます

0中心市街地の防火力を育てます

0市の緑・文化・交流を象徴する場に育てます

日^
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基本方針

次期戦略の考え方

「佐世保中央公園」の取組みを参考にした考え方】

(学ぶべき点)

都市公園としての機能を持たせた、「育てる公園市民とともにっくるフロンティアパー勿のコンセプト

のもと、「屋内遊び場」「屋外遊び場」「飲食店」「Ⅱ也域物産展」「キャンプ場」「売店」など立地を有効

活用しゾーニング'したエリア毎の楽しみを提供しています。また、隣接する図書館や地域周辺との連携も

図り、まちとの回遊性・滞在性を高め、賑わいの相乗効果として集客を図っております。

また、広域からの集客に向けた施策も計画した事業運営を目指しております。

^

-43-



基本方針

次期戦略の考え方

゛私たちの管理運営の基本コンセプト1こつぃて

基本的な考え方をもとに、利用する側の視点と施設を管理する側の視点に沿って、私たちは次期肋

年における管理運営の基本コンセプト郁っの柱を軸に取組んでまいります。

私たちの管理運営の5つの基本コンセプト》

1 魅力ある組織体制づくりと強みを活かした管1里j重営」

手」用者イ足進に向けた実効性あるプログラムの造成」

3 スタツフ育成におけるプログラム研修の充実」

4 集客・収益に繋がる広告戦略と自主事業立案」

5)「あぐりネツトワークをはじめ市民活動団体・大学・幼稚園等や圏域の各種団体との連携.協働」

1)「魅力ある組織体制づくりと強みを活かした管理運営」

募集要項の仕様書に沿った施設の管理運営において、当然の如く私たち共同体は、これまでの経験か

ら既に取得している多岐に度る知識と経験があります。また、集客や情報発信においても私たちの専門分

野として活かす施策を展開いたします。更に、ウィズコロナにおける安全.安心な戸丹整『と対策の実施、

集客に向けた営業活動の強化、市民活動団体との協働や自主事業における専門的な知見を活かした組

織体制のもと、私たちが持っ施設管理能力と事業運営能力により安定した経営き十画のもと取組んで参り
ます。

一括した包括管理

運営に必要なノウハウとスキルを有する企業による共同体を組織することで、施設を一括に哲理し"理

運営協力体制を構築することにより、効率的で将来性のある施設の管理運営を実現します。

【施設管理】'長年に渡る「あぐりの丘」の委託管理、公園指定管理者の経験を活かした"理

'統制がとれた危機管理対応・緊急、時対応

【植栽管理】'技術力'専門性が高く、公園指定管理者の経験を活かした事業計画のコンセプト

に沿った植栽管理

゛【飼育管理】'他施設との連携したネyトワーク、経験に沿った飼育管理

゛【環境美化】旧常清掃・特別清掃に加え、ペストコントロール.衛生面の包括出理

゛【広報】'マスメディアとしての情報発信力と市民サークルのプログラム造成のスキルを活かした
集客力、積極的なプロモーションセール

【自主事業】イベント'展示会誘致などの企画立案から実施に至るワンストップの運営ノウハウ

'企業とのタイアツプやサテライト運営実績を活かした収益性.集客性の実現

の
ヒ戸、 凹^
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基本方針

次期戦略の考え方

"グループの みを;かした理

【主催(プログラム)事業】
【広告宣伝】【イベント】

の

゛【自主事業】
゛【集客イベント】

KTNソサTテ f

^r^

運{

^

グロウスビア

共同事榮体

共同事業体としての
財政的安定感

1六.t会;_1_

'獣田二＼rヒ同

゛【植栽管理】
゛【動物飼育管理】

外部指導委員会

゛【環境美化】
゛【施設維持管理】

広告宣伝における

多様なソース

長崎純心大学等教育
機関との協働・連携等

管理運営のバックァップ体制

あぐりネットワーク等の
市民活動団体との協働

諌早市「子どもの城」
佐世保市「佐世保中央公園」
との教育プログラムの連携等
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長崎県私立幼稚園・
認定こども園連合会

との教育プログラムの連携等

●
◆
●
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基本方針

次期戦略の考え方

2)「利用者促進に向けた実効性あるプログラムの造成」

現在の「あぐりの丘」利用者の7割がりピーターであり、多くの利用者が「あぐりの丘」で実施してぃる体験

型イベントに参加しております。

私たちは、これまで長年にわたりる委託業務において、利用者促進に向けた取組み、りピーターの継続に

向けた取組みとして、市民からのヒアリングを通じて体験・学習プログラムの造成を図り、継続して実施してま

りました。

時期5力年における取組においても、これまでの実績から主催事業として年間を通じたプロモーションシート

を作成し実施してまいります。

さらに、市民からの要望にも応えて、魅力ある新たな体験プログラムの造成を図ってまし田ます。

^゛^

,郡、・阿
1 ^

3)「スタyフ育成におけるプログラム研修の充実」

「あぐりの丘」の概要として、子どもの健やかな成長を育む、「全天候型子ども遊戯施設」の概要として、

子どもの好奇心、自主性、想像力等を育み子ども同士の交流の輪が広がる場としており、親にとっても、子

育てに関する情報交換や交流を通じて、子育ての学びゃ新たなっながり、憩いの場の創出となります。

私たち指定管理者は、子育てしゃすい環境を充実させる場の提供、ハードだけではなぐP卜の提供も不

可欠だと考えます。

そこで、私たちは直接親子さんの対応に当たるスタガの育成にも強化いたします。先進的にスタッフ育成

の充実を図っている施設から派遣していただき、年間を通じてのプログラム研修を行い、来園される親子さん

が信頼し、安心していただける環境づくりの中、私たちも親子さんとともに日々成長していきたいと考えます。

プログラム研修においては、「諌早市こどもの城」のスタyフ派遣を依頼しております。また、「佐世保中央

公園」とのスタツフを中心とした施設問交流など、年間を通じた取組みを行ってまいります。スタ刃の教育.

研修も含め、様々なノウハウを学ぱせていただいおり、利用促進に向けた連携を図ってまいります。
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基本方針

次期戦略の考え方

4)「集客.収益に繋がる広告戦略と自主事業立案」

広告の目的は「プランド認知度向上」「サービス/商品の購入」のいずれかである。「あぐりの丘」において

は、「施設の認知度の向上に繋げる」「集客に繋げる』「サービス(イベントや園内利用促進に繋げる)」で

ある。文字通り、広告媒体を用いて発信しないと誰も認知してもらえないことになります。近年は通信デバイ
スにより、受け手側はSNSを通しで情報を得ています。情報発信においてはSNSは不可欠である力、利用

者は子どもからシニアまで、健常者から身障者まで様々であり、各種媒体ツールを効果的に用いて発信する

必要があります。そこで私たちは、メディア戦略チームによる広告戦略を行います。マスメディアを中心とした広

告媒体に対するパイプとノウハウを活かし、また、各種イベントをはじめとした企画から施工'運呂までをワンス
トップで行う、実績と経験を有した企業で構成しております。私たちは、その強みを活かして、効果的な広報

から自主事業における集客・収益へと展開いたします。

会社KTNソサエティ

.各種イペントの企画・施工・運営のワンストツプ多様なイベント開催、効果的なイベントの企画立案
イヘント・展示会誘致スキル・マスメディアとの連携スキル

・地域とのコミユニケーシヨンスキル市民サークルとのコミユニケーシヨンスキル

・自主事業の運営スキル(屋外遊具・会場設営).各広告媒体を活用したプロモーシヨン活動

顧客満足度調査・モニタリングスキル
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基本方針

次期戦略の考え方

5)「あぐりネツトワークをはじめ市民活動団体・大学・幼稚園等や圏域の各種団

体との連携・協働」

あぐりネットワーク
あぐりネツトワーク協議会を中心に、市民の力であぐりの丘に新たな魅力を

生み出すための取組み「つくりて発掘プロジェクト」が始まり、それ以降、あぐり

の丘には多くの市民団体が生まれ、魅力ある活動を継続的に取組んでおり

ます。

現在は、コロナ渦により活動を自粛しておりますが、私たち共伺提案体は

市民活動をサポートし、ともに公園の持っ可能性を無限大にする取組み、参

加者も公園も新しい楽しさや魅力を創出して行きたいと考えます。

あぐりネツトワーク協議会とコミユニケーションを図りながら、主催事業や自

主事業として年問のプログラムに取り入れたプロモーションシートを作成いたし

ております。
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基本方針

次期戦略の考え方

【あぐりの丘活動の手引訂

1 あぐUの丘の市働
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基本方針

【年間プログラム】
0

1 4月

5月

5月

5月

6月

6月

7月

8月

8月

9月

9月

10月

10月

Ⅱ月

12月

12月

3月

偶1回)

(月1回)

自然の中でドレスアップ体験&手作り雑貨

オリープ体験

ネイチャーゲーム&自然さるく

森林ヨガ

自然物を使った手作り雑貨

手作り雑貨つくり

ネイチャーゲーム&自然さるく

流星観察会(ペルセウス座)

夏休み陶芸体験教室

防災キャンプ

森林ヨガ

ネイチャーゲーム&自然さるく

竹灯篭づくり

自然の中でドレスアップ体験&手作リ雑貨

流星観察会('、たご座)

門松づくり

鶴の北帰行観測会

竹細工教室n2月~2月お休み)

陶芸体験教室

■ あ"の

かざり部

長崎オリープ研究会

自然案内人まいまい/早川

山口桜子

あくりの丘ハンドメイドクラプ

手作リ雑貨つくり

自然案内人まいまい/早川

ノマド

冬いちごの会

崎県ガールスカウト

山口桜子

自然案内人まいまい/早川

ノマト

かざり部

ノマト

ノマト

あくりネットワーク

ノマト

冬いちこ

'年

通年

劃.

あぐりの丘ハンド

メイドクラブ

.^ ^

50人

30人

20人

10人

30人

20人

20人

1000人

20人

20人

10人

20人

20人

50人

20人

30人

30人

10人

10人

かさり部
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基本方針

次期戦略の考え方

長崎純心大学

こどもの教育・保育を担う、専門知識と豊かな人間性を養う「こども教育保育学科」を中心に連携・協力

体制を構築し、最新の保育・教育にっいてご教示頂くほか、あぐりの丘及び全天候型子ども遊戯施設に特

化けゴ遊び」プログラムの検討・提案から学生の皆様によるプログラム実施までを行い、学生の体験・研修の

場としてもご活用頂きます

長崎県私立幼稚園・認定こども園連合会

の
ヒデ.『 . ^

長崎県下112の私立幼稚園・認定こども園が加盟しており(長崎市内は39施i幻、「遊び」プログラムの

検討・提案、プログう厶のモニタリングへの参加施設の募集、アンケート等によるご意見の収集など、あぐり丘

及び全天候型子ども遊戯施設の管理運営にっいての連携・協力に取り組みます。また、加盟施設への案

内等の利用促進へ向けた取り組みも行ってまいります。

※会長である中央こども園園長の渡辺様より、

「あぐりの丘は芋ほりなどの士いじりが一番の魅力。今後の継

続と発展を期待します。」とのお言葉も頂戴し、畑ゾーンの整備

を検討致します



基本方針

次期戦略の考え方

やってみゅーでスク

やってみゅーでスクとの協力体制の元、実働の学生ボランティア募集をはじめ、各種プログラムの企画.提
案・実施を行います。

やコてみゅーでスクとはー・

長崎大学の学生の皆さんが社会のフィールドにおいて、さまざまな体験をみ、

豊かなコミユニケーシヨンカを育むため、地域の皆様のご協力をいただきながら

運営する社会活動支援プログラムです。課外活動として積極的に

関わり、子どもたちや高齢者、障がいをもっ方々との関わりや、自然環境に触れること、地域の季節行事や

文化'スボーツ'学術に関わるイベントサボート、平和にっいて考えることなど、日常から一歩抜け出し、様々ナ、
世界に接することで、多くの体験とともに自らにっいて考えることです。

私たちは、学生の取弊且みを通して地域に貢献し、また、地域の皆様と一緒に未来を担う学生たちを*て
ていきたいと思います。

1、

の
^^ ^

0イヤー宍長崎,y＼ιIRE
出産から子どもの病気、しっけや習い事・進学に関することから美容.ファッ

シヨン'貯蓄術まで、幅広い分野でお役立ぢ情報を発信するフリーペーバーの

発行をはじめ地域密着型の主婦サイトを運営。

創刊以来、多くのママさんたちに愛読・愛用されています。

その他にも、お子様向けのイベントや趣味を活かした雑貨販売など、各種イ

ベントも企画・開催。

あぐりの丘ではイベント開催やヂトペーパーへの掲載のほか全天候型子ど

も遊戯施設での各種プログラムの企画・提案、アンケート等のモニタリングでの

ご協力を賜ります。
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■発行部数
30ρ00部

■発行日
毎月27日

■配布場所
長崎県下の幼稚園・
保育園、児童館・図書館
医療機関など
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基本方針

<<「あぐりの丘」管理運営業務次期5ケ年計画の方向性>>

あぐりの丘の次期戦略

子どもの健やかな成長を育む
子ともの成長を育むとともに、子育てを才援する場の創出

あくりの丘ブランディング
市民団体との協働事業や体験プログラムの強化を図るとともに、
自妹か'里山の魅力を活かし、「あぐりの丘」全体を楽しめる

①自然環境や全天候型子ども遊戯施設を活かした遊びゃ体験ができる場の創出

②憩いや遊び、飲食など高いアメニティ空間の確保、展示会場やイベント、また、キャンプ施

設など広域からの来園目的となる魅力ある施設

③子どもを中心として、すべての世代が集い、楽しみながら世代を超えた交流の場の提供

4 自然の風や光、季節を体感できるとともに、施設を活用しなか'ら心身のリフレッシユを醸

成する場の提供

5 ウィズコロナ時代の施設運営の新たな取組みを、施設等における感染症対策の徹底に

より安心・安全の提供

あ"の
ヒ,"., 日^

5つの基本コンセプト

魅力ある組織体制づくりと強みを活かした管理運営

利用者促進に向けた実効性のあるプログラムの造成

スタフフ育成におけるプログラム研修の充実

集客・収益にがる広告戦略と自主事業立案

「あぐりネットワーク」をはじめとした市民活動団体・大学・幼稚園・圏域との連携・協

市民の利用拡大を促進する
施策の展開

法令・条例の遵守

主催事業

個人情報の保護
自主事業

外部企業

35

圏域の各種団体等 市民活動団体

連携情報発信

長崎市

サービスの向上

平等利用の確保
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教育関連機関



市あくしりの丘指定管理1是案雷

平等利用の確保
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平等利用の確保

ー、

1)合理的な理由なく利用を制限しない平等・公平な施設運営とサービスの提供

<考え方>

公の施設は地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に

供するための施設」と定義され、同条第2項では、「指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が

公の施設を利用することを拒んではならない」、同条第3項では「指定管理者は住民が公の施設を利

用することにっいて不当な差別的取扱をしてはならない」とされています。これらのことを鑑み、合理的な

理由もなく利用を制限することなく、平等・公平な施設運営が求められています。

公の施設として管理運営は、公平性・透明性が求められます。設置目的を

理解し公平.公正の原則の考えにもとづいて対応いたします。「公の事業である

という自覚」「公平性を確保したうえで、平等利用を確保」、「行政業務の代行

であるという認識にの3点を基本とし、施設の有効活用と利便性の向上を図

り、公平性、透明性を持って事業の運営に取り組み、誰もが利用できるサービ

スの提供に努めます。委託業務に関しても、長崎市の有資格業者である地元

業者に委託し、特定の業者に偏らないように、公平に行います。

公の事業であることを当然、私たち全員が理解し、相当するスタツフは業務を

遂行しなけれぱなりません。スタッフには常に意識して業務を行ってもらう為に

も、日々の意識づけは勿論、スタッフ研修などを通して取り組みます。全ての業

務において公平性を保って実施いたします。利用者のみならず委託等の関係

業者へも平等及び公平性を保ちながら接することが重要と考えます。

①法令・関係条例等を遵守し、運営を遂行致します。

②先着順での利用受付とし、優先すべき利用にっいては予め公表することとします。

②国籍、性別、年齢や障害の有無に関わらず平等と公正・公平を意識して運営にあがほす。

③入園者.利用者が不平等と感じる事が無いように、スタ刃の応対はマニユアルに沿って行います。

す応マニユアルを作成します)

4国民の誰もが追及することのできる幸福の一助となれるサービスの提供に

努め、もって公共の福祉の増進に寄与します。

^
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2

平等利用の確保

2)平等利用への取組み

1利用促進のためのアナウンス活動

私たち指定管理者は、長崎市の代行者として、常に平等かっ公平・公正な取扱いによる安全で快適な利用

を提供する管理運営を貴務とします。

施設の設置目的を踏まえた営業・広報活動、利用促進のためのアナウンス活動を行います。

2平等・公平な施設提供

入園、施設の使用に伴う利用申請・許可は、長崎市条例を遵守して行うことで、平等・公平な施設提供を

図ります

3利用料金の設定

使用料・施設の利用料金は条例に則った料金設定とします。

減免にっいても条伊Ⅱこ則り、適正に減額・免除を行います。

0 あぐの

4利用の許可基準・利用規則の周知

・施設の利用にあたり、条例等に定められた許可基準を徹底することで、公平・平等な施設利用を促し、特定の

利用者や団体に偏った利用を防止します。

這午可基準、利用規則やルールにっいて、 webサイトやり一フレット、施設での掲示により利用者に対して周知を

図ります。

・先着順での利用受付とし、公平性を保ちます。

・長崎市や関連団体等による施設利用の優先にっいては、目的を十分に理解し、優先的な利用に協力します。

^戸一 ^ ^

5施設利用のルールやマナーの啓発・普及、改善活動

日々の管理運営業務において、平等な利用の観点で問題・課題が生じた場合は、その検証必要な改善

を行い、平等利用の確保に努めるとともに、スタカ等の研修や入園者・利用者への施設利用のルールやマナー

の遵守などに関する掲示・広報等による啓発により意識向上を図ります。

また、状況に応じて長崎市に報告し、その検証と必要な改善を継続的に行い、平等利用の確保に努めま

す。

さらに、スタッフの研修やお客様への入園・施設利用のルールやマナーの

遵守などに閧する掲示・広報等による啓発により意識向上を図ります。 癒続的改

また、状況に応じて県に報告し、その検証と必要な改善を継続的に行い

平等利用の確保に努めます。管理業務を円滑に進めるため、

Plan (計画)-DO (実行)→ Check (評価)→Act (改善) Check

の 4段階を繰り返すPDCAサイクルの実施により、業務を継続的に!栓証

改善していきます。

-56-
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平等利用の確保

⑥情報格差に配慮した情報提供

今日、スマートフ井ンの普及により、インターネットやブロードバンドとい

つた盾報発信が一般化し、主流になっている一方、インターネツトやPC

等の情報通信技術を「利用できる者」と「できない者」との問に生じる「

情報格差」の解消が求められています。

この情報格差に配慮し、市民の皆様をはじめ、全てのお客様に対し

て公平な情報提供が行えるよう、ハンフレット、チラシ、新聞を含めた

各種ハブリシ丁イ媒体等の紙媒体による情報提供を行います

^

0 あ

作.

●=ユ,

の

^

^
^興^

^,^^

er"§

^

..

あぐりの丘昧噌作り教室チワシ

^

7公共サービスに係る研修

全スタッフが子どもやその親、高齢者や障がいの有無など、すべての利用者に安全・安心・快適な施設サ

ビスを提供できるよう、教育・研修を年間をとおして実施します。

^

8ホスピタリティあふれる親切丁寧な対応・接遇

高齢者を含め、障害者や外国人など、あらゆる人々の利用を考慮した施設運営を図ります。苦情、ご

意見ご要望等への対応として、あらゆる場面において平等・公平・公正な判断や対応に努め、お客様の

な対応・接遇を行います。尊厳を巖大限に尊重し、

長崎県運動公園チラシ

5NSの時代だけど・・・ミ氏媒体白必要!

斜

SNSの普及

貸

長崎原恨資料館ハンフレツト

居

,

39



平等利用の確保

3)平等・公平を確保した運営

1多様な利用者に対応できる知識の習得

'平成28年4月には「障害者差別解消法」が施行され、障害者に対する「不当な差別的取扱い」と「合理

的配慮、の不提供」は禁止となりました。そこで、私たちは、障害を持っ方が必要とするサボートを適切に提

供できるよう各種教育・研修を実施します。

ぽた、公益財団法人人権教育啓発推進センターが配布している人権啓発冊子(CSRと人権)を活用した研

修を実施することで、人権問題の理解と配慮、の定着を図ります。

耳マーク」や筆談ボート、老眼鏡の設置

'耳や言葉の不自由な方が気軽に筆談を申し出ることができるように「耳マーク(※)」を受付等に表示します。

・筆談ボードを準備することで、筆談によりコミュニケーションがとれるようにします。

あぐの
^炉一『 白

叉「耳マーク」は、社団法人日本全難聴・中途失聴者団体連合会が
普及しているマークで、公共施設の窓口などで広く使用されています。

3ユニバーサルテサイン・ノーマライゼーションへの配慮

・私たちは、「ユニパーサルデザインの7原則」を踏まえた

環境の整備を推進し、年齢、性別、障がい、国籍等

を問わず、全ての利用者が安全かっ安心して施設利

用できるようノーマライゼーションに配慮した施設の

管理・整備を進めてまいります。

耳の不自由な方は
筆等しますので
お申し出ください

筆談ボード

ユニバーサル
丁ザイン

7つの原則

誘韮器;る艶北大きさと空
体枯や發身r可勵性に

・^.できること

さんあること●

..でわかりやすぃ少ない力で使える
侵い方が峯明わか0 慎団できること

分廿儒てた0特別凱1し孝

に使える

0
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平等利用の確保

4ユニハーサルフォント、ビクトグラムの活用

.掲示物やホームヘージ等で用いる文字は、だれでも正しく内容が読み取れるように、ユニバーサルデザイン

(UD)フォント(※1)やイラストの活用などに配慮します。

.施設案内図にっいても、ピクトグラム(÷2)やイラストも活用することで、視覚的な図で表現することで、言三0に

制約されずに内容を伝達することができます。

※I UDフォントは、文字の分かりやすさと、読みやすさをコンセプトに開発された書体です0

※2 ピクトグラムは、「絵文字」や「絵単語」を表し、情報や注意を示すために用いられる視覚記号を1白します0

●声きらわしL●諭を奪くしてシンフル忌デザインに

あ

5指さしコミユニケーシヨンシート

.受付などでは「指さしコミュニケーションシート」を常備し、言葉をしゃべることが困難な利用者をサボトします

も

の

UDフォント

0

ヒ^

ぽた、外国語用のシートも準備し、外国人の対応も行えるようにします。

.受付.園内等へ「指さしコミュニケーションシート」を準偏していることを掲出します0

尋ネ昆

雛しコミュニケーンヨンシート ^

飴P01柳興G(0棚UHICATIOHSHE訂
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ビクトグラムの例
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平等利用の確保

6身体障碍者補助犬とその利用に対する対応

・「身体障碍者補助犬法」により身体障害者補助犬の同伴受け入れが義務化されました。そのため、補助

犬の待機場所を整備け脚、他の利用者への理解を図るなどの取り組みを実行し、身体障害者補助犬と

その利用者が、安全かっ安心して施設を用できる環境を整えます。

・次の身体障害者補助犬への対応策を本施設にもその取り組みを導入することで、安心して利用できる施

設を提供します。

身体障害者補助犬にっいて、本施設に入できる他施設の取組】

身体障害者補助犬の待機場所を整備する

身体障害者補助犬の待機場所を利用者に周知する

身体障害者補助犬を触れたりすることは控える

犬が嫌いな方やアレルギーを持っ方は、スタッフに知らせてもらう

身体障害者補助犬の体調が優れない場合は、入園・施設の利用を控えてもらう

身体障害者補助犬の排池は事前に済ませてからの入園・利用に協力してもらう

の
ヒ゛.、

4)利用者の視点に立った取組にっいて

1利用料金の設定

・使用料、入館料はもとより、減免にっいても条伊Ⅱこ則り、適正に減額・免除を行います。

・企画商品にっいても、事前に長崎市と協議し、承認を得たうえで実施します。

・自主事業における料金設定に関しては、長崎市と協議の上、適正な価格設定を設けます

^ ^

2開園・閉園時間、休園日の設定

<考え方>

開閉園・開閉館の時間並びに休園・休館日は、原則として条伊Ⅱこ則ったものとし、公共性を確保

します。開閉園・開閉館の時間の変更及び休園日の設定に関しては、利用者の利便性を考慮し、

事前に長崎市と相談・承認を得たうえで実施します。

Welcome↓

/

3利用の予約受付

・先着順での利用予約受付とし、公平性を確保します。

・利用許可基準に則り、特定の理由での予約受付拒否は行いません。
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ぎじょ犬
身体障害者補助犬

同伴啓発マーク

＼

その他、イベントや長崎市への協力催事にっいても、早めの事前告知や広報により

公平性を確保した上で実施します。

0

.
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個人情報の保護

1)個人情報の保護にっいての取組み

●スタyフ全員の個人情報保護方銑の理解の徹底

・個人情報を保護し適切に扱うことは、事業活動の基本となる「安心と信頼」を保持するうえで重要な社

会的務と認識しております。

・適切に個人情報保護をするため、スタッフひとりひとりが個人情報保護の重要性を認識し、当社の個人情

報保護方針を理解し、実施することを努めてまいります。

●「個人情報保護規定」に基づいた個人情報保護マネジメントシステム

・個人情叛保護法をはじめとする個人情報の取り扱いに関する法令およびその他の規範を遵守するととも

に、「個人情報保護規程」1こ準拠して行動します。本規定はJ見1也スタッフを含め、事業の用に供するす

ぺての個人情報に対し適用しています。

「個人情報保護マネジメントシステム」に基づき、個人情報保護を徹底します。

私たちは、お客様のプライバシー・個人特定内容などを保護することは、事業活動を行う上での

務と考えております。個人情報保護には長崎県が定める個人情報保護条例、長崎市が定める個人

情級保護条例、当事業体各企業の社内規定を併用して個人情報保護に取り組み、個人情報を

扱う部門は、情報管理を徹底するとともに、全スタッフの研修の充実、「個人情報保護規定」1こ基づ

いた各種マニユアルの作成・継続的改善を進めるとともに、万がーの場合に備えて加入する賠償保険

に個人情報補償の特約を付加し、対応します。

の
^『.『 白^

利用申込

市からの

惰報

【個人情報保護マネジメントシステム】

個人情報
氏名

年齢

・住所

電話番号

障害の有無

収入

その他

メールアドレス

その他の機会に入

手の個人情報

電子媒体
(電子データ、パソコン

等)

個人情報の廃棄
・データ消去・再生不可能処理
・文:シユレッダー処理

等

紙媒体
(文、図面等)

保管管理

バスワード設定
入退室記録
施錠可蛇なキャピネット等で保管
複製の禁止
データの持ち出し禁止等

個人報管理任者、個人報管理監

複製の禁止
文等は施錠可能なキャビネット等て
管理
入退室記録
文等の持ち出しの禁止等
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個人情報の保叢

●個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

.個人情報保護法、長崎県.長崎市の個人情報保護条例、業界団体のガイドライン、その他法令およ

び規格を遵守するとともに、当社において配置する個人情報管理責任者は少なくとも年に一度、法令

等の改正の有無を確認し、個人情報保護マネジメソトシステムの見直しを行いスタツフ1こ周知します0こ

れにより、個人情報保護マネジメソトシステムの継続的改善を図ります。

●お客様(利用者)、取引先関係者等の権利の尊重

.お客様(利用者)、取引先関係者等の事業の用に供するすべての個人情報に関するご本人の権利

を尊重し、ご本人から自己情報の開示、訂正もしくほ削除、または利用もしくは提供の拒否を求められ

たときは、合理的な範囲でこれに応じます。

.お客様(利用者)、お取引先関係者等からの個人情報を取得させていただく場合は、利用目的、問

い合わせ窓口を明示し、法的な要請等によらない限り、ご本人の事前承諾なく第三者に開示'提供す

ることはありません。

.また、お客様(利用者)、取引先関係者等の個人情報を業務委託先に提供する場合は、寸秘契

約等によって業務委託先に個人情報保護を義務づけるとともに文書を取り交わし、業務委託先が適

切に個人情報を取り扱うよ引こ管理いたします。

.個人情報をお客様(利用者)、取引先関係者等の意思に反して取得、利用、提供、委託すること

は権利の侵害になるとともに、事業者としての信頼を失うこと1こなります。そのため、個人情報の取得、

利用、提供、委託等の管理、ルールを明文化し、個人情報の適切な管理を行います。

●賠保険への対応

.個人情報の取り扱いにっいて厳重に対処しますが、万一個人情報が流出した場合は、加入する賠償

保険に個人情報補償の特約を付加し、対応します。

の
^デ'『 ^ ^

閏

劇
,

会

魯

@・00'目
Φ
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情報の保護

2)個人情報管理対策にっいて

1 正確性の確保

利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報を正確かっ最新の状態で管理します。このために、

個人情報を取り扱う場合には、例えぱPCに入力する場合や転記する場合の入力・転記の確認、を行い

個人情報の誤入力や内容の取り違えの防止に努めるとともに、誤りがあった場合は真正性を確認した

上で訂正を行うなどの手順を定めています。

・個人情報の利用目的や法令で定められている保存年数等を考慮して適切な保存期間を設定し、保

存期間満了後には速やかに適切な手段により削除、廃棄します。

2 安全管理

●入退管理

・ネ1用者等の訪問目的を確認し、必要に応じて受付票に記録し、立ち入る場合は許可証を着用させる

ほか、スタッフが立ち会うこととします。

'担当部は取得した受付票を毎月1回点検し、不審な入退が行われた形跡がないかチェックします。ま

た、室の鍵は所定の場所に保管し、解錠、施錠はスタッフが行い、その記録を点検表に記録し毎月1

回点検します。

の
^戸^

●記録媒体の管理

・個人情報を取得した場合、また取り扱い業務終了後は個人情報を記した書類、媒体は所定の場所

に速や刎こ保管し施錠します。また、長時間離席する場合など個人情報が第三者の目に触れないよう

収納します。

・USBメモリ等の媒体に個人情報を記録し、取り扱いを行う場合は「電子媒体利用申請書」を個人情

報保護管理者に提出し、承認を得た後に利用します。また、ノートPCや情報媒体を社外に持ち出す場

合は、事前に「個人情報持ち出し申請書」を個人情報保護管理者に提出し承認を得ることしてしぽす。

(ただし、定期的に金融機関へ提供する情報媒体にっいては例外とする。また、ノートPCや個人情報

が登録された電子媒体の自宅への持ち帰りは原則禁止してしぽす)

・個人情報の一部、または全部を取り扱う業務を委託する場合、個人情報の受渡しには、「個人情報

受渡し確認害」を用いて授受の記録を行います。

・ノートPCの持ち出しや個人情蝦を媒体で移送する場合の手順を別途定めています。

・紙媒体の情報にっいては、すべて鍵付きのキャビネットへ保管し、その鍵は、館長が管理をします。

申^^
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個人情報の保護

.コピーは、原則禁止とし、業務上やむを得ずコビーの必要性がある場合は、業務終了後、確実にシユレツダー

にて破棄いたします。管理台帳は専用鍵付きキャビネットに収納し、施設長が管理します。

.個人情報は端末機のみで扱い、印刷・コピーは行いません。やむを得ず印刷を行った場合は、迅速かっ

確実にシユレッダーにて廃棄します。

.業務上、長崎市とのデータ交換が必要な場合は、窓口となる端末を指定し、施設長が管理するパスワード

機能付きメモリースティックにてデータ交換を行います。

情報機器、システムの管理

.個人情報を取り扱うPCなどの機器や装置、設備を盗難、破壊、破損等の脅威や災害などから

保護するための規定、その他の技術的なセキユリティー対策は以下のとおりです。

・CD、DYD笠の夕上部起地媒.1杢は.,数断冬.!生玉座断」,、【.座棄_.__"__."_"___...,_,_】"___盗難、破壊、
.PC辱ハードディスクはバーバーラ才トソフド弓エアにて酒雲、又はハードディスクを取り外破損等の脅威

や災害などかし理的に破して
.外部業者に委託する場合は安全に処分された二とを証明する記録を取得らの保護

.パスワード付きスクリーンセーバーの設定PC

.SSLの実装及び入力フォームへの入カデータの無害化処理WEB

.個人墻報の暗号化又はフブイルへのパスワードロックの実施送受信結果の電話等での
電子メール確0忍など

.宛先、内容確認、による誤送信防止、受領結果の確認、、送受信文書の速やかな回収FAX

・SSIDの設定及ぴNIACアドレスによる接続端末の制1堤
無線LAN

・共'の,宣曼化.弐二_(ト入星N」三よゑ送叉,信,t二.点.四瞳曼IL
・会社貸与の挑帯電話のハスワード設定携帯電話

ブ'
4,U惺、tみ
4 、

●プライバシーマーク

プライバシマークとは、個人情報にっいて適切な保謹措置を講ずる体制

を整備してぃる事業者等を評価して、その旨を示すプライバシーマークを付

与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。当

団体では、代表企業及び橋成員企業がこのプライバシーマーク取得に向

けた準備を進めています。

《〆
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個人情報の保叢

●アクセス管理

・個人情報の紛失、破壊、改ざん、及び漏洩等を防止するため、不正アクセス対策、ウィルス対策等

の情報セキユリティー対策を行います。また、社会情勢や新たなる立法、環境の変化に合わせて定期

的に見直しを行い、是正します。

・個人情報を扱うPCへのアクセスは、ユーザー1Dにより制限するとともに、情報システム管理者は「アク

セス記録点検表」に記録します。

・パスワード認証によるアクセス管理を行います。1Dにっいては台帳にて管理し、パスワードはセキュリ

ティーの確保された手段でスタッフに連絡し、半角アルファベットと数字の組合せ(6文字以上)と

する、180日以内にパスワードを定期的に変更するものとし過去に使用したものを使わないなどの規

定を設けています。

あぐの
^デ.『

●ソフトウエア管理

・個人情報を取り扱う全てのPCにウィルス対策ソフトを導入し、ウィルス定期ファイルは常に最新版が

適用されるよう維持します。

インターネツトを利用した P2P 方式のファイル交換ソフトゥエア(winny、S始re等)をインストールして

ならないなどの規定を設けてぃます。

・電子媒体、電子メール等によりデータの交換を行う場合は、送信前及び受信前に必ずウィルス感染

チエックを行い、安全性を確保します。

・ウィルスに感染または感染を予見した場合は、直ちにPCのネットワークケーブルを外し、電源を切って二

感染の防止を図るとともに、情報システム管理者に報告し指示に従うなど、適切に対応し寸ルます。

^ 圭量

嘗OGIN
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個人情報の保護

3)情報公開にっいて

公の施設であることを関係者全員が認識し、地方自治の本旨及び「長崎市情報公開

条伊Uの趣旨に則り、県民・市民の知る権利を尊重した情報の公開を図ります。

◆情報公開規定の策定

情報の「公開」に関する規定を策定し、全スタyフの共通認識とすることにより、文書等の公開

を申し出る権利を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう墨大

限の配慮を致します

あ
^

の丘
^
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【その他、関連様式の例】
公開申出衝
公開決定通知轡
一部公開決定通知書
非公開決定通知書
公開申出拒否決定通知書
公開決定等期間延長通知書
意見照会香

公開決定に係る通知習など
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施設の設置目的と計画

基本的な考え方

私たちは、法律及び条例等の関係法令遵守のもと、「あぐりの丘」「全天候型子ども遊戯施設」の

設置目的を理解し、その運営方針に沿った事業計画を策定し、管理運営を行います。

<主な関係法令等>

長崎市あぐりの丘条例及び施行規則浄化槽法地方自治法、地方自治法施行令
長崎市個人情報保護条例電気事業法個人情報保護に関する法律
長崎市特定個人情報保護条例廃棄物処理法消防法
長崎市情報公開条例建築基準法労働基準法
長崎市暴力団排除条例食品衛生法労働安全衛生法その他労働関係法令

等長崎市契約規則水道法

このほか、「新型コロナウィルス感染症拡大予防に係る業チ弼りガイドライン」、「教育・保育施設等における
事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」等を遵守した上で業務にあたります

<設置目的>

【あぐりの丘】

子どもを中心として、若者及び高齢者を含む全ての世代に、豊かな自然及び多様な施設を活かした

遊び、体験、交流等の場を提供することにより、子どもの健やかな成長を育むとともに、市民のレクリエー

ションに'するため具的には、

●自然環境や全天候型子ども遊戯施設等を活かした遊び体験ができる場

●子供を中心として、全ての世代が集い、楽しみながら世代を超えた交流の輪が広がる場

■自然の風や光、季節を体感するとともに、施設を活用しながら心身のPレツシユを醸成する場

-69-
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【全天候型子ども遊戯施設】

あぐりの丘の敷地内に、子どもの好奇心、自主性、想像力等を育むため、天候に左右されずに子供

が安心して自由に遊び、交流等ができる施設として、全天候型子ども遊戯施設を置く。

具体的には、

●天候や年齢、障がいの有無等に関わらず、子どもが安全・安心に遊べる場

●子どもがのぴのぴと遊びながら健やかに成長できる場

●子ども同士の交流の輪が広がる場



施設の設置目的と計画

1)基本的な考え方

<主な関係法令等X設置目的>を踏まえ、

●公の施設であるということを再認識・再確認

私たちは、長崎市所有の施設であり、市民の財産である「あぐりの丘」「全天候型子ども遊戯施

設」は、公の施設であることを再認識し、共伺事業体の企業はもとより全ての関係者と再確認、した

上で、「公平性を確保したうえで、平等利用を確保」を基本に、指定管理者としての貴務を全うす
べく堅実な管理運営に臨みます。

●長崎市の行政業務の代行であるという自覚

私たちは、「あぐりの丘」「全天候型子ども遊戯施i幻が公の施設であるというモ忍識の関連する長崎市

条例及び施行規則並びに関係法令を遵守し、「業務仕様書」にもとづき管理運営を行しぽす。
適切な業務が出来るようスタッフの教育を行い周知徹底致します。

利用者からの要望'苦情などの対応は、法令遵守の上で適切に行い、諸問題の解決は長崎市と協力し
ながち改善を図ります。

.市民活動団体・大学・幼稚園等の教育関連機関や圏域の各種団体協力.連携

「あぐりの丘」「全天候型子ども遊戯施i幻の管理運営にあたっては、市民活動団体.大学.幼稚

園等の教育関連機関や地元地域の住民の方々のご理解とご協力が欠かせません。私たちには、こ

れまで積み上け'てきた信頼と実績があると自負しております。今後も協力.連携関係を深め、地域の
活性化に努めてまし田ます。

●市民の福祉

私たちは、あぐりの丘が市民の憩いの場・交流の場となり、自然や生き物に触れることで心身のり

フレツシユを醸成に繋がると考えます。施設の利便性の向上や教育への取組みなど、市民の福祉の
増進への一助となる管理運営を目指します。



言 百1

施設の設置目的と計画

2)施設の現状把握と将来像にっいて

施設の現状と課題にっいて」「新たな将来像にっいて」は前項の基本方針にて述べております。

゛施設の現状と課題にっいて

平成10年7月18日にオープンした長崎市いこいの里「あぐりの丘」は、長崎市の北西音Ⅲこ位置し

た緑と自然、そして海を見渡せる眺望の中で、子どもを中心に家族や各世代が士や動物に触れ合う、農

業公園型レジャー施設として、長年、市民に親しまれてきました。

《「あぐりの丘」事業は以下の目的に沿って施行された》

①長崎市の地形制約から不足しがちであった公共的憩いの場を、遊休公有地を利活用して

、広く市民に提供する。

2土に親しむ機会、自然を満喫する機会に恵まれない都市生活者に自然や動物との触れ合

いと通じて、業の理解や体験などのほか、家族のレクリエーシヨンなど交流の場を提供する。

③新たな雇用創出として、就業機会の増大を図るとともに、若者の地元への定着化を推進する。
年雄沖ID)椛移 nHO、 1nm

ぐ の
^,^. ^

恥虚増与斡

1^

<来園者数の年度別推移>

開園当初は、約47万人の来園者があったが、運営母体企業の撤退や駐車場を有料化したのも要

因となり、平成20年度には約16万人まで落ち込む(グラフ)

平成22年度以降は、長崎市直営のもと、ふれあい動物広場や親水広場の整備、駐車場の無

料化により来園者の回復を図る(グラフ)

平成25年度から、市民団体との協働の取組みや市主催の体験プログラム「食育系」「自然系」「福

祉系」「どぅぶっふれあい系」「ものづくり系」など体験・学びなどプログラムの充実を図り、安定した集

客を確保(グラフ)
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百1

施設の設置目的と計画

2)施設の現状把握と将来像にっいて

<時代の変化に沿ったコンセプトによる運営継続>

農業体験型施設としてスタートした「あぐりの丘」は、当初47万人程あった来園者数も年々減少

し、運営母体の撤退に伴い長崎市直営による運営を契機に、「市民参加で創る、人と自然のっ

な力田を思、いだし体感する場」及び、「食農教育」という具体的なコンセプトを掲げ施設再整備に取

組む。あぐりネツトワークを中心に市民団体数や活動プログラム数の増加により、平成27年度以降

からの来園者数が毎年30万人前後と推移している。

長崎市では、第2期総合戦略において、子育て環境の充実を図るにども元気プロジェクト」を掲

け、豊かな自然環境の中で、次世代を担う子ども達に遊びを通じて多様な体験・交流などを提供

できる親子の遊び場をっくることも取組みのーつであります。そして、地域再生計画「あぐりの丘」の

新たな魅力向上事業として、「子連れでも出かけやすく楽しめる、天候に左右されない子供の遊び

場」として、全天候型子ども遊戯施設を創設し、子育て世代への高い二ーズに応えます。

「あぐりの丘」のコンセプトを「農業体験施設仂、ら「子供を中心とした全ての世代に、豊かな自然

及び多様な施設を活かした遊ぴ、体験、交流の場を提供する施設」として再整備されます。

しかしながら、全天候型子ども遊戯施設の創設だけでは、他の類似施設に比べると見劣りしま

す。施設エリア内は、20年あまりが経過した建物の外壁・屋1艮窓など施設の老朽化が進むととも

に、初期の食産物加工の整備などもほほそのままの状態で使用されず残っているのが現状です。

施設全体に対する魅力の低下など指摘する声が多く、現状のままでは、更なる来園者の増加は

全天候型子ども遊戯施設の利用者のみに留まってしまいます。

の
゛■.『 ^ 圭世

1「あぐりの丘」が持っボテンシャルを活かし、自然豊かなロケーションの中での「遊び」「体験」「レクリエー

ション」が必要である。

2荒廃感漂う施設の整備によるエリア全体での賑わいが必要である。

3市民団体の活動による充実した体験プログラムの実施、市民に親しまれる場所として安定した集客を

維持していることから、市民活動をサポートし協働で取組む必要がある。

新たな子どもの施設「全天候里子ども遊戯施設」の機能に加え、これまで継続してきた市民

団休との恊勧'f業や休験プログラムの強化を図るとと6に、自然豈かな里山の魅力を活か

た「遊び_1「休紗1「レグノ1ーション」をあく'りの丘全体で楽しめるフランディングか必要で

ある。

一
三



百1

施設の設置目的と計画

2)施設の現状把握と将来像にっいて

゛施設の新たな将来像にっいて

子どもが思、いっきり遊びながら成長できる施設となる。

「あぐりの丘」でなければ体験できない施設という差別化された価値を持っ施設となる。

ノニューアルを契機に、施設の老朽化や施設全体の荒廃感を払拭し、新たな魅力を創出する施誠となる0

「全天候型子ども遊戯施三剣の開設は、fあぐりの丘」のブランディングのりーディングプロジτクトとして位置

付け、その後の展開を視野にハード面としての施設のみならず、運営や開設後のイベント'催事など刀ト

面にも期待が持てる施設である。

指正管理者制度の導入による効果

「あぐりの丘」全体の新たな魅力を創出するため、民間のノウハウを活かした事業を展開させ、民間事

業者から収益事業の提案を求め、新たな雇用の場が生まれる。

.自主事業による、集客・収益を図り雇用拡大と施設の改善に係る経費を捻出

.利用者の利便性を考えた企画提案を実行し、サービスの向上を図る

・指定管理者の裁量による事業推進のスピードアツプ図る

の
ヒ^ ^

2市民活動団体と連携した子育て支援

当該施設を整備するあぐりの丘は、平成25年度から市民協働との取組みを開始し、竹細工や陶芸体

験、自然素材や羊毛などを使った陪のづくり体験プログラム」や布の絵本とおもちゃあそびなどの「子どもの

まなびプログラム」などが実施されていることから、今後も、市民活動団体と連携した子育て支援プログラム

を実施することにより、市民活動団体と協働した子育て支援の充実や多世代交流の場が創出され、子

育てをみんなで応援する場所となることが期待できる。

.「あぐりネットワーク協議会」に対し活動支援を行う

.「あぐりネットワーク協議会』との協働による年間を通じた体験プログラムの造成を図る

.子育て支援市民団体、「ワイヤーママとの共催事業や子育てに関するワークシヨツプ、研修等を開催

.広報カイベント立案力を活かした市民参加型の事業展開ど舌動支援

言



施設の設置目的と計画

大{・幼稚園・、定こども園等と連携した子育て援

市内大学の保育系学部と市内保育所等とが協働し、大学生の実習の場としての活用や、共同イベン

トを開催するなど、学生が子育てを学び支援する場を創出し、子どもはみんなで育てるという本市の方針
を体現する施設とするとともに、地元就職の促進に繋がる。

'長崎純心大学「こども教育保育学科」を中心に連携・協力体制のもと「遊び」「体験」プログラムの

検討・提案から、学生の実習の場として活用

(長崎純心大学をはじめとする県下大学に対し同等の協力体制の構築に努める)

'長崎県私立幼稚園・認定こども園連合会を中心に連携・協力体制のもと「遊び」「体験」プログラム

の検討・提案、プログラム参加、ヒアリング実施等の協力

優崎市内保育園へも同等の協力体制の構築に努める)

4 "刀の宿白施、との連携

当該施設近隣に、民間が運営する宿泊施設がある環境を活かし、双方の情報発信や共同イペントを

開催し、集客力の向上や宿泊者の増加など相乗効果に繋がる。

'あぐりの丘隣接の「長崎あぐりの丘高原ホテル」との連携・協力体制のもと、相互ルの情報共有.共

同イベント・回遊性を図り、双方の集客力の向上を図る

'長崎県旅館ホテル衛生協同組合、長崎市宿泊協議会との連携協力体制のもぐりの丘集客

の増加や宿泊客の増加に繋がるプロモションセールスを行う

く の
^゛゛ー ^

⑤交通事業者との連携

アクセスにっいては、市内中心倍肋略路線バスが運行されておりマイカーを利用しなくても来場が可苛で

あるが、更なる利用者が来場しゃすく、集客力の向上にっなげるため、バスの1苗便にっいて交通事業者と
連携を図る。

イベント開催時や展示会開催・サテライト会場時など、集客状況に応じて対応を図る

(マイクロバスの運行や長崎バス観光との送客連携)

'バスの増便汐方便の増便)にっいては、長崎バスに要望し協議を行う



施設の設置目的と寸画

経営理念と基本方針にっいて

6圏域との連携が期侍

圏域(長与町及び時津町など)と連携し、施設の情報発信や子ども・子育て世代向けのイヘノトの月

知等を行い、利用促進を図るとともに、連携した物産展の開催や観光情報の発信を行い、圏域で更

る賑わいを創出し、市外からの交流人口・定住人口の拡大や広域的な観光振興に繋がる。

またどもの屋内遊び場がない同様の課題を抱える長与町及び時津町にとっても、近隣に全天候型

子ども遊戯施設ができることから、長崎市と2町の保育所や幼稚園等との合同での遠足やイペント開催

など施設を積極的に利用できるプログラムを実施し、交流を深める場を創出するなど、施設の広域的な

羽用促進を図ることで、広域におナ子育てやすい環境の充実に寄与できる

7子育てしやすい環境の充実に期待

子て世代の二ーズに応える天候に左右されない全天候盈子ども遊戯施設を整備し、子どもの遊び

場や親同士の父流・子育て情報交換の場などを提供することで子連れでも出かけやすく楽しめる場所

が増え、親子の紳が深まり、親同士や年齢が異なる子ども同士世代を超えた交流の場が広がり、子ど

もが遊びを通じて成長するとともに、親にとっても子育ての学び、交流、憩う場となることで、子育てしやす

い環境の充実を図る。

ま亢、市民活動団体、大学、近隣自治体等と連携した子ども子育て世代向けのイベント等を実施

し、みんなで子育てを応援する場が創出できる。当該施設を活用して、子育て中や子育て後の就職支援

開催するなど、女性の活躍のためのキャリア支援の場としての活用にも期待がもてる。セミ

の
ヒ゛^ ^

8多世代父ルの場に期待

異ナ、る齢、多世代との遊びゃ体験ができる場を提供することで、子ともたが様々'人と関わり、多

様な遊びのモデルをたくさん見ることで、子どもたちが多くのことを学び社会性を育まれる。また、保護者に

とっても様々な年齢の子ども達の遊ぶ様子を見ることで、子育てのよい学びの場になるとともに、施設でー

緒に遊び交流することで、新たなっながりが生まれ、地域でのっながりづくり1こ寄与できる。



施設の設置目的と計画

9食農教育の推隹

あぐりの丘への利用者が増加することで、現在あぐりの丘で実施してぃる野菜の収穫体験や収穫物を使っ

た料理体験などへの参加者も増加し、食農教育の推進が図れる。

'体験プログラム「収穫祭」の実施や市民農園、収穫した野菜などを扱った「マルシェ」「バル」の開催

10観光・産業振興

観光・産業振興分野とも連携し、地元特産品などの物産展の開催による地域産品の消費拡大、販路

拡大の機会を提供するとともに、豊かな自然環境の中で、屋内・屋外遊びゃ自然体験等ができる場として

魅力を高め、エリア周辺への経済効果の波及も期待される。

・地産地消の物産展や飲食ブースの創設

'長崎市国際観光コンベンシヨン協会や長崎県観光連盟との協力体制のもと、「あぐりの丘」プロモーション

活動を実施し、広域に向けた集客を行う

3)設置目的と事業計画に沿ったグループ構成

「あく、りの丘」「全天候型子ども遊戯施三到の管理運営にあたり、必要な雇用・環境美化.植栽.施設管

理'感染症対策・広報イベントを専門とした企業による共同事業体の構成により、すべての施策を効果的・

効率化させることで質の高い管理運営と伴に、包括管理が実現できる為、指定管理者の意義である、経費

削減にも繋がります。さらに外部指導委員会を導入し、各施策のPDCAを行い形骸化しない戦略.戦術を

行います。年間の目標集客数・収益に対し効果的なプログラムを造成し、それをもとに円滑な実施、その評価

や結果を改善しJ知ご舌かすスキームを実践して時問・費用共にロスの少ないコンセプトの体現、それに伴う集

客・自主事業の収益アップなど実現性のある取組みを行います。

■運営委員会の設置

「あぐりの丘」「全天候型子ども遊戯施設」の管理運営において、共同事業体グロウスピア運営委員会を設置

いたします。取高思決定会議として、事業計画立案、主催事業・自主事業の計画立案を含め重要な案件

の意思決定を行います。また、関係諸団体との見交換の場としても随時開催いたします。各業界の有識者の

方々にご参加・ご協力頂くことで様々な施策・案件において、独自のネットワークやコネクションを活かし、ワンスト

ツプで対応してもらうことができ、横断的な答えが期待できます。

■外部指導委員会

事業計画立案イベント計画案などの方向性を、より専門的・広域的・公平的見地から指導します。委員構

成に関しては、あぐりの丘に係る基本協定書に基づき、学識経験者など専門的な分野、地域連携といった各諸

団体など、それぞれの立場を活かし、あぐりの丘の管理運営に必要な情報の提供と地域連携.広域連携に役

立て、専門的な技術指導や助言を行うことで、円滑な運営に繋げます。外部指導委員会開催は年2回としま

すが、必要に応じて随時開催いたします。

の
ヒr^仁= ^ ^



施設の設置目的と計画

3)設置目的と事業計画に沿ったグループ構成

《指定管理者団体>>
Gr w h p'

グロウスピア共同事業体抄1●,●"゛●゛0"坤 0゛■P

長崎県私立幼稚園・あぐりネットワーク
認定こども園連合会協議会

'M""琴,倉
テレビ長崎FM畏崎

株式会社大和総

ながさき福祉
事業協同組合

Dal^

4'倉
U

ぐの丘

株式会社 KTNソサエティ

ヒ゛', 日^^

制松田久花園

管理運営委員会

まつだ、゛うかえん

'、

f、 ぐの

③

村のエリア

,

森谷商会

ワイヤーママ長崎

'《、
ノ＼一六、
畏崎あぐりの丘

高原ホテル

全天候型遊戯施設

,6毛イ具.q

佐世保
中央公園

●管理運営委員会

●外部指導委員会

《管理運営協力団体

@

憾ト

長崎県旅館ホテル
衛生協同組合

●市民協働関連団体

長崎純心大学

高意思決定会議として、牢業計画立案、イベント計画立案を含め重要な案件の.思決定を行います
【出席者:指定管理者の代表者及ぴ構成貝、施設長、※内容により各現場1置任者を招集】

戯者による第3者委員会.独善的な管1里逓営とならないよう、意見やご指導を賜ります
【出席者:指定管理者の代表者及び摘成員、施設長、:内容により各現場貴任者を招集】

これまで長年にわたり「あぐつの丘」の運営に携わって頂いている市民団体の方々との連携により、よ
0地域に根ざした施設運営を図ります。

定管理業務に係る持続的亊業展開啓発活動及び県内外への周知誘致活動への助言と協力を賜りま
●管1里運営協力団体

街のエリア

やコてみゅーでスク

諌早市
こどもの城

す

市
民
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団
体

長
崎
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施設の設置目的と計画

《グループ構成団体》

株式会社KTNソサエティS@)1

商号 株式会社KTNソサエティ

所在地長崎市金屋町1番7号テレビ長崎本館内
【経営理念】

地域の課題をビジネスとして解決し、社会に貢献できる企業をめざす。
【経営コンセプト】

企業は、企業それ自身のために存在するのではなく、企業に関わる人々のために、社ム
のために存在する。このことを心に刻み「五方良しの経営」を実践してぃく。

経営理念五方とは、以下のことを意味する。
第1は、社員と家族

第2は、取引先・協力企業の社員と家族
第3は、現在顧客と未来顧客
第4は、地域の人たち

第5は、株主・支援機関

創業昭和62年11月

代表者代表取締役社長東島尚志

資本金 3,000万円

従業員数 149名バート、アルバイトを含む(役員を除く)
■広告代1劉苫業務(広告計画の立案)

開プロダクシヨン業務(放送番組・広報・CM等の企画、制イ乍ホームページ制作)
■催事事業業務(各種イペントの企画・実施ならびに司会業務)

業務内容■人材派遣業・有料職業紹介事業

■ビル総合管理業務(偏、設備管理、清掃、受付案内)
■花の宅配業伊ジテレビフラワーネット)
■貸ビル業

■警備業認定(長崎県公安委員会第43号)
許認可■一般労働者派遣業許可取得(派42-01-0031)

■有料職業紹介事業許可取得(42・ユ・300095)

■一般社団法人長崎県備業協会

酉般社団法長崎国際観光コンベンション協会
主要加入団体■般社団法長崎県観光連盟

■長崎広告協会

翌長崎広告業協会

豊4 堕管理運営団体代表団体

60

く の
ヒ戸^ ^



施設の設置目的と計画

《グループ構成団体》

株式会宇土大和総業商号

長ψ奇市淵町3番9号所在地

株式会?土大和総業は、1981年の設立以来、経営ま里念として「高い品質・信束頁サービ
ス」をモットーにしながら、ビルメンテナンス業の仕事を通じ、お客キ美へ'快適な環境づくりのお

経宮理念手伝いを致します。
弊社は、長崎県内の業界でも企業基盤がしっかりしたトツプクラスの企業として、今後とも
精進し、サービス精神に1敵してしK覚'1吾であります。

1981年12月^窒立

イt表取糸帝1窒尾本久男代表者

1,000万円本金
200名 UCート含む)1走業数

嗣IS09001-2008 品質マネジメントシステム認証取1暑

■建築物環境衛生管1里技林1者の選イ壬・届出・業務の代行
■建築物空気1祭境測定

■水質検責測定及び代行

.建築物等設備管理 6肖防設備等含む)
■建築物等清掃

業務内容
.貝宇水槽清掃及ぴ消竃

■ねずみ・昆虫等防除

■白蛾駆除・防除業務

■空調ダクトクリーニング

■工業薬品の販売

.そのイ也、環境得i生にイ系わる全ての業務

■建築物環境衛生総合管理業(長崎県18総第4号)
■建築物ねずみ昆虫防除業(長崎県28ね第3号)

Z午三忍可
■建築物飲料水貯水槽清掃業(長■奇県28貯第2号)
匿劇物毒物般販売業(登録番号第108号)

個(ネ土)日本ぺストコントロール1窃会

■(社)長崎県害虫防除管理業協会
主要加入団体■件士)長崎県ビルメンテナンス協会

■(ネ土)長崎県ビルメンテナス事業協同ネ且合
■(社)長崎県貯水槽管f里協会

資格者一

員数

Dal^

格の名称

建築物環境衛生管埋技術者

澗;吊作業監者

貯水摺清掃作業監督者

防除作業監者

空稠給排水管1里監督者

空気環境測定実施者

統括管理者

寄物劇物取扱者

建築物清管理評価格者

安全管理者

第ーチ動訪生管理者

管理運営団体構成員

株式会社大和総業

格の名称

高所作業車作業技能論習修了

刈書厶機安全衛生教育講習修了

フルハーネス型墜落防止用器貝特別教育修了

甲栖防火管理者

第1種消防設備点検'格者

第2種消防設倆点検資格者

消防設倆士乙梱4類・乙種7類

酸素欠乏症・硫化水素危険作業主任者

第二種電気工事士

製造保安斑任者免状・第種冷,東機

二級ボイラー技士

あ"の
^F^

ーフ9-

日

員数

2

1
2
2
1
ー
ー
ー
ー
ー
ー

4
2
1
2
1
2
1
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施設の設置目的と寸画

《グループ構成団体》

商号株式会社松田久花園

所在地長崎市畝刈町1613番地251

人と自然との関わりに重きを置き、「自然を生かせる街づくり」そして「花と緑であふれる新
しいライフスタイル」をこれからもご提案し続けたいと思います。また当社は、地域社会への

経営理念取り組みとして、地域社会の発展と子供達が健全で安心して生活できるまちづくりをテー

マに「人ココロねっこ運動(声かけ、あいさっ)」、こども110番の家、地元公園などの管
理作業他ボランティア活動をとおし、地域社会への貢献を大切にしてぃます。

創業 昭和30年3月

代表者 取締役社長松田英明

資本金 2,000万円
従業員数 36名

■公共施設造園作業

■造園・植栽

業務内容■エクステリア

■1直栽管理

■樹木医

長崎県知事許可(特一8)第908号
許認可

取得(土)(ど(石)(キ剛(ほ)(しゅ)(塗) 0扮

一般社団法人日本造園建設業協会

一般社団法人日本造園組合連合会

一般社団法人長崎県造園建設業協会

主要加入団体一般社団法人長崎市造園建設業協同組合
一般社団法人日本樹木医会

一般社団法人街路樹診断協会

一般社団法人公園管理運営士会

管理運営団体構成員

株式会社松田久花園

-80-

く の
ヒ『'『 ^

員数

11

19

10

樹木医

公園管埋運営士

1級造圓技能士

2級造園技能土

1級造圓施工管理技土

2級造圓施工管理技士

1級土木施工理技士

薬管埋指導士

1直栽垂盤診断土

監理技術者

資格等名称 員数

1

有格者一

資格等名称

ランドスケープアーキテクト

車両系建設機械

小型車両系廻設機械(3t来満)

車両系建設機械(解体)

不路地運搬車

小製移勳式クレーン

玉掛け

高所作業車

普通救命講習修了

締固め機械

員数

1

10

資格等名称
街路樹剪定士

刈払機取扱作業者

伐木等の業務(チエンソー)
地山掘削

土止め支保工

型枠支保工の組立

アーク溶接

職畏・安全衛生貴任者

甲種防火施設管理者

街路樹雰定士指導員

62
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施設の設置目的と計画

《グループ構成団体》

③
商号

所在地

式会社森谷商会

長崎市平間町1361番地

崎の末来をサボートしたい。
れ力妹厶たちの願いです。

なたの夢がみんなの夢に。
みんなの夢が街の力に。

"の力が長崎の未来に。
、ード・ソフト両面から、

崎の未来をサボートいたします。

管理運営団体構成員

株式会社森谷商会

経営理念

創業

代表者

資本金

従業員数

ぐ の
ヒー『^

昭和23年09月

代表取締役社長森谷八郎

3000万円

135名

■建設機1励産業用機械・土木資材の販売・゛卸里並びに建設機械全般のレンタル
■上記に付帯又は関連する一仞の業務業務内容

^

許認可
■建設業(特・19)第9679号
土木工事業・建築工事業・とび・土工工事業・舗装工事業

■高度管理医療機器等販売業・貸与第20INM0356号

劣店・出張所



施設の設置目的と計画

4)設置目的と事業計画に沿ったグループ編成

■メディア戦略

広告の目的はワランド認知度向上」「サービス/商品の購入」のいずれかである。「あぐりの丘」において

は、「施設の認知度の向上に繋げる」「集客に繋げる」「サービス(イベントや園内利用促進に繋げる)」で

ある。文字通り、広告媒体を用いて発信しないと誰も認知してもらえないことになります。近年は通信デバイ

スにより、受け手側はSNSを通しで情報を得ています。,情報発信においてはSNSは不可欠であるが、利用

者は子どもからシニアまで、健常者から身障者まで様々であり、各種媒体ツールを効果的に用いて発信する

必要があります。

そこで私たちは、メディア戦略チームによる広告戦略を行います。マスメディアを中心とした広告媒体に対す

るパイプとノウハウを活かし、また、各種イベントをはじめとした企画から施工・運営までをワンストップで行う、

実績と経験を有した企業で構成しております。私たちは、その強みを活かして、効果的な広報から自主事

業における集客・収益へと展開いたします。

【メディア戦略概要】

マスメディア W臼制作 ^ ^

ー^

' 00計訟="レピ晒アプリ制作 ＼θ〒動 .ー

T^
@・ ー".

'r
"h'ー^

川"口回口 喫'長崎新闇

民放系列のバックァップによる戦略チーム

広告代理店 企業タイアップ
^

・イ'・
WIQE

^

、、

の
ビr-,

広告展開におけるマーケティング戦略から あぐりの丘のブランディングや

企画立案といった、あぐりの丘の主催事業・ 地域連携における提案から

自主事業の運営サポート 企画立案と実現可能な取組み

÷あくりの丘公式アプリによるマーケティング戦略

利用者の利便性・サービス向上を目的として制作する公式アプリは、会員情報を得ることができます。

個人情報の保護に沿コて管理運営は当然として、入園者動向や年間を通じたアンケート調査、利用者の

行動分析などによるデータ蓄をもとにシーズン毎の集客に向けた営業戦略・メディア広告戦略へと展開、

実効性・実現性のある企画立案へと導き集客に繋げる効果が期待できます。

゛,

^ ^

-82-



施設の設置目的と計画

)事業計画の策定こたって

本事業計画書に記載の計画を含め、今後、あぐりの丘の指定管理者として実施する事業は、設置の

目的に沿った内容で計画し、長崎市と協議した上で実施します。

Gmwth pia

グロウスビア
長崎あぐりの丘

多世代交流や仲間が集い、楽しみ、ともに成長する理想郷

「あぐりの丘は、自然の中で伸び伸びと楽しく遊び・学び・体験する」

◆全天候型子ども遊戯施設施設の利用者の利便性やサービスの上を図る

◆あぐりの丘全エリアの利用者の利便性やサービスの向上を図る

゛子どもを中心に多世代が交流する場の」出

゛市民の憩いの場、市民が活する、市民が楽しむ場

◆1年を通じて、体験プログラムや内遊ぴの空間を」設し、賑わいと魅力を創出

゛市民に愛される施設営

の
戸.『 日^

痢然のかぜや光、四季折々ロケーシヨ

を活かしたブログラムイホ駐や〒,'しkめのフログラム体蛙
ゾーニングしたエリアでの遊びや憩いの場のびのびと近0健やかに吐kできる場

全天候型子ども遊戲施設あぐりの丘園内全域

あぐりの丘ブランディング

"・,、・,,',川,'》ど6の炉,汗心殉主性想i染力等を

主催事業・自主事業

年間を通してあくりの丘の魅力を創出

羽

＼

凧てき

したナ'
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施設の設置目的と計画

6)全天候型子ども遊戯施設の設置目的と計画

子どもは遊びを通じて発達します。

現代では遊び環境の3要素である「遊び空間」、「遊び時間」、「遊び仲間」、いわゆるサンマ(三間)

が一昔前に比べて減少していると言われています。 仲問

●遊び空間の減少

こどもたちが遊びができる空間偽そびゃすぃ

空間)は以下の6つの原空間があると言われますが、
自然

都市化の進む現代では公園ですら減少してぃます。 スベース

①自然スペース値然の生命のいるところ) 造具 アジト
スベース スペース

②オープンスペース(走り回れる広場のようなところ)

③道スペース(車の危険のない路地空間)

④アナーキーペース(廃材置き場のようなちょっと危険な場所) オーブン
スベース スペース

⑤アジトスペース(秘密基地のようなところ)
アナーキー

⑥遊具スペース(児童公園) スペース

■遊び時間の減少

最近の子どもたちは多忙です。園や学校が終わると毎日のよう1こ習い事がある子たちも少なくありま

せん。もちろんスボーツや芸術を習うことは、身体機能を向上させ、豊かな感性育むことに大きく貢献しま

すが、、ある程度形式が決まった中で先生に教えてもらう「習い事」と、子ども同士が自由に展開する

「遊ぴ」では本質的に異なります。

●遊び仲間の滅少

少子高齢化の現代、「出生数の減少=子どもの絶対数の減少」は言うまでもありません

の
ヒ,』. ^

開

-84-

また、現在ではこれら3要素に加え、遊びの方法の減少も挙げられています。

疑

当施設へ来場されたお客様自身で遊具等を使って自由に遊んで頂くことは当然のことですが私たち

は、長崎市あく、りの丘条例に記載の設置目的を理解した上で、その目的の達成と併せ、当施設でこれら

現代社会で減少している要素を補い、子どもの各発育期に応じた発達・発育の一助となるべく、また、保

護者である親の方々とも一緒に育っていける施設運営を目指したいと考えます。

問

L
-

,

戸
、

,
、

゛
食
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施設の設置目的と計画

)全天候型子、も遊戯施設誠置目的と計画

私たちは、施設の設置目的の達成と、この施設の効用を最大限に発揮するため、次のテーマと管理

運営体制で全天候型子ども遊戯施設の業務にあたります。

●全天候型子ども遊戯施設の運営テーマ

遊びは学び

●実践する施策

子どもたちが「ワクワ勿し、何度でも挑戦したくなる遊戯空間と環境の創造・提供

の

子どもの好奇心、自主性、想像力を等を育むプログラム

卑^ ^

プレイフル・ラーニングの推進

仁》>非認知能力の向上に資するプログラムの積極的導入

^

●実現するための協力・連携体制

佐世保中央公

ワイヤーママ

てみゅーでスクほか
各団体

長 D大学
早市

こどもの城

長県

私立幼稚園
・認定こども'ロ

長市あ

遊戯施設部

-85-
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施設の設置目的と計画

6)全天候型子ども遊戯施設の設置目的と計画

1 プレイフル・ラーニングの推進

「遊びの中で学びを見っける(=プレイフルラーニング)」

遊びとまなび』に境界線はなく、楽しさのなかにこそ学びがある」という考えのもと、幼児期の「楽

しい」、「わくわく」する体験が「意欲」や「集中力」といった学びの基礎力を育むと言われています。私

たちは、幼昆期における子どもの「遊び」が重要性を理解し、遊ばせ方・遊び道具を検討し、わくわく

しながら夢中になって何かをする中でまなびが得られる状態が得られるようなプログラムの導入を推進

します。

●プログラムへの取組み例~幼児期~

伊Ⅱ遊び方が決まっていないようなおもちゃ・素材の用意

遊ぶ目的や遊び方、完成形が決まっていない自由に遊べるおもちゃ、自分なりの工夫が
できるおもちゃを使った遊び。積み木やブロックもありますが}思い切り遊ぶには新聞紙や
ダンポール、空き容器などで安全面が確保しっつ、ある程度自由に遊ばせてあげる。

伊12 子どもの気持ちに寄り添って見守る

子どもが困った時以外には極力口出しせず、子ども自身に考えさせるよう働きかけること
が、子どもが自律的に考える力や、創造力・想像力に繋がるとされています。子どもが遊
びに熱中できる環境づくりのためにも、危険な場合やルールを大きく逸れるような場合を
除いては、子どもの遊びに細かく口出ししない姿勢で見守る。

少し難しいあそびも用意

大人もそうですが、簡単にできることにはあまりワクワクしません。
ワクワク感を持ってあそびに取り組めるためにも、できることよりも少し難しいあそぴに挑戦
させてみる。「できた!」の積み重ねが、自己肯定感に繋がります。

r弧,.良

【重要ポイント】

●子どもの興味で遊び道具を選ぱせる「押しっけない」
●子どもに考える余地を与え、サボートすることを心掛ける

員
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施設の設置目的と計画

6)全天候型子ども遊戯施設の設置目的と計画

2 非認知能力の向上に資するプログラムの積極的導入

「非認、知能力」とは、「社会情緒的能力」とも言われるIQやテストなどの読み書き・計算などの

数値では測れない能力・スキルを指します。生きる力、人問力などの士台とも言われ、具体的に

は「目標を決めて取り組む」「意欲を見せる」「新しい発想をする」「周りの人と円滑なコミユニケー

ションをとる」といった力のことで、子どもが人生を豊かにする上でとても大切な能力であり、幼児

期から学童期に育ちゃすぃと言われてぃます。私たちは、これら非認知能力の向上1、資するプロ

グラムを諌早市こどもの城、長崎純心大学との連携・協力のもと検討し、室内に留まらず、施設

の中庭又はあぐりの丘全域の施設を対象にして積極的に導入致します。

●非認知能力の一例

非認知能力の名前

自己認識

意欲

忍耐力

セルフコントロール

メタ認知

社会的能力

対応力

クリエイテイビテイ

キ鬼

の
^゛"『

.

白^

具体的な能力

やり抜く力、自分を信じる力、自己肯定感

学習志向性、やる気、集中力

ねぱり強く頑張る力

自制心、理性、精神力

客観的思考力、判断力、行力

リーダーシツプ、協調性、思いやり

応用力、楽観性、失敗から学ぶ力

創造力、工夫をする力

●プログラムへの取組み例

プログラム例

積み木を使った遊び

泥んこ遊び

水を使った遊び

空き箱や洗濯ぱさみで工作

遊具で遊ぷ

自然の中での遊び

歌やりズム遊び

本の読み聞かせ

鬼ごっこ遊び

造形遊び

ターゲット

創造力、想像力、忍耐力、集中力、夢中力

想像性、好奇心、自ら考えて遊ぶ力

知的好奇心、創造性

想像力、創造性、自信、集中力

忍耐力、自信、自己肯定感

想像力、創造性、表現力

集中力、協調性

想像力、創造性、好奇心、新しい興味、道徳観、倫理観、

共感する力、リーダーシップ

社会性メ見1聿性、協調性、コミユニケーション能力、自制力

創造力、想像力、忍耐力、集中力、夢中力

様々な非認知能力を伸ぱすことで自発的な問題解決力が身に付きます。
問題解決へのアプローチの仕方を学ぶ力を身に付けることは、学校教育(学習指導要3動の知
識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」へと繋がると考えます。

-87ー
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施設の設置目的と計画

6)全天候型子ども遊戯施設の設置目的と計画

3 プログラムの具体例

これらプログラムの具体例を運営開始にあわせ、諌早市こどもの城、長崎県私立幼稚園.認定こど

も園連合会、長崎純心大学こども教育保育学科及び各市民団体と連携を図り、更新致します。ま
た、新規プログラムも随時導入してぃきます。

尚、内容'時季により、プログ'ラム実施会場を施設の中庭又はあぐりの丘全域の施設での実施を
計画致します。

.ゞ,^

●アートに遊ほう

壁に自由にお絵描したり、新聞紙や空き箱を使って自由造形で遊びます。

.

,キ"'
^^

-88-

^

●安部まりあミニコンサートとヒアノ体験

ピアニストの安部まりあ氏によるミニコンサートと実際のピアノに触れる体験プログラム

●音楽で遊ぽう

自分の手で音を作り出す楽しみ、集団で音を鳴らしたり、踊った時に

得られる楽しみ、音楽を聴く楽しみなど、音楽を素材にしで楽しむてと

に重点をおいたプログラム。

』
冒
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施設の設置目的と計画

6)全天候型子ども遊戯施設の設置目的と計画

3 プログう厶の具体例

●知育玩具で遊ぽう

幼児や児童が知能的発達を促進する玩具、または幼児や児童の学習の助け1こなる玩

具も導入したプログラム

●アナウンサーによる読み聞かせ

一般的な読み聞かせに加え、当事業体代表企業のグループ企業アナウンサー読み聞かせ

を実施します。プロの発音とイントネーショソで実施するプログラムです。

の

^

^^ ^

●親子味噌作り教室

親子で一緒に作業をすることで、より一層関係性を深めるプログラム。

実績のあるプログラムであり、お手伝いも非認知能力を高めるには良い経験です

作.,

●ユ゛ユ,念

まだ工作プログラムとして、次を実施致します。

●不思議コマづくり

これらのプログラムは体験プ日グラムの一環として、年間12日以上(令和4年度は5日以上)

実施致します。

●一銭ハタ作り

^ニ
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施設の設置目的と計画

6)全天候型子ども遊戯施設の設置目的と計画

4 実現するための協力・連携体制

次の協力'連携体制を軸として、あぐりの丘遊戯施設部を中心に施設内及びプログラム運営の基

盤とし、全天候型子ども遊戯施設の運営計画の基本として業務を遂行して参ります。

●諌早市こどもの城

県内では先進的な施設。当事業体との密な連携が可能であり、・情報共有の上、各種プログラムの

提供'講習'チ旨、遊戯施設部スタyフへの研修・講習.;旨を行って頂きます。

●長崎純心大学

人文学部こども教育保育学科と連携・協力を行い、各種プログラムの検討.提案を頂くほか{生
の実習も含め、現地でのプログラム実施を行って頂きます。

●長崎県私立幼稚園・認定こども園連合会

長崎県下"2の私立幼稚・認定こども園が加盟する団体であり、連合厶との協力.連携への

取組みを通じて加盟各施設との協力体制の構築が可能となり、こまで以上の利用促進を可能に
します0各種プログラムの検討・提案のほか、保、者からのご意見も賜り、評価.再検討に生かします。

●佐世保中央公園

幅広い世代が遊ぴ学べると魅力ある公園づくりをともに目指して連を図り、市民サービス向上
と広域からの集客力図れる魅力的な施設の運営に取組みます。

●ワイヤーママ長崎、やってミューデスクほか各団体

子中の多くのママさんたちに愛されるワイヤーママ長崎の協力によるプログラム企画モニタリング、
学生の自主的社会活支援プログラム「やってみゅーでスク」との連携により、学生ボランティアやプロ
グラムの提案を行って頂きます。このほか業体構成企業の閲連団体等との協力体制も構築して
いきます。

●あぐりネットワーク

あぐり
トワーウ

の
ヒーー ^

力

、.

る

を

、

六ロラ

フ

、
1-

、 佐世保中

ワイヤーママ墨鵠
やコτみ゛ーでス0ほか
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施設の設置目的と計画

6)全天候型子ども遊戯施設の設置目的と計画

5 利用にっいての考え方

公の施設である全天候型子ども遊戯施設の利用にっいては、関係法令及び条伊Ⅱこ則り、平等かっ

公平な利用を念頭に置いた上で、子ども遊戯施設の特性を考慮し、類似施設で13年余りの長割こわ

たり運営を続ける先進の諌早市こどもの城の利用案内を参考にし、また、諌早市こどもの城からの助言

と指導の元、利用促進を図ってまいります。

石'ワビ,亀Ut

,、

人ヒ""合う七占硬d

ビ

の

で尋

^■.『

史蝿事主 ●,ヤ

●、」一与

畦皇, .喝"

凱直聿昌.卿● J

言罵『,●量

●、,骨 ..

^

、量

、1、菩
も毛

安?' 一吋k勗のポイノ

運営体制にっいては「人員配置」で記載

υ
Y

tア

●全天候型子ども遊戯施設で「遊ぶ」とは・ー

●施設内(屋内外)でのルールや取り決め

●自由遊技とプログラム参加等の利用形態のほか、乳児・幼児・小学生低学年・小学生高学年など

生育期に分けた利用時間

等々を検討し、明文化した独自利用案内を作成し、事前にご理解頂いてからこ利用頂くよう努めます。
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施設の設置目的と寸画

フ)開園時間及び休館日にっいて

あぐりの丘の開園日及び休館日、全天候型子ども遊戯施設の開園時間及び休館日にっいては、募集

要項に記載の時間帯を基本にお客様の利便性を考慮し、当面は現行の期間での実施とします。

開園時間及び休館日にっいては、条例に則り、長崎市と協議ゞ1i夕承認、を得てからの実施と致します。

●あぐりの丘の開時間及び休

期間

3月1日から11月30日まで

捻月1日から翌年2月末日まで

●全天候型子ども遊戯施設の開館時間及び休館日

期間 開館時間

3月1日から11月30日まで 午前9時から午後5時まで

休館日

毎週水曜日

・毎週水曜日12月1日から翌年2月末日まで 午前9時力ち午後5時まで
・ 12/29~1/3

※毎週水曜日の休館日は、学校の休業期間(夏休み等)を除きます。
※水曜日が休日の場合は、その休田以降の最初の休日でない日を休館日とします

日

開園時間

午前8時から午後6時まで

午前8時から午後6時まで

このほか、悪天候(台風、雪等)の臨時休園及び休館にっいては、長崎市と協議の後、所定の
手続き及び周知を行った上での実施とします。

また、自主事業の実施にあたり、「フルキャンプ」「オートキャンプ」の運用期問においてはエリア限定で

24H開園とします。その際、対応スタヅフの配置・夜間監視業務の管理体制を図り行ってまいります。

休園白

なし

なし
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施設の設置目的と計画

8)各種利用料金にっいて

各種使用料、全天候型子ども遊戯施設の入館料の徴収及び減免にっいては、条伊Ⅱこ則り実施致

します。長崎市と協議の上、承認を得てからの実施と致します。

使用の許可、使用料及び入館料の徴収、減免にっいては、公の施設であることを自見し、平等'ム

平に業務遂行致します。

●あぐりの丘使用料
登額車位行為の種類
261f『行商、募金壬の他二れらに顕するもの
IN 円

寮として行う写又は俊回の楓影 6 3円

8円1平方メートル?声 1日喋行

広告晝忌面精1平方メト
6 3 1TI広告糊の喝出

ルにつき 1日

2円換金、慶示全モの他一れらに棚するものオ甲育〆ートルニつき,日

備考'
1 使用料を算出する基礎となる面積が、1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の姑数力あ
るときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用料を算出する基礎となる期問で月を単位としているものは、その期間が1月に満たないとき、又はその期問に1月
未満の端数があるときは、1月として計する。ただし、その期問が15日以内の場合は、1月を30日として日割a十算をす
る。
3 1件の使用料が100円に満たないものは、100円とする。
4 使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

■全天候型子ども遊戯施設入館料
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干ども,'【小掌生まで}
弔千どもの俣塩考弊か問偶する毛

子ともの保瓢舌写(保瓣者又1」.覇 W 識以上の祥酒人)
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1 0円

=

2
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百1

施設の設置目的と計画

9)主催事業及び、自主事業の考え方

あく'りの丘の魅力向上と市民協働
あぐりの丘の自然を体感したプログラムやあぐりネ"ワークをはじめとした市民団体との協働事業を主

催事業として、子どもからシニアまで多世代が、個人から団体・子育て世代が体験や学びを得ることがで

きるプログラムを年間を通じてプロモートします。また、あぐりの丘、園内全域において遊びゃ体験ができる

楽しいエリアを自主事業として実施し、集客・収益に向けて取組んでまいります。

<主催事業> <自主事業>

多世代が楽しく体験や学ひを侍るプ あくりの丘の自然を盾かしア楽しく遊
ログフムを市民協働とともに展開 び、体験できる]ン丁ンツの展開

年間を通じた楽しく体験や学びができるプ 集客・収益に繋がる計画、広告効果を
ログラムのプロモーションシートの作成。さらに、 持っコンテンツの展開。単なる一過性の集
市民の関与度を高めるために、市民・団体 にとどまらない、,,.の官い力、なプ
の参百によ力、なプログラムのやイ レゼンテーションでき官あるコンテンツプ

のたオ'ムーブメンベンの升によし ロモーションを実現していきます。さらに情報
トに_なるイベントの実現。あぐりの丘から発信 発信時、 PR効果を高めるためにニユース
する新しい子育て支援・ひとづくり・まちづくり 小上スなどの切り口など考慮して、より広
をテーマに展開します。 域へ、情報が波及するスキームを実現する

<施設利用・サービス施策>

公'で'ナ'1 をすービス牝の0上の

喝、

の
ヒr一● ^

期間

Spring Garden
春園 3-5月

^

共同事業体の主な体験プログうム

・ツルの北帰行(2月一3月)
・壁に落きB月)
・里山自然観察会(3月)
スボーツ大会B月)・知的玩具で遊ぼう
(4月)

・一銭はた折り(5月)

・ガーデニング(6月)
・ミニコンサート(6月)
・笈休み工作(7月)
・里山自然観察会(7月)
,ナイター昆虫観察会(7月)
・夏休み工作侶月)

,音楽で遊ぽう(9月)・読み聞かせ(10月)
・落ち葉アート(10月)
・焼いも体験(10月)
・壁に落き(11月)
・味噌づくり(11月)

・クリスマスづくり体験(12月
・餅っき(12月)
・ガーデニソグσ月)
・知的玩具てぼう(1月)
・親子味づくり(2月)
・ツルの北,ー(2月~3月)

・陶芸体験教室(月開催)・竹細工教室 0月~2月を除いて毎月開催

'あぐりネツトアーク主催の署のやってみよう(4月)、秋のやってみよう(11月)のイベント開催

Summer G引den

夏園 6-8月

Autum Garden

秋園 9-11月

M/inter Garden

太 12-2月

市民団体の主な体験プログラム

・フJマB月)

■然の中でドレスアップ(4月)

・ワイヤーママオープンマルシエ(5月

・オリープ体験 5月森林ヨガ(5月)

・ネイチャーゲム(5月)

・自然を使った手作り雑貨(6月)

・ネイチャーゲーム(7月)・流星観測会(8月)

休み陶芸体験教室侶月)

※

・フりマ(9月)・防災キャンプ(9月)
・森林ヨガ(9月)
・ネイチャーゲーム(10月)
・灯づくり(10月)
噛然の中でドレスアップ(11月

・流観察会(12月)
十ヨ松づくり(12月)
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三 百1

施設の設置目的と計画

1の主催事業

■全天候型遊具施設以外春イベント

4月

且然の中でドレスアップ

オリーブ体験

の

ワイヤーママオープンマルシエ

^,▲・W

5月 5月

ネイ壬ヤフゲーム&自然さるく

^

5月

ガーデニング

6月

自然物を使った手作り雑貨

森林ヨガ

"

6月

5月

'

6月

自然物を使った手作り雑貨

J

竹細工教室

4~6月 4~6月

陶芸体験教室
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百1

施設の設置目的と計画

1の主催事業

■全天候型遊具施設以外夏イベント

7月

里山^ナイター昆虫観察会

夏休み工作

7月

8月

ネイチャーケーム&

宇星 ムペルセウス

7月

8月

さるく

フりマ

み
^

9月

9月

8月

室

防災キャンプ

竹細工教室

フ~9月

9月

フ~9月

陶芸体験教室
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百1言

施設の設置目的と寸画

1の主催事業

■全天候型遊具施設以外秋イベント

10月

アグリンピック

10月

ネイチャーゲーム&自然さるく

落ち葉アート

NN

の

10月

ヒー、^ ^

やきいも体験

味曙作り

づくり

10月

10月

れ月 11月

自然の中でドレスアップ

.

ワイヤーママ

^

10~12月

ι

η月

オープンマルシエ

ムふたご

12月

^_

、

門松づくり

飴2き

12月竹細工教室

12月
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百1妻

施設の設置目的と計画

)主催事業

■全天候型遊具施設以外冬イベント

、

.電、 r

1,'卑
.{

t l

",む,

劃

1~3月
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1月
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80

スボーツ体験

里山^

3月

3月

つるの北帰行

.

恬

、
't・. ,

3月

フりマ

3月

竹細工教室

3月

陶芸体験教室
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百1

施設の設置目的と計画

1の主催事業

匪全天候型遊具施設イベント

4、 8、1月

失Ⅱ育玩具で遊ぽう 一銭ハタ作り

' ■

夏休み工作不思議コマ作り

5月 6月

安部まりあミニコンサートとピアノ体験

7月

音楽で遊ぽう

壁にらくがきしよう!

9月

11、 3月

.:イ'

卦

2月

、'

ノ

アナウンサーこ

'

、

クリスマスリ 1

10月

昌^

、

かせ

12月

n

室

, ?

親子味噌作り教室

'冒

、

'キ＼
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施設の設置目的と計画

ビジユアルイメージ
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施設の設置目的と計画

ビヅユアルイメ゛

罰く、りの丘に住むさまざまな虫を探して察します

ナイター昆虫韻察会
フ/23.24目

^

10:00~16:伽/定員:30名
村のエリア/村の休憩所
体験耕/無料

1本鳥命イパント

あぐりの丘の里山にはどんな生物が住んでいるかな?

里山自然韻察会ψφ
フ/23.24何
10:00~16:00/:30名
●村のエリア/村の休題所
●体験料/無料

休みの工作は、島ぐηの丘にお任せ!!

ゲーム形式であく'りの丘の大自然を満喫H

哀休み工作
8/13.・仏@

ネイチャーゲ払&自然さるく
0

フ/230・24目0 ..

^

10:00~16:00/定:30名
村のエリア/村の休憩所
体験斜ノ500円

10:00~16:00/:30名
●村のエリア/村の休舶所
●体験料/無料

大・動のぺルセウス座流群をみようH

琉星韻察会
8/13.・14@

00

ア長市いこいの皿

10:00~16:00/:30名
村のエリア/村の休懇所
体験料/無料

世界でーつの自分のお皿を作ろう!

要休み芸教室'
8/13.・14目

甲回■雫

回"

*

10:00~16:00/定:30名
村のエリア/村の休懇斯
体験料/500円

ク0ウユピア畏M邪"こいの空

あぐ・りの丘

6血_1

芸体教室
10:00~16:00/常時閲催
●村のエリア/向芸ハウス

.

.
針●

11

フ
0

^

..事

.

^

キ"

...

、

●■

〒851-1123 崎市四杖町2671-1

https://aEuri・hiⅡ.com/

岳
.
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TEL 095■41.1911
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施設の設置目的と計画

ビジユアーヅ

グロウユピア暴

Ⅱ ""丘千火 1本験イ yト
2022

、、、収湿の歌に規

カラフルな活ち葉を使って芸術作品を作ろう!

11

落ち葉アート
10/8.9@
10:00~,6:00/定:30名
村のエリア/村の休憩所

●体験料/'00円゛,,

1、

の

10:00~ 16:00/'定「:30名

村のエリア/11のU.一所

ぐりのア"りンビ'ンリ

^^

00 回

^

●焔丸ワ脱m

●'"真じ゛んけん大幸

●さウまい力」.1「1)肌争

●掲刈り観昂

●お野典じ゛んけん大会

^

ゲーム形式であぐりの丘の大自然を

ネイチャーゲーム&自然マるく
10/23@ 01
10:00~16:00/:30畠
村のエリア/村の休麹所

●体慧料/無料

●紹刈0 了,

●お野1ざじゃんけん火゛

●さつまいレ早1「り盤g,

●焔刈り鯨寺

●お野典じ゛んけん火令

採れたてのさつまいもで、ホクホクのやきいも体験!

上γUN門γ/'や子nキ体
10/15.・16目

H

,0:00~16:00/:30名
村のエリア/村の休憩斯

●体験料/

10:00~16:00/常時開催
村のエリアノ村の休憩斯

竹に穴を開けて作ろう!!

灯篭づくり
10/30目
10:00~16:00/:30名
■村のエリアノ村の休憩所
■体験料/500円

グロウユピア長市いこいの皿

あぐ・りの丘 h廿PS://a宮Url・hiⅡ.com/

陶芸
10:00~16:00/常時関催
■村のエリア/陶芸ハウス

、/ノノノ

鶚

冒冒

〒85,.1,23長市四杖町'2671-1 TEL095-841・19TI

命闇6

0^0
. ^
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施設の設置目的と計画

ビヅユアルイメーヅ

^ 玉1 の
^r・L『 ^

,'ι
jj.・・'

^ノー"^

、 K堺、争イヘノ
ワイヤー匂マ

オープン
マルシエ 0
軸貫と章●,".',1●興■」
ワ,りケ幸1凹告計是L●t

寵゛、、

,0:m~16'伽

●焦一駐車場

ト壁

グ0ウユピア長鵬市いこいのm

味噌作り
●tU●昆で官,h武萱皇
髄い、軍貫T豊崎垂尭叫掌

詮二端:;11、"

あぐ'りの丘

＼、、

ーーー^

'

85

10:卯~,6:伽

●悼の工りア

〒851-1123長岫市四杖日12671-1

https://aauri・hiⅡ.corn/

自然の中で
ドレスアップ
●t¥●丘脚■封■幸゛、.

再'此症曇を壁τ,0"血
',,:'に■劇」τ喜与L 宴

せ'■゛

10:m-16:伽

●畑の工りア

^、
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竹工教室
10.m~16.伽ノ寓井催
●封Φエリアノ村の休麺斯

芸体験教室
,0:伽一,6:伽ノ儒時
●村のエリア角、ウス

T后L095-841.1911 甲回... .,

回"
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施設の設置目的と計画

11)自主事業にっいて(5力年計画)

お花と農業体験ソーン

■ぱらハウスガーデニングマルシェ(ぱらハウス開放期
バラハウスの開放(現状年4回)に合わせて実施す

る、切り花の販売を継続するほか、お客様の二ーズにあわ

せた季節の草花や花木、寄せ植え等の販売も実施

また、バラをはじめとする花井やガーデニング植物の基礎

知識講座の開催など、付加価値を高める施策を交えて

実施致します。

の
^r一司 ^ ^

癒しのゾーン(屋内フレイゾーン

鳥r.,,

て

■ハンモツク・テントの貸出し(オールシーズン)

あぐりの丘の自然を満喫いただくため忙、テントやハンモックを

貸出します。気軽にレンタルできるアイテムで、忙しい日常を

跳れ、気分転換できる時間を提供し、利用者のストレス解

消の場所となることを目指します。

、、
、キ.

'峰'、

^ .1

.

^

舟

寺

.

.
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施設の設置目的と計画
.、、

〒'
外フレイソーン

■屋外遊具貸出サービス(オールシーズン)

あぐりの丘の広大な敷地を利用し、浮き輪型カヤツク・モルツ

ク(木でできた遊具)・グランドゴルフ・バトミントンなど、元気

いっぱい屋外で遊べる遊具を充実させ、手ぶらでいっても楽し

める施設を目指します。夏場は、水鉄砲レンタルなど季節に

応Uたアイテムの貸出しも行います。

の
^戸.『 日

■羊とお散歩(オールシーズン)

あぐりの丘で飼育されている羊とお散歩力tできます。

かわいい羊とのお散歩体験で、子どもたちにとって忘れられな

い経験・思い出ができます。

・i

、ー
亀.

今

-107ー
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施設の設置目的と計画

屋外プレイゾーン
ずP

■ゴーカート(オールシーズン)
あぐ'りの丘ゴーカート事業を再開いたします。

県内でも少ないゴーカートを利用できる施設となりますので、

ゴーカートをきっかけに来園いただけるお客様も増えるのでは

ないかと予想しております。

^

,.
、

ム

、

.
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差 百1

施設の設置目的と計画

今

■ラジコンカー・おもしろ自転車乗遊び

イペント広場の広大な敷地を利用し、こどもたちも普段目に

することがない、変わった形の自転車を体験できるコーナーや

子どもが乗れるラジコンカーを楽しめるコースを倉帰受。小さいお

子様は親がラジコンカーを操作できる乗り物です。

イペント広場

.......

.........

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

...

.

号..゛..

.

゛

.

.

.

.

の

.

.
.

^■一、

.
.

.

.
^

^ ^

■イベント展示会誘致

あぐりの丘の賑わい、また無料駐車場を武器に様々な

イベント展示会などを誘致いたします。またイベント展示の

お客様もあぐりの丘での体験のきっかけとなりますので、さらな

る賑わいの相乗効果となることを目指します。

■イベント展示例ーオート展示場一

-109-
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施設の設置目的と計画

■イベント展示例ーキャンプ展示場一

実際にキャンプ体験ができるあぐりの丘現地で、キャンプ用

品の展示会も開催できます。実際にキャンプ体験ができ、自

然に囲まれたこの地での展示会は、お店の中とは違う視点で

商品をみること力じできます。

イペント広場

,●●,写卓....
..... ゛..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.....

.

.

90

.

.

....

の

.

.
^

阜

.

.

.

.

ヒ{倖1

■ふわふわ遊具

みんな大好きなふわふわ遊具もイペント広場に配置いたし

ます。適正人数や遊ぶ子供の体格差などに注意して安全に

運営いたします。

^

^

皿ドライブインシアター

あぐりの丘イベント広場でドライフインシアターを開催いたしま

す。完全なプライパート空間で、映画を鑑貰しながらの飲食

や会話も自由にお楽しみいただけます。

-110-
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施設の設置目的と計画

キャノフ広1玩

■デイキャンプ場を終日フルキャンプ場へ移行

新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、風通しがよい環

境下でのレジャー活動に注目が集まるなか、昨今のキャンピン

グブームと相まって、キャンプ場の二ーズが非常に高まっていま

す。あぐりの丘でも豊かな自然に囲まれた中でキャンプを楽し

めるよう整備いたします。また、バーベキユーセットの貸出しや

食材も提供サービスにも力を入れていきます。

<食材は、あぐりの丘高原ホテルからのデリバリを検三寸>

、

の
●^ 白

(春~秋)

■薪割り体験・炭・薪販売倦~椥

「薪御拘体験」は、なかなか体験できない貴重なチャンス。

大きな丸太を豪快に害bて、ストレスも発散!キャンプ・

バーベキユー利用のために薪や炭も販売いたします。

-111-



施設の設置目的と寸画

■青空図書館

芝生広場にハンモックやパヲ刀レ、椅子やテープルを設置し

のんびり読書したり、グループや家族でボードゲームをしたり出

来る場所を作る。

ハンモツク・パラソル・椅子、本(絵本)、ポードゲームなどの貸

出

既存建物を利用してドリンクや軽食(パン)などの販売

、、

の
^炉"『 ^

'、

二す
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百1言

施設の設置目的と計画

アスレチツク&ドツクランソーン

■アスレチック・ジップライン(オールシーズン)

あぐりの丘に屋外のアスレチックゾーンを創設。自然豊かな口

ケーションのもと、アスレチックで元気に遊ぶことで、こどもたちの

バランス感覚や体感など運動能力を遊びの中で高めることが

できます。また知らないお友達と一緒に遊ぶことで、マナーやコ

ミユニケーションを身に着ける場ともなります。

市民の要望も多いシップラインを斜面地を活かし創設します

の
^デ'『 白^

■ドッグラン創設(オールシーズン)

アンケートで多数回答いただいた、あぐりの丘にぺット同伴で

楽しみたし叱のお声に応えるために、ドックラン施設を創設いた

します。あぐりの丘内で飼育している他の動物への影響を考

え、ペット同伴できるエリアは限定して運営いたします。

ユ.
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施設の設置目的と計画

鷺

亀

■飲食関連新規出店(オールシーズン)

生産者直売所に隣接して、飲食力やできるスヘースを設け

食事や力フ工ができるコーナー

陽

の
巳甲.『 ^

■ビアガーデン開業唖)

夏季期間限定で、あぐりの丘の豊かな自然の中で楽しめる

ビアガーデンを実施いたします。緑と風を感じながら味わえるビ

アガーデンの味は格別です。もちろんアルコールを伴いますの

で、送迎バスなどの計画をいたします。

羊底

制

^

^
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施設の設置目的と計画

オートキャンフ場

0蹴館
Ra .

■オートキャンプ場創設(オールシーズン)

第1駐車場のフルキャンプ場に続き、第2駐車場の一部に

オートキャンプ場を倉婚窒いたします。テントを張る場所まで車を

乗り入れられるオートキャンブは、荷物の運搬や急な雨など急

な避難にも便利です。お客様同士のトラブルを避けるために

、ルール作りを徹底し、運営してまいります。

1、

の

目

^■.『

【その他、エリア内や「いこいの里」エリアでの展開】

実施に当たっては、有料.無料の検討のほか、「いこいの里」エリアでの実施に関しては、長崎市との協議

や連携が必要と思われる。

ししいの里の利用や舌用一おいては「あぐりの丘」の運営あいて'尋来的{、ば必要てあり 5力年の

運宮期間内かう積極的な禾」用促進を図ってましります

^

■収穫体験農場

子供連れの家族でも楽しく行うことができることを前提とする

「収穫のみ」を体験できる事業をおこないます
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施設の設置目的と計画

■農業者のマルシエ

業者が作っている「規格外野菜」「流通できない野菜」な

ど販売を行えるイペントを開催します。

■カブトムシの販売

カブトムシの自然繁殖環境を整備し、カフトムシのっがいの

捕獲、販売を行います。

、、

の
^^ 白

■竹炭の制作イベント開催、竹炭の販売

竹炭の制作イベントを行います。作った炭は、販売にも回し

ます。

^

rarm計S
^

■ひまわりの油の生産販売

ひまわりを生産し、その種から油を生産販売いたします。

-116-



施設の設置目的と計画

■僕たちの秘密基地づくり

「いこいの里」エリアの自然の中で、自分だけの秘密基地を

つくるイペントを開催します。

■夏休みサマーキャンプ

子どもたちの心身を育むキャンプ体験(仮称)

都市部や郊外に関係なく、スマホやインドア遊びが中心であ

る現状において、政府の中央教育審議会では、現在の子ど

もたちの課題として、対人関係が希薄で異年齢や異世代と

の交流がないこと、自然体験や生活体験等が不足している

こと。また、基本的な生活習慣が身にっいていないことなどが

あげられてきました。また、体力や運動能力の低下も問題と

なっています。

これらの問題を解決するーつとして、「生きるちから」を育て

る共同生活体験や自然体験の経験を増やす機会が必要と

考え、この「あぐりの丘」で野外宿泊体験(キャンプ)を実施

します。

0

ヒ舮.、
あぐの丘

白

幼児・小学生向け
オススメサマーキャンブ

ー"フー



。市あ_《、12.Q丘1旨定管理提案書

サービスの向上
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百2

サービスの向上

サービス向上の方策にっいて

基本的な考え方

1年を通して施設利用者が決適に過ごせる空間づくりを基本とし、実施される主催事業'自主事業
コンテンッのすべてを十分に楽しんでぃただくために、利用者の目線に立ったサービスを提供し、利用促進

を図ります。

快適に過ごせる空問づくり

1)Ⅷ.F環境整備、ユニバーサルデザインによる園内環境整備・サイン計画

2)インフォメーションコーナーの充実(案内所や休憩所の環境整備)

3)各種サービス

.コンシェルジュガイド・手荷物入れロッカー設置・車椅子貸出しサービス・ベビーカー貸出しサービス

4)季節、天候に左右されない快適な回遊性を確保するサービス

.園内憩いの空間・夏場の屋外対策・「街エリア」と「村エリア」の回遊性確保

5)施設利用促進

・各種パーティー・アフターコンベンシヨン

・フライダル前撮りや成人式前撮りなど記念写真ロケーシヨン

・小学校・中学校の職場体験や学習カリキユラム

6)防犯

フ)広告宣伝・情報発信

・情報発信スキム

.公式アプリ制作・リーフレ汁の制作・公式Webサイトの制イ乍予約システム・混雑状況配信

8)その他

・市民農園・ケータリングカー

あ、の丘ヒ{
^
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百2

サービスの向上

サーヒス向上の方策にっいて

1)Ⅷ・Fi環境整備、ユニバーサルデザインによる園内環境整備・サイン計画

1 Ⅷ・Fi環境整備

アトWi・Fiの整備に関しては、施設エリア全体で利用可能とするため、

5力年計画の沿って随時利用エリアを拡大いたします。

初年度スタートは、全天候型子ども遊戯施設がある周辺エリアへの

利用可能となります。

2ユニバーサルデザインによる園内環境整備とサイン計画

ヒクトグラムを用いた案内サインなど、ユニバーサルデザインを強化していきます。

園内導線の案内板など綺麗なものに、わかりやすいく見やすいように整備します。

■ハーのバ1アフリー

園内は段差が比較的少ないですが、快適な移動が可能な空間づくりとして園内のバリアアトボイントの

整備をおこないます。

i-Fi
つかえます!

口■冊圃因
凹四匪囲囲

露固因■回

囲Ⅲ口囲四

■田囲因日
●^ ●■

ヒクトグラム

田
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鬮内サイン計画
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百2

サービスの向上

3市民の憩いや交流、利便性の向上

あぐりの丘が持っ景観的な魅力をさらに高めるために、環境の再整備や積極的な活用を行い、市民の

憩いの場、交流をイ足進します。

、'.

を通しでしめるヒごよみとヒマ、プ

既存の花木.草花に加え、スィレンやブーゲンビリアといった花を追加し、花を楽しめる期問を更新0

花ごよみに合わせた散策ルートの提案も行い、いつきても美しい花が楽しめる施設とすることで、新規お客様

に加え、りピート率の向上を図ります。

101

く の
^ ^

^ ^

マーユアル化

敏育・訳韻、

級告書・手法の修正

者満足の検証

サーピス運営の見直し

4tヨ価憾鼎、柴^
創邑如

1 榔・計西

保

1来圃百対雨年5000人増

中1『割、よる
汗価・賦圧

竜,,●武

^■●・■^ー'
茸●」僻●

,'『^●1

飽t・報,1管
(筐衛の^1

^
作瓢記像、柘告書の作成

HPを通じた,報開辧
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き 百2

サービスの向上

2)インフォメーシヨンコーナーの充実(案内所や休憩所の環境整備)

案内所は「あぐりの丘」施設に最初に訪れる場所でもあり、外観が殺風景だと残念な印象を与えま

す。

案内所の側には休憩所もあり、外観や内観の整備を行うことで、明るく清潔感のあるイメージを作ります。

案内所・バラ園ゲートの外観の整備

3)各種サービス

1コンシエルジユガイド

受付スタッフには、施設利用案内の業務に留まらず、観光案内への対応や

周辺地域の情報など常に新鮮な情報を提供する、所謂、ホテルユンシエルジユ

の機能を有します。スタ刃の接遇においては、協力団体の長崎県旅館ホテル

衛生協同組合にお願いし研修を実施いたします。

■ あく の
^^ 白^

休憩所の外観の整備

2手荷物入れロッカー設置・車椅子貸出しサービス・ベビーカー貸出しサービス等

・全天候型子ども遊戯施設にはロッカーが設置されますが、屋外を利用する来園者に対してのサービスとし

てロツカーを多目的施設内と休憩所に設置いたします。

・無料の電動アシスト付き車椅子貸出しサービス

・無料べビーカー貸出サービス

休憩所の内観
コンクリートの床を人口芝に

'10
ノ

'b、

岬

、

兵,

ず

無料電動車椅子貸出サービス
無料べピーカー貸出サービス

^

'価

'

^

-122-

多目的スヘース・休憩所
にロッカー設置
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百2

サービスの向上

4)季節、天候に左右されない快適な回遊性を確保するサービス

1園内憩いの空問

園内でりラックスして過ごせる癒しのスボットを提供します。

あ

2夏季の屋外対策と雨天時対応

・夏季には屋外にミストを設置して夏の暑さを癒します。

雨天時は傘、レインコートなどの販売を実施いたします。

RA刑 COAT

の
ヒ戸ι、

木々の木漏れ日の中で、
ハンモックに揺られる

日^

劃冒^,゛

Co or●

罰食●

レインコートや傘の販売
エリア内線にミストを設置

3「街エリア」と「村エリア」の回遊性確保

施設エリア内は大きく分けて「街エリア」と「村エリア」に分かれて距離もあります。小さなお子様連れの

ファ却卜や足の不自由な方などにもエリア全体を楽しんでいただくために、定期運行のエリア移動力ートを

用意して利用していただきます。

眼下に広がる海を眺めな
がら、風を感じる

、

103
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ランドカートで移動
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サービスの向上

5)施設利用促進

1各種バーティー・アフターコンベンションヴライダル前撮りや成人式前撮りなど記念写真ロケーション

アフターコンベンションのバーティや各自個人団体のパーティ、婚礼前撮り、成人式、個人記念日の撮影の

利用促進に努めます。

※「あぐりの丘高原ホテル」との連携によるパーティーイベントの誘致活動

を展開します。

2小学校・中学校の職場体験や学習カリキユラム

字校教育の活動の場として

゛.' ゛.4

、のカリユーム汗ノ
、

小学校、中字校に向けた、農業・里山・SDGSを含むアクティブラーニング授業の展開。あぐりの丘訪問

前、訪問、訪問後のカリキユラムをっくり、市民学習として展開。

里山のシステムこそ私たち日本人が築き上ι"t持続可能な生態系であり、その考え方やその価値を確実

に正確に次の世代へ継承することがいかに大切であるかを学ぶ機会とします。

市内学校の1哉場体験学習受入れ

市内字校のa哉場体験学習の受入れを積極的に行います。

「職場体験」「インターンシップ」など、若者たちの社会性を育む教育に参画することにより、未来を担う

「子どもたち・若者たち」の勤労観・職業観の育成は、地域の発展をもたらし、私たちの未来をも明るい

ものに変えます。

の
ヒ戸一 日

-124-
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百2そ

サービスの向上

1ター

修学旅行生の小学校、中学校に向けた誘致活動を展開いたします。

あぐりの丘の村エリアにある多目的スペース・未使用の建物を活用し、修学旅行生の地域産業や地域文

化の体験学習の場として実施いたします。

幼ステラづくり体験・ちゃんぽんづくり体験・育訟甬体験など)

《施設を利用し楽しみな力追、あぐりの丘で体験できる自然観察や農業体験、動物との触れ合いなど)

誘致活動においては、共同事業体の協力団体や長崎国際観光コンペンシヨン協会、長崎県観光連

盟と連携を図りながら、国内修学旅行誘致にも同行しプロモーションいたします。

ー^^

一生の プログームの 升

ぐの
^■.『 剛

村エリアで体験プログラムを実施する施設

6)防犯の強化

繁忙期など多くの来園者が訪れる場合やフルキャ

ンプの夜間開園時など、トラブルや事故などの防犯対

策が必要となります。キャンプ場対応などはスタyフを

配置しますが、施設エリア内の死角になる場所などに

は防犯カメラを設置して、利用者の安全・安心に努め

ます。5力年計画のもと設置個所の優先順位に沿って

設置いたします。

※修学旅行の昼食会場としての利用価値も見込めます。

'

U'

.

1

,

、
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利用者の安全・安心を見守る防犯カメラの設置
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サービスの向上

フ)広告宣伝・情報発信

1情報発估スキーム

私たち、共同事業体はK丁Nグループとして、キー局のフジテレビとの共有が図れ九州一円の系列

局への情報伝達や全国への情報発信に優れております。また、地元タレントや局のアナウンサーによ

る体験プログラムなど実施することで集客にも繋がります。

さらに、マスメディアにおける清報拡散やSNSを用いた情報発信にっいても熟知しており、あらゆる

ソースを用いた施策を展開いたします。

コミユニケーションフロー(イメージ)

-126-
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イベント協賛スポンサー

日^主霊

KTN

フジテレビ

相乗効果

HP・SNS・アブノ
による庸報発信

メディア戦m各

あぐりの丘事業

九州系列局

長崎県内を中心に県外にも発信

パブリシティPR活動
による話題創出

協力団体との連携

あぐりの丘への誘客

相乗効果

ヨ



き 百2

サービスの向上

市内

県内

TV

ラジオ

・:・テレビCM
.:.放送局の自社制作番組スボット告知

・:・FMラジオCM

、:.放送局の自社制作番組スボット告知

・:・ワイヤーママ

・:・ながさきプレス
・:.とっとって

.:.地元型フリーペーパー

.:、広報ながさき

^F^.
あの丘

雑誌

広報誌

県外

^

TV

雑誌

施設外

Web

(HP・SNS)

.:.テレビ番組ロケ企画

÷観光雑誌「るるぶ」「まっぷる」等

.:・ネットノtフりシティの活用
:.YOUTube動画配信

.:、1nstagram・T、vitter酉己イ言
゛HP{こで倩報発信

会員向け

発信スケジユール

集客を図るためのイベント告知にっいては、広告期間の1か月前をプレシーズンとして捉え投下してい

きます。

屋外広告
交通広告

公式アプ1J

春

・:・随時検討

広告

投下

秋

・:・会員向け情報配信

4

事業期間

発福ハブリシティ活動

広告
投下 事業期間

発信バブリシティ活動

広告

投下

-127ー

事業期間

発イパブリシティ活動

広告(^
投下事業期問

発信バブリシティ活動

107
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百2

サービスの向上

く広告展開・PRにっいてイメーシ図

体験プログラムやイベントの頻度化で実施そのものを発信

県内外に広叛・宣伝効果をもたらすという発想を重視して展開

+

従来の広報・広告計画をさらに戦略的に改良し展開

0 あ"の
ヒ 日^^

パブリシティ・PR・雑誌・HP
仁ユース素材りりース)

長崎県

TV・ラジオ・雑誌・web

.

あぐりの丘

関西

中部

関東

福岡県

山口県

宮崎県

-128-
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サービスの向上

2公式Webサイトの佑11作・予約システム・混雑状況配信・公式アプリ制作・リーフレツトの制作

【公式Webサイトにっいて】

゛情報の充実質を保っ

日進月歩で変化するHPの世界、現状のH P1こおいてもその二ーズに対応すべく、デザイン面と操作

面にこだわったぺージづくり。プログラム体験の内容やイベント内容、あぐりの丘の自然豊かな景観美など、

新鮮な情報を配信し、積極的に見て見たいと思う導線づくりを実現します。

リ急住二

^

あ、の

゛広がるソーシャルメディアに対応した新たな話題づくり

スマートフォンの普及によって lnstagram,twitter・facebookがスタンダードな情報発信となりました。個

人が友人知人はもちろん、同じ趣味の人へ国内、国外の人へ情報を発信するコンテンツであり、企業側

が広告費を投下しなくても、個人が勝手に広域にわたり情報を発信してくれるソールです。その効果を最

大限に引き出すためには、接触する情報の話題性やおもしろさなど、ユーザーの驚きや共感を提供すること

が重要なカギになってきます。あぐりの丘でもその対応を行うために゛ーシャルメディアユーザーを喚起するプ

ロモーションを実施します

巳

単^

、ミ語

四

00

.

゛予約システムの導入

予約に関する対応にっいては、個人・団体に分けた予約受付を行います。予約操作が簡単なHPやア

プリでの予約を推進していきますが、電話予約での対応も行います。

109

^

戸

^ 応
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サービスの向上

゛混雑状況の配信システムの導入

新型コロナウイルス等の感染症対策や土日祝日の混雑を利用者が事前に確認できる配信システムを

導入します。
各建物入口

セ'ー

コンテンツ

PC

ぐの

゛公式アプリの制作

情報発信として施設の公式HPの運用は必須であり、HPを通してSNS上で情報発信・拡散を行って

おります。HPでは、利用案内や予約システム、施設のインフォメーションやニユースフラッシユなどユーザーに

対して常に最新の情報提供が行えます。

しかし、近年、スマートフォンの普及で女性やシニア世代、10代のインターネットユーザーが増えたこと

で、PCからスマートフォンへとデバイスが切り替わり、スマートフォンに対応した情報発信、コミユニケーショ

ンツールが必要だと考えます。

私たちは、「あぐりの丘」の公式アプリケーションソフトを制作し運用することで、今の時代にあったSNS

への取組みを行います。

出r、, ^ ^

゛・9硬航51g間坐5TB

.

HOMI

STOP
.

《利用者側ができること》

@24"

※イメージ

口劃見U唇狂

◎

÷他にも利用回数による「マイレーソボイント」の噌呈1、よる各種サーヒスの特曲

《管理者側がてきること

予約状没の把扱

..

-130-
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サービスの向上

その他

■市民農園(オールシーズン)

長崎あぐりの丘農園を市民の皆様とシエアいたします。

市民の皆様は、担当する畑の中で種をまいて、日々手入れ

をし、収穫までの一連の体験力tできます。収穫する喜びを感

じると共に、土と親しみながら健康づくりにも繋がります。

もちろん収穫した作物は、持却帰りいただけます。

お花と農業体験ソ

あ の
ヒ

市民農園を通じて、あぐりの丘が特別な体験ができる場所と

なります。

癒しのゾーン

会

西ケータリングカー(オールシーズン)

多くのファミリー層で賑わうことが想定される癒しのゾーンに

ケータリングカーを配置し、休憩時問も楽しい時間を創出しま

す。様々なケータリングカーを配置することで、常連のお客様

にも飽きのこないサービスを提供できます。

内プレイソーン

-131-
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サービスの向上

外ブレイソーン

■学校や子どもたちが飼育員として関与

施設内で飼育している動物に名前をっけて、その動物の

飼育員になってもらう。動物との触れ合い通じて生き物の

命の大切さを学び・体験する取組み。動物に対する愛着

が生まれ、あぐりの丘1こ対する愛着も生まれ、あぐりの丘と

子どもたちの関与度を高める。

/

〆ノ

の

^

ヒ,'. 白

.

重廷

.

(オールシーズン)

112

゛

訪ぐ'り市場

■生産者直売所創設(オールシーズン)

あぐりの丘内で収穫された作物や近隣力ち持ち寄られた商

品を販売する「あぐり市場」を開設。遊ぴに来たっいでに、新

鮮な食材を購入できます。場所も駐車場近くに配置し、便

利にお買い物いただけます。

、 、
、

.
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百2言

サービスの向上

■あぐりの丘環境美化推進

あぐりの丘全エリアの環境美化に努めゴミゼロ活動を推進して、園内を常に清潔に保っことで、利用者が

気持ち良く過ごせる環境を確保します。

.:.10Tスマトリサイクルホックスの導入

現在、敷地内において取組んでいる「ゴミを出さない!増やさない!コミを持ち帰る」を継続し実践して

参ります。しかし、イペント実施など多くの集客が見込める事業を展開する中で環境美化を保っために、ゴ

ミ箱の設置も検討する必要があります。新たにゴミ箱の設置となると、清掃スタツフの業務がゴミ箱のゴミ回

収に追われ、他の業務に支障をきたします。そこで、10Tスマートリサイクルボツクスの活躍です。

SmaG0の3つの特徴
可知一"""加,躯SmaGO

1。0 ゛■舎

S1旦,兵9 SmaGG

盧

の
ヒ^

^

ψ

゛゛::1
心=澁

^

S叫60

3G'信機能

マネジメン

効率的なコ

.゛

マネジメントコンソール詳

トコンソールによる管理・分1斤で、

ミ回収が可能に T

■毛●
^

盲

^.

ゞ宅"'

.

^

匡^

マッピング機

^で各ゴE将●
ゴミ堆杭吠昆晝りアル,イム
で抹区胃幟

,,,
■●血

/

世界46か国(フ,000台以上)も導入

.各分野において、最先端のデジタル1支術を導

入する流れは加速する中、私たちも、施設運

営においては、環境改善・労働改善・サービス

などに用いてまいります。

この、「smaGO」の導入により、あぐりオリジナル

キャラクターと企業タイアップで広告収入を見込

んでおります。

^

^

圧^"ho

昆ト

●竜幽■●
●^^

エリア別分析

地埋ことにゴキの胆論
冨盾状霊Φ拘畑垂血念
地雌待性の^息

3G 通イ。狼能τりアルタイムに
ゴミの堆柳状況を誓理・分折

冨貫畔黛凡一ν

4

能

班ブらウザ版・γプリ販あり

堆積状況分析・
予測機
ゴEの喜畠予冨、よワ
幽収蕪壇^間血

.^

ラッビングする二とで、
企とのタイアップ
(広告収入が可能)

アラート

に幸る酬に
ア,トで"如らせ
溢柁る嗣Ⅷ包収が珂能.

SmoG0の段巨健. SDGヨの17のゴールのうち、 6つのゴールに対応しτいま亨
^G厶LS

0-ー

゛ ゛

^^置,区爵亜耳亜T■う'、宜曼n酉博^N●,闇
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長崎市_あくつ●,丘1旨定管狸提案告

評価と改善
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百3量 ヒず.ー
あく の0

評価と改善

1)評価方法と改善の取り組みにっいて

◆当事業体による運営委員会の設

当事業体に運営員会を設」し、毎月ごとに実施します。PDCAに沿った形骸

化しない管理運営の戦略・戦術の実現を目指していきます。利用者からの苦情や要

望把握、それを基に円滑な運営を実施、その評価や結果を改善し、施設利用にあ

たってのお客様の利便性の向上、また、次の施策に活かすスキームを実現して時間・費

用共にロスの少ない迅速な対応や運営業務を実現していきます。

◆外部指導委員会を実施

運営委員会による自己評価とは別に、客観的な視点に立った評価として、事業計画立案・

施設維持計画案などの方向性をより専門的・広域的・公平的見地から指導を賜ります。

専門的な分野、地域連携といった自治体、市民や団体のそれぞれの立場から運営に必要

な情報の提供と地域連携・広域連携に役立て、専門的な技術指導や助言を行うことで、円

滑な運営に繋げます。

毎年、実施して指標や目標値に取組む体制を構築いたします

^

115

百

あくレの丘

スタフ

日^^

の,' K り 1 阿

<、1 、"ワー',,ミート ノ./ L/' Ξ

,目汎第ハーjυが生目i、,'合DMO

毎月開催(PDCA

^

、ー

、1、

年1回開催定

PLAN

言

PDCA
サイクル

、こど デ『、,^^
、口山^

逃'鼻゛旦ト'、'折Υヨンベンション

^
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百3

評価と改善

2)業務水準の維持・向上の方策にっいて

◆利用者の要望の把握・改善

利用者の二ーズや要望、苦情など、運営する者にとって大事な情報であり、その声に耳を傾け改

善することで、利便性が高まり、利用促進に繋がります。主に、SNS1こよる要望・苦情の把握、アン

ケート調査の実施による把握、関係諸団体からのヒアリングによる把握により、要望や苦情のデータ

分析により改善を図り、利用者へのサービスの向上、利用促進に努めます。

SNSによるアンケートの実施

SNSでアンケートを実施し、単に集計するのではなく、利用者の顕在二ーズ

潜在二ーズに分けて分析し、利用者の利便性向上の取り組みに活かします。

、、

の
出r'N

000、

印

単0

^ ^

アンケート調査の実施

利用者に対してアンケート調査(CS調査)を実施する予定です。
アンケート調査を聴収して、その結果及び反映状況を長崎市に報告致します。
アンケート調査に関しては実施する度に調査内容を検討し長崎市と協議して実
施したいと考えています。

日々の業務における改善
日々の業務に関しては、日報による報告書を作成します。また、アンケートポック
スを設置し、常にお客様の要望・苦情に対して対応して行きたいと考えます。
直ぐにでも改善できることもありますので、日々、お客様目線での対応を心掛
け業務に励みます。

ヒアリングの実施

アンケートのほか、利用者や関連団体へのヒアリングを実施し、
運営面での利便性向上・利用促進へ繋げます。

施設専用
サーパー

→・

(管理者》
意見分析

潜在・顕在二ーズ分析

◆管理事務所をはしめ現地スタソフの 0ODA ループ入

現地の業務水準の向上方策として、「0ODAループ」を入し、スタ

ツフ間のコミユニケーションの機会の増加を図ったうえで、近年のスピー

ド感を求められる情報化社会への対応に努めます。

各部門ごとの

課題抽出と

解決施策の整理

^,

■^0,

^

●^
、.゛

^'ー.

^▲^

●、計司吋尊

＼
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人員配置
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人員配置

1)組織体制

' 1 1

Growfh pio
j01"1●H胎中"姑 oroup

《指定管理者団体>>

グロウスピア共同事業体

飴 1■
口

1

株式会社 KTNソサエティ

の丘
^r・」,

制松田久花園

管理運営委員会

、

1

ぐの

日^

窪つだーゆうか凡ん

村の王りア

@
株畭社森谷商会

,
ワイヤーママ長崎

ず《、
ノへ、 i゛＼
長崎あぐりの丘

高原ホテル

全天候型遊戯施設

^

●管1里連営委員会

佐世保
中央公園

《管理運営協力団体》

●外部指導委員会

●市民協働関連団体

●管1里運営協力団体

@
ながさき福祉長崎県旅館ホテル やってみゅーでスク テレビ長崎
本業協伺組合働生協同組合

',山:.乏、画立案、イベント0t画立案を含め重要な案イ牛の.思決定を行います。

【出席者:廿{1 '・・.・.0・゛ー゜

これまで長年にわた1つ1あぐりの丘」の遜宮に携わって頂いてぃる市民団体の方々との連携により、よ
り1也1或に根ざした施設逓営を図ります。」

旨定管埋業務に係る持続的那業展闊、啓発活動及び県内タトへの周知.1秀致活動への助言と協力を矯ります."

.

長崎純心大学

街の工りア

-138-
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人貝配置

2)現地スタッフの採用及び配置にっいて

現地スタワの配置を次のように行い、安全で確実かっ効率的なあぐりの丘の指定管理業務を

遂行して参ります

(1)採用と配置にっいて

次の基準により、現地スタッフを採用、配置します。

現在の現地スタッフのうち、希望される方にっいては面接を行ったうえでの継続雇用を原則として採用

致します。

畦藏推

岐蟹電主任

あ

口主任

どε宝任

ロユ,ケフΦ

ロユ,学フ●

ロユ,制コJ

どもス,,コ専門局●

ど毛ス,ウコ享門住

どもスタウコ゛

どもユ,学コ●

どもス,ケフ゛

ど629ウコ邑

椙え夕亨ワ゛

掃スタ,コ急

の
ヒr^

任者、智堰・逼奮鰹括

悟.0主事案に曲,る誼括、広報・宜伝・事務・.奮真に憐する故恬
煽許司に間,る鵡恬、

攻軸.保守・棒梱・〒の他委託寓萬讐恬.物轟管煙に開,るこ

地紐雇.虚藝に聞重ること、料金徹卓所・口主事冬苗署の管理
幡

ぞも逝岨怖設這智

、判金徴収

黒務、料金撤収

口詰碧、料皇融眼

ど鳥逸戯棒詮違宮

ども遡血豊設竃嵩

も遡戯算腫内運営

とも轟戯飾蚊内運営

どを勤戯諸娘内遷言

ども習戯筒N内達営

日常漕掃

日意清掃

甘常捕陽

日素痢帰

白常清帰

脊に閏,ること,除並・潅水・詑ガ5摘み

物制青に聞亦ること,除草・津水・花",摘み

調官に閏,ること,除並・泡水・花ガラ掲み

日^

担坐冨碧内容

稔掃ス,ケワ信
櫓スタウコ゛

掃ユ,,フ■

宵ユタケコ」

青ユタケコ勃

僻育ユ,ウココ

◆事業体各企業内の配置

.代表企業内に経理事務任者と経理事務担当者の2名を配置し、適切な経理処理が行える体制とします。

●代表企業.構成体企業による対外的広報とPR活動、積極的な販売営業を行しぽす。

.定期清掃.池清掃などは年問スケジュールに沿って事業体の清掃担当企業が行い、特別清掃など必要に

応じ随時対応いたします。

●植栽の剪定.草花の植替え・薬剤散布などは年間スケジユールに沿って企業体の造園担当企業が行い、

草花の増植や園内イベント等必要に応じ随時対応いたします。

政又雁敏肯慢師旺験ユ0年以と、肪火憧虚者甲厘

適篇設縫賦'5隼以と

軽賦・賞格等

遍飾設織喉5年以上

算殴旺幼伯年以上

胃援面又は保育聞声軽赦脅

官畳詞叉は保官詞連旺験奪

育轍閥又は爆青m遁柱験●

119

雁用形雌

非業動パート弊

0

怒電

理課

務課

寓覇

挿累靭

田業薯

0

掃貰五'年以上

理事鶏尿括

とも怖設担坐

報PR・姫売営高

搭凱賭敦括・定朋捕掃、岳操堕等封筑桑萬、隔遇璃地燭立

化追四常覇款括・益伽,定期管理身定・花壇、週1現地調畳

験卑融5年以上

控出萬殊内審

1直幼轤皿敏諸

填衛生牲増住鏑者、清掃作鳳墜管●

木伍.迫田菓1管理士1紐.造田技睡士1紐
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人員配置

(2)現地組織図

1尉軍・命令系統を単純化し、報告・連絡・相談、いわゆる「ほうれんそう」を実行しやすぃ現場組織体系を

作ります。情報共有をより迅速に行える体制づくりに努め、お客様満足度の向上を図ります。

管理運営委員会

の
^r^

ぐの

【施設の統括任者}
施設長

^

【施設の管1里j重営統括】
施設統括

【沌1虚施設音の

子ども主任

・専門スタ四①
・専門スタッフ②
・スタッフ①

・スタッフ②

・スタッフ③
・スタッフ④

【窓口業務音円

受付主任

・窓ロスタッフ①
・窓ロスタッフ②
・窓ロスタッフ③

鵬髪

施設

施設親括

【施設管理音円
施設主任

施設理主任

各種

自主事業

動物飼育スタカ①
動物飼育スタッフ②
動物飼育スタッフ③
清掃スタッフ①
清掃スタッフ②
清掃スタッフ③
清掃スタワ④
清掃スタ刃⑤

動物胡スタッフ

築務分卒等

施股全休僻売括任者として、施設全体の取りまとめ及び対州斤衝を行しほす.

施股全体の爽務の統括奨任者として、指定管理菜務の取りまとめ及岫市をはじ竝する間連個
体や外部団体との迎絡・綱整を行います.

施設全体の安全・保守管哩、動物飼育や酒掃、警編の主任として、那英体内難務・外部委託蹴務
の連絡・調整、修繕等施工時4)1見地の麦全対策・確認を行し啄す.

拙員3名を配口し、動物飼商及む圏内軽作業スタ、yフとして 2~3名/日のシフト制での動務体制とし
ます.謝t期等はⅢ縦体より応橿人を配します.

5名を配し、現地渭掃ス宇yフとして、2~5名/白のシフト制での動務体制としまず.
紫忙期等は亭業体より応掘人を配します.

子εも遊店瓏設料金撤収摸翻及U施設窓口鐵務の任者として、現金徴収批務、案内縦鵄の取り
まと駈行います.また、名糧自主埠築の1見地管理の責任者も蕪務しぎす.

子εも遊庄蜘設糊金所及び施設窓ロスタ、ノフとして、総員3名を配把し、主任を含めた2~4名/日の
シフト制ての動務体劉1としまず.

子どモ゛註戯価設の運営資任者として.施股内の管理や遊庄知大]容・ブログラムの検討、これ倒こ閲して
管1里運嵩協力団体嘩か外部団体との轡昔・調整を行しほす.

子どモ●遊て凡こ1両通した専門員2名を含む総貫6名を配出し、主任を含めた2~7名ノ日のシフト制での
動霧体制とします.

スタツフ

窓口主任

窓ロスタッフ

子ども主任

子どもスタツフ

.

-140-

勤務体制

常勤

常勤

常勤

常動

常動

常動

常動

常勤

常動
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(3)雇用1こついて

現在の現地スタッフのうち、希望される方にっいては面接を行ったうえでの継続雇用を原則として

採用致します。

当事業体の各社は、長崎市に本社を置き、地域に密着した企業活動を行っています。スタツフ採用

にっいての考え方として、地域に根ざした企業活動の促進による安定的な雇用の受け皿づくりに取組

んでおり、地域雇用の採用に積極的に努めております。

また、業務内容に応じ、そのスキルを持った人材を適材適戸斤に配置するなど、業務の効率連呈減化

へ繋鯛哉場環境の健全化に取組んでおります。

尚、子とも遊戯施設の主任及専門スタッフにっいては、保育士資格を有しかっ一定の業務経験

のある者を配置します。

(4)スタッフ研修にっいて

①当事業体の全スタッフヘ《おもてなしの心ゆを培う接客マナーる刑虜の実施

②自然.農業・動物・食・幼年期教育など、専門知識を習得する研修の実施
③維持管理技術向上のための研修参加支援の実施

④危機管理マニュアルを作成して緊急対応(防火・避難・枚命)、危機管理研修の実施

次の各種研修や格習得を推奨し、スタッフの能力向上を図ります。

1当事業体の全スタ刃が、常に「おもてなしの心」を持って接客対応できるよう、施設管理スタツフ

及び管理運営団体のスタ四全員に接客マナー等の研修を実施します。

2 自然.農業.動物・食・幼年期教育などの知識を得る講習会等に積極的に参加します。

③行政代行能力の向上を図り、行政への理解を深めるためスタ刃を専門研修に参加させ、地方自
治法等根拠法令、委託・工事の監理監督実務知識の習得に努めます。

4維持管理技術向上のため、防火管理者、建築物環境衛生管理技術者等各種資格の取得を

奨励し支援します。

⑤「危機管理マニュアル」に沿って、個人情報保護や社会状況に対応した研修を実施します。

⑥緊急時対応に備え施設等の周知1敵底を行い防火施設、避難誘導等の研修を実施します。

⑦全スタッフに普通救命講習を受講させ、緊急時に備えます。

⑧必要に応じて、その他の研修等を実施する予定です。
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人員配置

師升修・講習等予定表】

'

実施項目

遊び脆習

保育関連の研修

4月5月6月7月8月9月

1回ノ月

個人情報保護マネジメントシ
ステム教育

. . 0 0

.

爽務研修

.

.

1回/月

.

.

12

月

0

11

.

1月2月3月

0

.

の

接遇研修

0

.

比舮.『

. 0

危機管埋研修

.

白^

どちの道びの専門家による縞習会、煉阜市「こどもの城」・
世保「中央公園」との合伺酬習の実施

. .

防犯嶋習

立本の読み聞かせに閲する研修、児垂福祉研修、乳幼児
育研修、諌阜市「こどもの城」・佐世保「中央公園」との

■向研修の実施

. . .

消防訓練

業の用に供する個人悟報について、その有用性に配慮し

つ、個人の擢利利益を保瞳するための方針、体制、計画
、点検及び見道しに閲する教育の爽施

AED謂習

'切な管1望連宮を行う為、皿要な聞保法令1こついての研
、ミス防止研修の実施

観光講習

師を招いての挨拶等のマナー研修、おもてなし辱にっいて
井ミスピタリティ研修の実施

樵管理マニユア川ご合?た研修、子ど6の安全対策研修
施

偏宇禦部による防犯謂習

※初年度は業務開始前の7月~9月の期間で頻度を増して実施します。

※2年目以降も、必要に応じ随時追加実施致します。

初朋消火、通報、避難誌導の訓練の英施

'肖防局(救急)による嫡習の実施

市内翻光にっいての謡習の英施
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倖理'{ 1 1

(5)職場環境の改善忙ついて

労働者の働く時間やオフィス環境など「働き方改革」により、ヨ哉場環境力敗正されています。労働

安全衛生法の第3条に、労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、'快適な職場環境

と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するとあります。今や働きや

すぃ1哉場を作ることは必、須だと考えています。

そのことを踏まえて、下記に挙げ引哉場環境整備を行います。

圃職場環境

気候条件

物理的条件

科学的条件

あぐの丘

「労者就するの下記環境条件」のし

職場の温度差、湿度、風速、気圧、コヒー機などの機械による放射熱なと

昭明、色彩、振動、粉塵、彩光、超音波、有害放射線なと

ガス、蒸気、液体または個体由来の有害物質、においなど

指数」のし「快

.綺麗な空気の確保、最適な室温や湿度の維持、明るすぎず暗すぎない

調光の設置や整備など

・自然採光ができ、風通しを良くし解放感のある職場など

・労働者への心身の負荷の影響を考え、不自然な姿勢の改善や大きな負

荷がかかる力作業の見直L等など

PCのネット環境機器やツールの、すさブレーライトによる日疲

れの軽減など

・疲労やストレスなどを癒せるように、休憩室などの股置や整備など

・健康器具の設置、夏場の熱中症対策や季節に応じた機能性を考慮した

制服の支給など

.各個人の健康診断時に、労働安全衛生法の規定に基づくストレスチェッ

クの実施など

^^ 白

.

作業環境

作業方法

疲労回復

支援施設
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人員配置

(6)経理事務にっいて

当事業体の企業は指定管理業務の経験から当該経埋事務に精通しております。この実績を踏まえ、関

係法令及び条例を遵守し、募集要項及び業務仕様書に沿った経理事務を行います。

現場事務所においての利用料金等現金の取り扱いや経理事務に関しては、担当者を配置し、当事業体

代表企業のゑ郵野見定に基づき行います。

また、事業報告等の窓口として、長崎市との連絡体制の円滑化を図ります。

最終的な会計処理にっいては、当事業体代表企業経理担当任者が行います。

具体的には次のとおりです。

①経任当事業体代表企業本社が行います

②会計方法当事業体代表企業本ネ士規定に基づきます

③経理業務現場事務所に経理事務担当者を配し、日々の業務を行います

④決算当事業体代表企業本社決に準じます

⑤監査当事業体代表企業本社監査に準じます

ぐ の
ヒ゛.、

その他

・収支等の報告書の様式及び提出にっいては、事前協議及び協定書のとおりとします。

・全天候型子ども遊戯施設の入館料、使用料その他長崎市の収入となる金銭にっいては、別通帳で

管理し、所定の期日、所定の口座に確実に入金致します。

・主催事業、自主事業とも別会計(別通帳)での経1里処置と致します。

・長崎市への納付金(自主事業利益の45qo)が発生した場合、また{訓虜繕料の清算にっいては、

募集要項及び協定書に記載のとおりとします。

^ ^
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収支計画

-145-

125



0女理'
゛ユ、

1)主催事業の収支計画にっいて

主催業の収支計画の考え方

事業体を構成する各業務の専門性を有する企業による無駄を省いた管理体制と運営能力により、お

客様の利便性とサービスの向上を図るとともに、あぐりの丘の指定管理者業務経費の削減が可能となりま

す。

長市あぐりの丘の管に関する集務の収支予算書

12

取入の郁

定理料

之体畦プログラム事宴牧入

支出の巨

年の捧補料(梱定〒算)きむ

血畳【財料等】

口

件兵

収入合計{叩Φ^

あぐりの丘指定

内駅

幽

定福判巽

熱水費

内択

131 之

主住1.4'0千円、牲事宅1,唱計"■.411〒円 合計即"2平円

通費

会保陰料

熱水畳(電無15,950千円、.と水道6.6伽千円)
a.550千円

フ'■卓 } 3.ユ訴 里31画

円.バンコレウト印捌1'50千円,鈎料貴1.を剥干円
計16'1伽千円

1圭 ・イ'ンフ ウト
5●ι千円、早煮斜(=●晃理5伽干円.蛙理享務ユ叫午円)計■m千
斤偲門享鶉軽費1.叫子円、ポランティア交過之如肝円

計1●.a帥千杓

ξりコン?古闘0〒円.捻色疑■"〒円.畳付用プリンター11〒円
176干円、マット,5千円、ピジネ叉ホン1台1"千円、亨ジ,ルサ

キ【シ5■干円.榔・"殴伺H'4千円.電常水讐芯ユ池千角,
N110〒円,その吐コ■0干円射1'如5干円

に 10高 の に

業覇"胞干円、バラハウ入及ぴバ号ハウス辺花壇の智尾亀覇
●15千円、浄化櫓保守点抽案務,■沌千円、地*取*設伺保専点
案鰯5'0千円、曜*設個保守点検業鴇を如千円.貯*柚写清櫑
犠検蚕煮尋5闘苧円、外遊異窒誹点犢案務地1千円,0律用
気工作栴偉安皆虚寮務,"千円、偶断殴働点桟婁碧力4キ円
硫雪帽案"13ヨキ円.窒調股園侃守'槙業覇145千円,清腸宴
15、401千円.自凱ドア保守点抽妻翁舶1千円、空調慢舷牲嗣保呼
検梨覇5帖干円、綱肪用殴●保q点桂皐捌をIT羊円、騎内遂兵
"点柳案尋「.門1キ円.0勲蝉症換システム憾奇点換案覇Mユ干
疑誠讐悌梨務■伯千円計如1幼干円

」才才 1'3

団体年金費 1閲千円.航費100千円、按椅交欧畳"干円
"'干円

用

令和4無度゛和5傑度

告計金領者計金簡
ι脱込み1 ι裳込")

1帥71

務兵

黄伯料

管軍

^

■'M 胸訊ば゛抑5卑度"

門駅1=噺如'卑匿"

令和6年憧

音計壷朝
(貌込み)

15'

雫和4年度令和5年度令和'年度

古計金巷合計金゛き計壹馴
(税塗み) {長込●} (鶚塾み)

之,.之?1才.101

才コユ

'.01

業

101'5 膺卸三壷如3写哩"

令和7年度

告計壷報
'撹込み}

作04?

の他

令和■年度令和0年度

き計疉桑合計食物
t覗込み} ι税込み)

「51.■" 1'T■ユ

4,■1

●'1

■4'.0

,如告

市和7年度令牝■年度゛和9年度

古計金顕 合罰金昌 合"壷朝
(晩島み)(牲砧み)(税謁み)

21.MI 21 舶20.454

※別で提出の第6号様式長崎市あぐりの丘の管理に関する業務の収支予算抜粋

●効率と利便性の向上を考慮した計画

全天候型子ども遊戯施設のオープンで一定の注目を浴びる指定管理者初年度、次年度にっいて広

告・宣伝費の配分を増加する計画とし、よりーの広告宣伝効果と利用しやすい環境づくりを図ること

により、お客様への利便性の向上に繋げます。

また、PC等の備品は購入と65力月リースで比較したうえで、メンテナンス費用も考、に加え、安価なも

のにっいてはりースとし、初期投資を極力抑える計画としています。

丁17'

ベント開催に伴ラ實費相当■

室出青計【日)

2,■昏

計 R'卑度』
R■無廐
(授込み)

内快は竜葡3扉産"

1'伯

塁54'40 内訊は゛鞠3卑■"

ヨユ,.41

串位干
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収支計画

経縮減の考え方

●包括管理による外注費の削減

当事業体は、各種の専門企業で構成しており、あぐりの丘の管理運営に係る業務のほぽ全てを事業

体内業務として行えるため、委託費等外注費の削減を実現します。

●少数精鋭現地スタyフ、協力団体のボランティア活動による人件費委託費の縮減

現地スタyフは各担当業務の専門家または経験者であり、少数精鋭で業務にあたることで余剰人員

をなくし人件費の縮滅を図ります。繁忙期には事業体からの応援部隊を派遣し対応致します。また、働

いて頂くスタッフにっいては、年数パーセソトのべースアップを予定しております。

協力団体よりボランティアの申し出もあっており、運営面での強力な協力となります

このほか、ほかの指定管理者導入施設を管理運営した実績から

・自主広告・協力団体による宣伝効果による利用者増

・経費縮減を図りっつ、自主事業収入増を図る施策の実施

・自主事業の利益による広告宣伝イベント・施設整備

等々事業開始後も縮減策と集客策に取り組み、自主事業の利益を施設整備・広告官伝イベントなど

施設の効用を高める項目へ還元してまいります

、、

の
ヒ,^ ^

●経費縮減により指定管理料も縮減

期間内の修繕料を除く指定管理料818,516千円を962%に縮減

額にして凡そ3,100万円を削減致します。

指定管理料

修繕料

令和4年度

68,955

3,690

令和5年度

150,960

9,245

令和6年度

145,515

9,245

令和7年度

141,234

9,245

令和8年度

142,146

9'245

陣位:千円、1拠み)

令和9年度期間合計

138,694 787,504
9,245 49,915

-147ー

127



処理{

収支計画

修繕にっいて

12

施設内の建物等で老朽化や劣化の著しし由のにっいては、美観や安全性の観点から早急に修繕を

行いたいと考えています。また、りピーターとして幾度もご来場頂いている長崎市民の皆様をはじめ、ご来

場頂く全ての皆様に気持ち良くご利用頂く為にも、早急、に修繕を行いたいと考えていますが 1ビ定予算
の修繕料では速やかな対応が十分に行えません。

つきましては、修繕料の配分を次の通りご提案致します。

本修繕は、お客様への影響を考慮し、令和6年度までの計画と致します。また、予算が減小した年
度におきましては、緊急対応用の修繕費は確保出来ております。

なお、第6号様式長崎市あぐりの丘の管理に関する業務の収支予算書では指定予算の額にて提

出しておりますが、本提案が可能な場合は、収支予算の修繕料箇所のみ訂正して再提出させて頂
きます。

長崎市民の皆様をはじめ、ご来場頂くすべてのお客様の為にも、ご検討頂きますようぉ願い申し上げ

の
^戸^

指定予算の修繕料

提案する修繕料

^ ^

令和4年度

3,690

令和5年度

9,245

令和6年度

9,245

令和7年度

9,245

令和8年度

9,245

令和9年度

9,245

フ'015

期間合計

49,915

49,915
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収支計画

2)自主事業の収支計画にっいて

考え方

自主事業に係る経費等の支出は、指定管理者業務とは別会計で行い、主催事業からの支出がないよ

う確実な経理処理を行います。

自主事業に係る経費等の支出は自己負担であり、一定の賓任が生じることを認識した上で、実施場所

は長崎市有地であり長崎市民の財産であることを自覚し、平等・公平な運営に努めます。

自主事業の収入にっいては、雇用の維持拡大を図るため自主事業の人件費に充てるほか、刑益が出

た場合は、施設整備または広告宣伝費等の施設の効用を高めるような経費に充当することとし、余剰金

にっいては、募集要項に記載の按分で長崎市への納付金と致します。

尚、前述の自主事業計画の内容含め、自主事業にっいては事前に長崎市と協議を行い、承認を得た

うえでの実施と致します。また、現状変更及びその他必要な許認可にっいても、自己負担にて事前に許可

を得た上で実施致します。

実施する内容にっいては前述のとおり、お客様の利便性の向上やサービスの向上、施設の効用を高める

ことに資するものを選定いたします。

具体的な収支にっいては、前述の自主事業の内容含め指定管理業務開始に合わせ準備し、随時

長崎市と1窃議を行い進めることと致します。
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施設管理
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施設管理

施設管理にっいての考えかた

●長年に渡る事業活動,の実績と信頼、指定管理者の経験とノウハウ

我々の事業体を構成する各企業は、長崎市内に本社を構え、事業活動を行って参りました。各企業

の事業年数を見ても最長は74年問、景短でも35年問と長年に渡り、事業活動が継翫できたのも長崎

市民をはじめ多くの皆様のご厚情の賜物であります。また、それぞれの専門分野の事業活動で地域経済

を支えるともに、地域活性化や地域貢献の一助となるべく事業活動以外の活動も継続して行っており、

いずれの活動にっきましても、誠心誠意の活動と実績からこ信頼を得ているものと確信致しております0

また、長崎市の公共事業はもとより、長崎市のほかの施設の指定管理者としての実績、経験とノウハ

ウも有しており、本施設の指定管理者として、施設の管理運営にっきましても、正確かっ確実に遂行し、

必ずやお客様の利便性の向上、満足度向上に資することができると自負しております。

1、

の
^r'■ 申

.

Grow,h pio
j01冊1.Ht引OH謁 9roup

《指定管理者団体め

グロウスピア共同事業体

創業35年

郎 1倉
Soa

Dal^

式会社大和

創業41年

式会往 KTNソサエティ

総松田久花園

創業67年

泰うだきゅうか先ん

③
献制森谷商

創業74年
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施設管理

1)施設管理(花壇・花木、ばらハウス、動物飼育)にっいて

●基本理念

あぐりの丘の景観は美しく、心おだやかにする環境に恵まれています。

このような施設内での「みどりの保全」とは、自然の状態で手付かずにすることではなく、適正で確実な管

理のもとで樹木や草花を健康で清潔な状態にし、本来の美しさを維持してあげることだと考えます。

飼育動物も同様に、適切な維持管理の元、施設内全ての「いきもの」にっいて

0 あく の
,^,

ふれあいの場の提供

^

をテーマに施設管理に取り組んで参ります。

しい

生

いいきし

木

「ふれあい」の
場の提供

き虫のむ

草地

価値あるみどりを資産とし保全に努め、子どもや高齢者、障がいの有無に限らず、全てのお客様が

穏やかに過ごせる施設を目指し、10年先を見据えた花木・花壇の管理を行います。

み取りができる

花畑

元気な
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施設管理

花壇.花畑(ぱらハウス周辺花壇含む)にっいては、花木の開花期を考慮し、各年で計画する年

間スケジュールに沿った花苗の植栽を行い、都度状況に合わせて補植・土壌改良を実施します。また、

イベント開催時にあわせ、お客様自身で摘み取りができる花壇または花畑エリアの設置を検討します。

主な花苗

主な花苗
補植

土壌改良養生

-153-

Ξ'



管理工学

方毎言窒^王里

3

芝生管理にっいては、仕様害記載の刈り取り等を

行うほか、子どもを含めたすべてのお客様が安心して裸足で歩ける清潔な芝生を目指し、都度施肥や

養生を行い雑草を繁殖させず弾力のある芝地を保全します。

●指定管理者期間開始にあたって
ご来園されたお客様へのおもてなしの一環として、門のエリアの植栽変更を検討します。

1
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樹木管理にっいては、開花期を考慮した年間スケジュールに沿った管理体制とするほか、病害虫の発生

を抑える極力自然な樹勢を維持する管理を心掛け、また、各樹種の花期を考慮した剪定を行います0

また、当事業体の樹木医が定期的な現地の巡視を行い、病害虫の発生はもとより

の早期発見に努め、資産としてのみどりの保全に努めます。

現在も施設内の桜の大部分がてんぐ巣病に櫂っており、櫂った枝を放置しておくと花が咲かなくなり

がで樹全体に広がり枯れてしまいます。早期の対処が必要です

135

勢の弱った樹木
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施設管理

◆将来を見据えた管理

お客様(利用者)の安全はもとより、みどりを保全する技術によって、10年問緑を楽しむし力吋を

作り、年問を通じてお客様が増加する施設を目指します。

4 しくみづくι1・改善

マニュアル化

教育・訓練、

報告・手法の修正

判用吉満足の検証

サービス運営の直し

136

鼎、
・計

^・計

葦

い

tの
マネジ'ント

WΠ寂によ
評価・検証

2

(控術の

,..

3有識者にょる検証

柔務監査の実施

作梨記録、報告の作成

HPを通じた情報開示

適性な管理による開花

,

0

一年を通して花(花木・草花)が楽しめる

花ごよみ

10

一

■'●1

ユ

サクラの樹勢回復と

開花時期を延はす更新

^,
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施設管理

◆樹木医による診断

常に、健康で生き生きとした樹木を維持するために当事業体では樹木医による

1みどりの健康診断を実施し、病気や弱っている樹木が見っかった場合には

2治療を施し、3樹勢回復に努めます。

写套重立ネ00暫典"

A

ψ。

袋二゛

日

風

'、、

轄壁*m霊材謡枠

盛症抑■口

異凹比皐1
C

く の
ヒ

'

罰豊甚尋

3 賤調

.

艶口1<路田^による検診と田木医1こよる冷疫(弊^>

tにd

樹木危険度診断

樹木医1旨のもと、一級造園施工管理技士による簡易診断を実施し、危険樹木を抽出し、抽出され
たものに関しては詳細な診断を実施します。詳細診断により危険と判断されたものに関しては、更新の手
続きを提案します。

吐

外観診断
.樹木の外観を目視にて観察し、キノコの発生や空洞がないか
を確認する。

・キノコの発生や空洞がある場合は、精密診断が必要
樹木を揺する
・体重をかけ、樹木を揺する。
根元部から揺らぐものは、腐朽のおそれがあるので、精密診断

が必要

木槌打診
.木槌で幹を叩き、発生音にて内部の状態を推測する。
・空洞音住屯い音)がする場合は精密診断が必要
鉄棒貫入

先端の尖った鉄棒で地際を刺してみる。
.健全材は木部に当アつて止まるが、腐朽している場合は、抵
抗なく貫入する。
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施設管理

13 の■
^

また、ばらハウスの開放σ則犬年4回)に合わせ、切り花の販売を継続するほか、お客様の

わせた植物や寄せ植え等の販売や、バラをよじめとする花井やガーデニソグ植物の基礎知識講

など、付加価値を高める施策を検討・実施致します。
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註・

施設管理

●花ごよみ

1月 2月 3月

サ

ヤマ

オオシ

4月

ラ

クラ

ザクラ

5月 6月

アジサイ

ぐの

7月

ヒデ^

8月 9月

白^

.

撰花

10月

コスモス

ヤプバキ
カンパキ

11月

乙椿

12月

シパクラ

ケルンツジ

ヒラドツジ

、

.

^

島

、

、

^

サスベリ

シャリバイ

水仙

プツパキ

ンツバキ
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施設管理

(5)動物飼育管理

飼育動物の管理にっいては、長崎公園の動物管理において実績のある当事業体企業が行うことによ

り、適切で心身ともに健康な管理が行え、健全な「ふれあい」ができると考えます。

動物飼育

動物飼育

また、当該企業は、長崎バイオパークや佐世保森キララとの動物に関する貸借契約の実績や飼育管

理に関して指導を受けた実績もあり、ほか施設との情報共有や動物展示の相互協力が可能であり、よ

り長崎市民の皆様をはじめご来園頂くお客様の利便性の向上、付加価値の向上が図れます

^●^^●

また、万がーに備え、飼育動物が逸走した場合や、
病気等の発生に備えた緊急対応マーユアルを整備
します。
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註・

施設管理

(6)安全管理にっいて

お客様の安全・安心をより確実なものとする為、現地スタッフ及び事業体スタワの誰もが共有できる

リスクマネジメントと安全点検フローの導入、ハザードの「見える化」に取り組み、危険の低減に努めます。

の
^^

リスクマネジメント(KY活動)

^^●^.、^^

^

●.^..圭重●■コ0-

^

1.量..1 -ー^

里C二〔隻き

^怜粛てL1己,Jユクコ,二1,'ントコ

<趣>

1、^ニー'乏多"'
^

畴罰"

'

0 直尋帥
巨,^"

電^

..,

^

^

トラ

昆真周

^^
"き●■^昼^

^
冨^^

フの設置 モニタリング楠

ハザードの「見える化」例

^

安全点検フロー

^

分析と勧向否

危険生物のモニタリング
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施設管理

◆獣害対策

長崎市総合運動公園においてイノシシやアナグマといった害獣の対策を講じています。

あぐりの丘でも被害があり、対策に困っているのが現状です。総合運動公園での知識を活かして対策を

講じて参ります。

※長崎市総合運動公園での取組み

公園にはイノシシやアナグマといった害獣が侵入し、植栽や広場の芝生に損害を与えます。

またお客様に怪我を負わせる危険性もあります。

そこで侵入を防ぐために、公園に接している山側の斜面などにワイヤーメツシユを敷設0

害獣侵入対策としております。

【イノシシによる芝生や植樹の損傷】

【ワイヤーメッシュを敷設】
損箇所がないか、定期的に点検してい
ます

〔雫E

※捕獲隊は法令で定められた研修を受け、捕獲や艮を
仕掛ける際の安全管理など技向上に努めています
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施設管理

(フ)我々がめざすもの

適切で正確な維持管理と安全対策はお客様に安心して頂く「しかけ」でもあると私たちは考えま

す。

●安全'安゛C、の「しかけ」りスクマネジメント(KY活動ハザードの「見える化」、獣害対策

●みどりを楽しむ「しかけ」 適切な花苗管理と樹木医による樹木管理

●快適の「しかけ」一年を通して楽しめる花々安心して裸足で捌,る清潔な芝管理

4 しくヨ゛つく"・改

マニユアル化

教育・割1練、

報告書・手法の修正

剥用去満足の接証

サビス運営の見

私たちが管理運営を行う「あぐりの丘」は、自然、みどり、動植物といったキーワードが文字

通り体験でき、誰もが「いきもの」との共生にっいて感じ、考えることができる施設を目指しま

す。

乍!

゛斡"

^

1 郡t・計

指佳'イ

・計
こ差づ(

し

学r

1 来固香'対前年5000人増

畔牡仂
公促】イ;シ,'ント

中r体1、よ
"価・桟豊

桝工・
【祉族の弗み)

^
作条記緑、報告書の作成

HPを通じた情報卵示

業務監晝の実痴
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施設管理

ー'

2)施設管理(設備の維持管理)にっいて

施設.設備の維持管理・保守に必要なノウハウとスキルを有する企業による共伺事業体を組織することで、

施設を一括に管理し、管理運営協力体制を構築することにより、効率的で将来性のある施設の管理運呂を

実現します。

ゆ考えかた

◆利用者へ常に安全・安心・快適を提供できる環境づくりを目指し、満足度の向上を図ります0

◆モニタリングによる意見等の収集を行い、改善すべきは改善し、提供するサービスの施設間差をなくし、

一定のレベルでの均一化を図ります。

◆スタッフには、接遇・緊急対応・衛生管理講習を実施します。

◆委託業務、対外的な広告宣伝・営業活動の一括実施による経費削減を図ります。

◆感染症対策における基本対応マニュアル、突発的な感染拡大防止におけるガイドライン沿った取組み

を行います。

◆利用者が直接触れる物(器具、遊具、ロッカー等)、水回り(トイレ、シャワ一等)の清掃'消母作

業のマニユアルに沿った徹底管理を行います。

◆運営に必要なノウハウとスキルを有する企業による共同事業体を組織することで、施設を一括に管理

し、管理運営協力体制を構築することにより、効率的で将来性のある施設の管理運営を実現します

0

'{に必ナ'ノウハウとスキルを

グロウスピア共伺事業体は、プロダクション事業、総合ビル管理事業、造園・土木事業、建設'産業

資機材を取り扱う企業からなり、また複数の企業が「長崎公園」や「長崎市総合運動公園」といった;.

定管理者施設の管理運営に携わった経験から、運営に必要なノウハウとスキルを有しており、女全はも

とより、確実な管理運営を遂行できるものと考えます。

また、子供の「あそび」や農業教育・食育の振興等にっいても、複数企業及び団体からの多方面での

協力・支援が見込まれており、包括的な運営を実現します。

企によ壮百の,
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方極言窒^王里

(1)保守・点検にっいて

●基本理念

設備の故障により施設の運営に支障が出ないよう、また、お客様に安全・安心して利用して頂けるよう

に、平常時の点検を実施し、消耗部品の適正備蓄と交換を行い故障を未然に防ぐとともに、故障が発

生した場合は、迅速な修繕が行えるよう平時からの準備及びメーカーとの協力体制を構築致します。

日

●施設の設備点検

1 屋外施設の設備保守点検

実施業務名

あの丘
ヒ〆^^

浄化槽保守点検

^

.圃

畢

池水取水設備保守点検

噴水設備保守点検

.

実施内容

保守点検

放流水の水質検査

ぱっき槽の汚泥濃度検査

ろ過膜薬品注入洗浄

ろ過膜薬品浸清洗浄

汚泥引き抜き及び浄化槽清掃

ポンプ、操作盤、他機器保守点検

ボンプ、操作盤、他機器保守点検

噴水用貯水槽及び循環水用貯水槽清掃

貯水槽清掃

水質検査

簡易専用水道検査

月次点検

年次点検

機器点検

総合点検

日常点検(資格者点検)

年次点検(資格者点検)

簡易点検

定期点検

飲用貯水槽

自家用電気工作物保安管理

消防用設備点検

屋外遊具点検

空調設備保守点検

基準歩頁度

週1回

年1回

年1回

年3回

年1回

年1回

月1回

月1回

年1回

年1回

年1回

年1回

月1回

年1回

年1回

年1回

日 1回

年1回

1月に1回

3年に1回
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施設管理

●施設の設備点検

2 屋内遊戯施設の設備保守点検

基準歩頁度実施内容実施業務名
日 1回日常点検

自動ドア保守点検
年4回定期点検(メーカー点検)
年2回定期点検(メーカー点検同等)空調設備保守点検
月1回月次点検

年1回機器点検消防用設備保守点検
年1回総合点検
月1回月次点検

自動券売機保守点検
年2回定期点検(メーカー点検同等)
日 1回日常点検(資格者点検)

屋内遊戯設備保守点検
年1回定期点検(メーカー点検)

÷状況により基準頻度に関わらず点検を実施します。
÷事業体による点検(外部委託以外)にっいては、その設備に対する有資格者で点検を実施します。
÷機械備にっいては、備会社(外部委託)による遠隔監視で機器の点検がされています。

あぐの丘U
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施設管理

(2)清掃にっいて

施設や設備の保守・メンテナンスに並び衛生管理業務は当事業体の強みであります。日常から清掃衛

生業務においては徹底した指導を行っております。

当施設においても当事業体の専門スタDによる定期巡回を行うなどして指導いたします。

清掃業務を担う私たちは、(公社旧本へストコントロー協会加入しており、今回の新型コロナウィルス感

染症対策を=じめ鳥インフルエンザや豚コレラなどの対策対応を長年にわって行政機関より依頼される企業

です。

ヘストコントロールとは

ペストとは病名のぺスト以外にも有害生物全般を意味し、コントロールとは文字通り制御を指します。

人に有害な生物の活動を、人の生活を害さないレペルまでに制御する技術を「ヘストコントロール」と言し

ます。

清掃には「電解水」を使用

●水と塩を電気分解して生成される電解水は、人にも
環境にも優しく安心・安全です。タンパク質や油脂を分
解し、洗浄効果があるアルカリ性電解水と、菌やウイル,・
スに対しての除菌効果がある次亜塩素酸を含む酸性電
解水(次亜塩素酸水)があり、食品や調理器具の除 島'd(皆^を"幣

菌、身の回りの清掃・洗濯など、衣・食・住に関わるあら
ゆるところで活用されています。
薬品類をいっさい使用しないため、安心・安全です。
また、アルコールと比べ手荒れもしにくい為、手指消毒液
としても、入園窓口ほか園内各所へ配置します。

◆利用者が直接触れる物小アノブ・貸出車椅子等)、水回り(トイレ等)の清掃・消毒作

業はマニユアルに沿った徹底管理を行います。※以下はマニュアルからの抜粋です

●平常時の消血方法

場所 消毒方法
ドアノプや階段手摺等の常 噴霧し拭き上げ
時人が手で触れる部分

の
^^ 均

使用薬剤
エタノール(70~フ
3 %)液
次亜塩素水
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施設管理

●基本理念

当事業体企業は、これまで建築物や屋外施設及び63hヨの公園を含む複合施設の清玲実績があ

り、そのノウハウがありますこれまでのノウハウを生かし、本施設のように不特定多数の方に利用して頂く施

設にっいては、「汚れが次の汚れを呼び、ゴミが次のゴミを呼ぶにとのないよう。また、お客様が不愉快な思

いをしなしように常日頃より施設の美観を維持できるように心がけ、丁寧な清掃管理を行います。

●清掃基準

以下の清掃基準を設け、スタyフ全員が共通認識の元清掃業務にあたります。

1全天候型施設以外

基準歩頁度清掃場所

の
^■.『

便所

^

.

~9:30までに全体清掃、それ以外は巡回渭掃
を日に2~3回実施する。(イペントや季節により多
数の来場者がある場合は臨時で作業員を増やし巡
回回数を増やす)

■.^

^

、

屋外建物

通路

149

、

建物使用後の清掃はもちろん日 1~2回巡回点検
又は清掃を1丁う。

巡回清掃を日に2~3回実施

園内 巡回清掃を日に2~3回実施

駐車場巡回清掃を日に1~2回実施

主な内容

便所施設は汚れやすく、また汚れていると利用者に不
快感を与えてしまうので、日々の清掃はもちろん巡回
湾掃により美観維持に努めます。

清掃内容

床、洗面台、鏡、律i生陶器、壁、ドア、ゴミ回収、
消耗品の補充など

床の掃き拭きやゴミ回収

ゴミや利用者の歩行等に障害になるものがあれぱ回

収する。

ゴミや利用者の歩行等に障害になるものがあれぱ回
収する。

また、噴水池や親水広場池は子ども達が水に触れる
場所でもあるので特に注意する。また、池の状況により
水抜き清掃も実施する。

ゴミや利用者の歩行や駐車等に障害になるものがあ
れぱ回収する
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施設管理

■清掃基準

2 全天候型施設

日常清掃

清掃場所

便所

屋内遊虚暢

建物周囲

定期清掃

清掃場所 基準歩頁度 主な内容
遊び場スヘス 硬質及びぢ単性床は、洗浄・WAX及び塗布

年12回
授乳室 キ琳隹床は洗浄

事務室、会議

室、更衣室、玄
硬質及砺単性床は、洗浄・WAX及び塗布閲、回廊、ロッ

年2回 キ裁§隹床は洗浄カー室、廊下、

給湯室、イ野斤、

洗面、救護室

ガラス
年2回 洗浄

建物外部

※頻度を基準に状況に応じて行う。

※施設内の清掃や巡回において、不審物や不審者にも注視し巡回を行う。またそれらを発見した場合は迅
速な対応を行う。

9:00までに全体清掃、それ以外は巡

回清掃を日に3~4回実施する。

基準頻度

~9:00までに全体清掃、それ以外は巡

回清掃を白に3~4回実施する。

巡回清掃を日に3~4回実施

の

主な内容

イ野斤施設は汚れやすく、また汚れてぃると利用者に不

快感を与えてしまうので、日々の滑掃はもちろん巡回清
掃により美観維持に努めます。

清掃内容

床、洗面台、鏡、衛生陶器、壁、ドア、ゴミ回収、消

耗品の補充など

ゴミの回収や除菌剤を使用しての拭き上げ

ゴミの回収及び建物外部よごれ潰掃

^r、, ^
Ξ'

副"遭1
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(3)衛生管理にっいて

昨今の新型コロナ蔓延や毎年発生してぃる食中毒等、我々を取り巻く環境には、細菌やウィルスへの

対策が必要となっておりまた、その認識も定着しています。

あぐりの丘においても、衛生管理の充実がお客様の安心安全な利用に寄与するものと考え次の事を実施

します。

1非接触型体温測定器により、

発熱がある方の入場を制限する。

2施設出入口及び施設内に自動手指消毒器を設置しこまめな手指消毒を実施して頂く。

ぐの

※消毒薬剤は消毒用エタノール(アルコール)とアルコールが苦

手又は使用できない方のために酸性電解水を使用する。

3全天候型遊戯施設内に二酸化炭素測定器を設置し、密集や換気の必要性の目女とし、必要に応じ

入場制限や換気を行う

ビ■"『 白

全天候型遊戯施設にっいては、酸性電解水を音波噴霧器で空間噴霧し、気中や壁床モノに付着した

細菌やウイルスを常時殺菌します。

※また、来場中の利用者の急な発熱等に対しても、テント等を常備し、屋外に臨時養護箇所を設け、
他の利用者に拡散しないように細心の注意をもって対応致します。

.

(酸性電解水の空間噴霧にっいては、令和3年10月

21日付け厚生労働省新型コロナウィルス感染症対策推

進本部より事務連絡として、適切に使用することとを念頭に

次亜塩素酸の空間噴霧が認、められています)
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施設管理

衛生管理業務は当事業体企業の強みです。日常から清掃・衛生業務においては徹底した指導を行って

おります。また、当事業体企業のグループ企業は長崎県ぺストコントロール協会会長を務めており、衛生管

理・感染症防止はおいて指導する立場でもありますので、当施設においては専門スタ四による定期巡回を

行うなどして指導を行い、衛生管理の模範となる施設になるよう取組みます。

●消毒方法(例)

日常清掃時

場所

ドアノブや階段手摺等の

常時人が手で触れる部分

、、

使用薬剤 消毒方法

エタノール(7 0 ~フ 噴糊L拭き上げ

3%)液

汰亜塩素水

2感染症発生時又は感染者の来訪が確認された場合

場所 使用薬邦j 消毒方法

ドアノブや階段手摺等の=タノーノレ(7 0 ~フペーパーウ=スを液斉」に浸し、

常時人が手で触れる部分3%)液

汰亜塩素水

室内全域 汰亜塩素水

の
^゛', ^ 圭塗
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体育館等の大空間

=タノーノレ(7 0 ~フ

3%)

オゾンガス

床:吹亜塩素水に浸した清掃用モップ G肖

毒専用品)で拭き上げ

炭酸ガスでエタノール液を微粒子化し、空

間噴霧し、壁や天井を消尋する。

オゾンガスを気相により空間と周囲(天

井、床、壁)の消毒を行う。

拭する

一
=三



方伍言斐^王里

3施設利用者への感染対策

サーモラフィー及ひ

型体温測定機器

凪

手j いせうけん'の設

4管理者として備蓄及び機材

90%濃エタノール用目的別に釈して用消薬
次亜塩素水生成器

次亜塩素酸ナトリウム(使用目的別に希釈して使用)

ハンドスレー消毒機材
噴霧器
消毒専用モップ
ヘーハーウエス

スプライザー(アルコール液を炭酸ガスて、微粒子化し噴霧する)
オゾン発生装置6農度調整可能て、人がいる場所イも使用可能)

護服セット護服、ゴークル、クローフ、シューズカバー)作者用防護村
Nq5又はDS2マスク

吸収管入りマスク

貪機郵にっいては、事業体企業が常に備蓄しているので緊急時ても即応できる体制をとるこ

とが可能となっています。

j し、.、、があるの利用をおの

感染症クラスター発生を予防する

手指j をねτ全マのトイレに設凪し手指からの 触.染を予防する

設内ての

当事業体企業の衛生管理部門による病院での消毒作業(検査室・床)
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3)備品管理にっいて

施設内の備品は、全て長崎市の所有物であり、長崎市民の財産であることを施設の管理運営に関わ

る全スタyフが認識したうえで、業務にあたります。

今後の事業展開による自主事業とも、使用する備品の棲み分けを明確にし、業務にあたれるよう長崎市

の備品台帳とは別に物品台帳を整備します。

長崎市の備品台帳では、備品に張られたシールと台帳を照らし合わさなければ備品が特定できません。

私たちは写真と品名、長崎市の備品台帳ともりンクした物品台帳を独自に作成・データ化し、スタッフの誰

もが備品の照会・整理をできる状態で管理します。

作成した物品台帳は、事業体ではなく、あぐりの丘の所有物と致します。

また、不要物にっいては、お客様の視界に入らない場所で保管し、長崎市と協議の上、処」いたします。

の
^".『 ^

4,1

'^

^

豊M

ー^

.,.J

^

●,直1

阿誰

物品台帳イメージ

4)建物・その他施設管理にっいて

現在施設内に点在する建物の多くは、当初の目的からはずれ、廃屋とも言える状態で、子どもやお客

様が楽しく過ごす環境から1訓長ど遠い状況です。また、門のエリアと呼ぱれる「施設の顔」とも言える入口の

建物も、施設内への期待感を損なうものとなコています。私たちは指定管理者期間が開始されると同時に、

今後の施設運営で計画される事業の妨げとならないよう、これらの特に外観修繕に取り組んでまいります。

●◆中.1 -

.

,ー゛"リ呈

竜■

..^.ー

二晴H

,

お客様の視界に入る不要物例

、
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施設管理

備・保安計画にっいて

備に関しては、夜問の機械による施設備を実施。

※何らかの異常発生に関する情報を認知した場合は、警備業法に則り、25分以内に備隊員を到

着させる体制と致します。

保安計画にっいては、後述の「緊急時の対応危機管理体制」にて詳述致します

6)スタッフ研修にっいて

①当事業体の全スタ四へ《おもてなしの心》を培う接客マナー研修の実施
②維持管理技術恂上のための研修参加支援の実施
④危機管理マニュアルを作成して緊急対応(防火・避難・救命)、危機管理研修の実施

あぐの

次の各種研修や資格習得を推奨し、スタフフの能力向上を図ります

1当事業体の全スタッフが、常に「おもてなしの心」を持って接客対応できるよう、全スタ四及び管理運呂団
体の職員全員に接客マナー等の研修を実施します。

2行政代行能力の向上を図り、行政への理解を深めるためスタ四を専門研修に参加させ、地方自油法等
根拠法令、委託・工事の監理監督実務知識の習得に努めます。

3維持管理技術向上のため、防火管理者、建築物環境衛生管理技術者等各種資格の取得を奨励し支
援します。

④「危機管理マニュアル」に沿って、個人情報保護や社会状況に対応したる刑彦を実施します。

⑤緊急、時対応に備え施設等の周知徹底を行い防火施設、避難誘導等の研修を実施します。

⑥全スタッフに普通救命講習を受講させ、緊急、時に備えます。

⑦必要に応じて、その他の研修等を実施する予定です。

ヒ^ ^

研修・講習予定表は「人員配置」で記載
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緊急時の対応
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緊急時の対応

危機管理体制にっいて

現地スタワの緊急時対応等にっいて、管理・教育を行い、より安全・安心な管理体制
のもと管理運営を行ってまいります。

あぐりの丘における危機管理の対象は次の区分により対処いたします。

(1)自然災害(台風・地・大雨等)対策にっいて

(2)防火対策にっいて

(3)不審者・不審物に対する防犯対策にっいて

(4)利用者の事故や病の対応にっいて

11^:1(5)感染症の発生時の対応にっいて
.

(6)熱中症にっいて

(フ)子どもの事故防止と発生時の対応にっいて

(8)トラブルの未然防止と対処方法

基本的な考え方

◆「危機管理対策会議」「安全衛生委員会」の開催

◆「緊急時対策組織」及び、「緊急連絡網」の確立

◆「危機管理マニュアル』に沿った教育の徹底、「消防計画」に沿った訓練の実施

◆事業体のネットワークを活かした緊急時サボート体制の整備

■緊急時の全般こおナる行動基凖

程度に応じた行動基準を定め、緊急、時において迅速な対応を行います。

対処法("

^r、司
あ、の丘

白
理

.

^

レペル1

-1刀一

牢件

軽度

不審と思、しき人物

不審と思しき物

ごく軽度な悔

ごく軽度な病状

度

不密な人物

不番な物

軽度な仭

軽度な病状

李故

レヘル2

事件

157

亊故

・不密者、不密物を監視

・館内放送や掲示物等で利用者に周知

傷病者に対する応急手当

必劃、応Uて負僑者の発生を利用者に周知

レべjレ3

亊件

事故

察に通報、利用者を安全に避雛させスタッフによる制圧を実行

.一部施設の供用部の使用中止を検討・実行

・傷病者に対する応急手当、必要に応じて負傷者の発生を禾」用者に周知

・一部施設の供用部の使用中止を検討・実イ丁

不蕃な人物

不蕃な物

重度な傷

田度な病状

察に通報、直ちに利用者を安全に避難させスタヅフによる制圧を実行

,全施。窒の供用部のイ吏用中止

・心肺醍生(AED)を実行、負何者の発生を利用者IL周知
全施。登の供用部の使用中止
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緊免時の対応
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危機管理体制にっいて

回りスクマネジメント

事件、事故により発生しうる様々な危機的

リスクにヌ札て、「低減」「回避」「保有」「転移」

の対策を講じることで安全体制を強化します。

リスク

盆

@

ーノ

<りスクマネジメント(低減・回避・保有・転移>

「低減」災害等のりスク発生を未然に防止

「保有」影力の低いりスクに対する事前対処
「回避」りスク発生の要因を除去

「転移」りスクを他の機関(病院、察等)に移イ

、、

対

死角の排徐・防犯桝の筋・地域の不審者情の入寧等

防犯品の・被情の入羊・関機閲との 等

犯罪防止の環墳整・定期的な巡回・利用者への注倉唄起等

察への通治休管鵜への報告

防犯訓練の実・地増の不脩の入半

・被慣報の入乎・関保機関との違携防犯品の

施設の巡回・不宅の立ち入り止等

察への通報・自治体管特への報舎

死角の除・防犯Ⅲの実驚・地の不喜者憤細の入手等

の入手・関係機閏との携等防犯品の・被

施設の利用止地への惰供

寮への通報・自治体への処告嬉

犯罪

の
^戸.『

.

日

■防犯・防災にっいての対処方法にっいて

<施設内における事故などを防止するため、以下の処置を講じます。>

0消防法所定の防火管理者や危険物取扱貴任者の配置し、「消防計画」を作成
0危険管理押当スタッフの配置

0災害・自衛消防隊の設置

0巡回による安全点検の実施

0利用者への事故防止や安全指導の実施

0スタッフならびに委託業務者への危険予知活動、ならびにチエックマニユアルの整備
0開館時間内の巡回、時間外の機械備

0安全教育、安全大会を実施し、防犯・防災意識の向上をはかります。

0緊急時に備え防火、防災訓練を実施します。

0他の組織との連携、及び、施設面での防犯・防災対策の強化を図ります。

(実例1)

盗撮発見ースタツフによる現場確認・通報一察により逮捕一察による施設内外の巡回強化と現場での対策
(実例2)

盗難→スタ四による現場確認・通報一察とのヒアリングと現場での対策

{
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緊急時の対応

危機管理体制にっいて

■災害による被害等が予想される場合台風等は、以下の様な対応をとります。

事業体安全対策室から災害等の情報が発信されます。

災害に関する是新の情報を建設業労働災害防止協議会、新聞、インターネ汁等から

収集し、情報を発信しています。

施設長を責任者としてスタ四が飛散、流出、倒壊防止等の災害防止対策、備状況の再確

認、等を行います。

利用者の安全を第一に考え、状況に応じて長崎市と協議の上、閉館・休園等の措置を行います

匪事故に対する事前対策

事故に対するマニユアルを作成

全スタ四が的確な対応が行えるよう、「事故対応マニユアル」

を作成します。

0備品・什器等の保守点検

゛^ の

施設に設置される備品・什器等にっいて、チエックシート ,圭

.

を用いた適正な点検及び保守管理を行い、不具合による事故 杉AEO.
^

を未然に防止します。

AED 値動体外式除細動器)の定期点検を行います。 ^^

関係スタッフの救急法の講習を行います。 曾

■災害等発生時の外国人対策

シミュレーションを元に長崎市により作成されたマニュアル及び指さしシート・手持ち案内力ードを備えます。

シミュレーションに携わった者が協力団体内に存在しており、より正確な対応への備えが可能です。

IWミ1剖叫日ya」加n卵也伽伽,
即 P舶卵 folbw m8

半.^

緩忠論忌糊拶劃産●^

冥^曹邑し金柱重^ 到安全的地方晴銀観来

7昌

巍曹靭酌地方窺来

ヒデ^ 日^

Please wa赴 here.

叫フ1叶州 71こ卜國谷人1又..

爾在遮里等候。

請在裡等候。

笥

159
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緊急時の対応

危機管理体制にっいて

自然災害(台風・地震・大雨等)対策にっいて

台風・地震・大雨等の対策にっいては、長,市作成の、ザートマプ、長県及び長崎

市が作成の「地域防災'十」を踏まえ、強風、大雨等に関する「危機管理マニユアルを策

定します。このマニユアルに基づいて、二次災害を発生させない対策や機を想定した訓練

を実施し危機発生時に適切な対応が出来る体制づくりに取組みます。

◆避難経路の確保を掲示にっいて

日常の業務の中で避難経路が十分確保されていることを確認します。

避難経路図にっいては高齢者や外国人に配慮し、分かりやすいところに見やすく1易示してぃます。

◆耐震対策計画にっいて

地震時に収容棚やOA機器の転伊上落下を防止するため、

固定金具やべルトロック等で固定し耐震対策を行います。

固定が困難な個所にっいては、対象物の下に免振シートを敷く

など、転倒防止に努めます。

また、定期的に耐震対策の視点に立った点検を行います。

■災害発生前の取組み、つ

<情報の収集と周知>

施設利用者の安全・安心の確保を最重要点として雨量憤報、風情報、士砂災害警戒情報、

地震情報を綿密に収集し、「予測され巳機に対する予防的対応」に備えて最新の情報を

施設利用者に提供・掲示します。

<施設の一時休館(閉鎖)>

施設の一時休館(閉鎖)にあたっては、市と連絡調整を行ったうぇで決定します。

利用者への説明と必要に応じた施設利用の不可措置や帰宅を促します。

<当施設の状況把握>

スタツフ全員で、飛散防止等の状況を徹底的にチ1ツクし、被害の発生・拡大を防止します。

一次ページへ続く

.

-180-
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緊急時の対応

危機管理体制にっいて

■災害発生前の取組みにっいて:台風・大雨の予報発表時

<当施設の状況把握>

各建物の雨戸、鎧戸を確実に締め、状況よっては口ープ等で結束する。雨戸・鎧戸の無い窓等には養

生テープ等を張り、強化と被害最小化を図る。

<スタッフの待機>

施設担当者は、通過後の現地確認と対応を速やかに行えるよう施設内にて待機する。ほかのスタワ

は通過後の安定した状況で速やかに対応できるよう自宅待機とする。

亜災害発生後の取組みにっいて

<災害対策本部の設置>

施設に災害が発生した場合は、施設に「災害対策本部」を設置し、スタツフをはじめ警察、消防、病玩

スタ刃と連携して対策及び災害復旧に努めます。

161

あぐの丘

<災害対策事務局の設」>

当事業体の代表社を「災害対策事務局」とし、関係各所への事務的な調整や取りまとめを行し

害対策本部」を十分支援できる体制を作ります。

ヒ 白^^

<関係機関との協議>

災害対策は高所大所からの判断が必要となりますので、詳細にっいては長崎市と充分に協議します。

<災害対策本部を設置するケース>

①大雨

②台風

③地震

長崎市内に大雨洪水報が発令され、床下浸水などの被害が生じた場合。

長崎市内が風速25m以上の暴風域に入り、被害が生じた場合。

長崎市に地震予報情報が発令された場合又は、地震が発生し建物等に被害の発生や

死傷者が発生した場合。

当施設で建物等を延焼する火災が発生した場合や死傷者が発生した場合。④火災

<台風等の災害が解除された後の対応にっいて>

建造物の損傷にっいて、別途作成する施設チエッグノストにより徹底した確認を行います

-181-
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緊急時の対応

、゛'、

危機管理体制にっいて

(2)防火対策にっいて

■開園時の火災発生に対する消火対策

1日常の監視や利用者の通報等で火災発生を知った場合は、速やかに

安全第一を考え、事態を正確に把握することに努めます。

2 任者は、利用者の避難が必要と判断した場合は,あらかじめ決められた避難経路に従って高

齢者や子供を優先的に誘導し安全を確保します。

3スタyフは自衛消防隊規程に基づき、初期消火が可能な場合は消火活動を行います

4貴任者は、自衛消防隊の消火活動と同時に、直ちに北消防署へ緊急連絡し、消火応援を要請し

ます。

の
^r'●

5見任者は事実確認後、事案の重要・重大性にかかわらず、緊急連絡体制に従い長崎市をはじめ閧

係部署へ速やかに連絡します。

^ ^

6異常事態に備え、自衛消防隊規程を策定し、北消防署の立会いの下に年1回の消防訓練を実施

します。

任者へ通報し、利用者の

■夜間及び休園時の久災発生に対する消火対策

1夜間及び休館時は、機械備発報や備会社の巡回パトロールにより火災等の異常を確認した場

合、直ちに当局へ通報するとともに、「事業体代表社:緊急対応者」へ連絡します。

2「繋急対応者」から連絡を受けた責任者は、備会社と連携して現場状況を把握し、緊急連絡体

制に従い長崎市をはじめ関係各所へ連絡し、速やかに対応します。その他の場合は後刻、書面報

告とします。
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緊急時の対応

管理'営

危機管理体制にっいて

服災害・自衛消防隊組織図

通報連絡班

●任務

《通報連絡到D

①消防・警察その他関係機関への通報

②園内放送・施設長・運営委員会への連絡

③各部署との連絡対応

④重要書類等の非常持ち出しを行う

■ あく

隊長
施設長

の

消火班

^r^.

《消火到D

命消火器・消火施設を使っての初期消火

@火災以外の場合は、園内見回り、避難誘導、要救護者の救助、物資調達

救護班

《救護到D

①負傷者、救護者の応急処置を行うと共に救護場所への搬送

』、

曽・

避難誘導班

^

1 11

自衛消

朗導桓当

《避難誘導到D

1指示に従い、状況に応じて園内放送及び現場にて入館者を安全に避難場所へ誘導する

2負傷者、救護者の応急処置を行うと共に救護場所への搬送

称・

ル

..

^

粗当

ー¥

..

救出
救護粗当

"' 1,.

.
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緊急時の対応

危機管理体制にっいて

匪災害対策本部体制
子

164

暑■■■●■■●

●■●●●邑■●暑号●●.■■■.■

必要に応互連絡

事業体》

災害対策本部

情報連絡班

その他公共

災害対策組織

●任務

災害対策班

倍報連絡班

①悟報収集,連絡・支援要求等を行う

■■■●●■■●■■■
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

;連絡

復旧班

●●■●■■■叫●.■■..■■■■^

':""""""""支援状況報告対策指示・協議

■災害よる被害等が予想される場合(台風等ネメ下の様な対庄をります

事業体代表社の管理部安全対策寔から災害等の情報が発信されます。

0安全対策室は災害に関する最新の情報を建設業労働災害防止協議会、新聞、インターネット等から収

集し、情報を発信しています。

施設では、施設長を・任者としてスタ四が飛散、流出、倒壊防止等の災害防止対策、備状況の再確

。忍等を行います。

利用者の安全を第一に考え、状況に応じて長崎市と1窃議の上、閉園等の措置を行います。

閉園後も災害が予想される場合は、スタッフを必要人数待機させます。

白^量キ

長崎市

所管課・災害対策組織

災害対策班

1救護物資等調達

あぐりの丘

災害・自衛消防隊組織

復旧班

1二次災害対策を講じる

②状況に応じて復旧・修復

あぐりの丘

《施設長》
①現地貴任者

《管理スタッフ》
①災誓防止対策

②警偏状況の確認

③泊リ込み対比

^
情報

^
安全対策室》

1災害情報収乗発信

事業体

-184-

■
●
●
●
●
●
●
●
申
●
●
●
●
●
●
■
■
●
■
■
■
■



緊急時の対応

危機管理体制にっいて

(3)不審者・不審物に対する防犯対策にっいて

■開園時の防犯対策

1開園時にスタ四の園内監視や利用者の通報等で不審者や不審物を発見した場合は速やかに貴

任者へ通報し、利用者の安全第一を考え、事態を正確に把握することに努めます。

2責任者は事実確認後、緊急連絡体制に従い、長崎市をはじめ関係部署へ連絡し、速やかに対

応します。

3特に刑法等に係わる犯罪の発生の恐れがあると判断される場合は、察署に連絡し犯罪の予防

措置を執る事とします。

■夜間及ひ休園時の防犯対策

1夜問及び休園時の防犯対策として、備会社に委託します。

機械警備と併せて備員による定期的な巡回パトロールを行い、異常事態を発見し、重要'重大

事案と判断した場合は直ちに当局へ通報し、「事業体代表企業の緊急対応者」へ連絡します。

2「緊急対応者仂、ら連絡を受けた貴任者は事実確認後、事案が重要・重大と判断される場合は、緊

急連絡体制に従い長崎市をはじめ関係部署へ連絡し速やかに対応します。その他の場合は後刻書

面報告とします。

あの
七

迷子忘れ物

突然の体調不良・怪我

暴力(喧嘩)・盗難

施設の破壊行為

環境破壊行為

大雨・地震などの自然災害

未許可園内利用繊売行

不法進入

火亦・テロ異臭騒ぎ等

その他(事件、事故等)

《 基本的な対応スキーム

^

》

マニユアルを基にした

徹底的な社員研修

緊急対応者

閔係機関

(警察・消防・医療)

報告
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三理 14

緊争時の対応

危機管理体制にっいて

(4)利用者の事故や傷病の対応にっいて

く被害者の救護

①事故発生の通報を受けた場合、すぐに現地に急行し、被害者の救護に当たるとともに救急救命

の要請など、被害者の救護を最優先に対応します。

②状況に応じては察への連絡を行います。

③傷病者が施設利用時であれぱ、身元の確認、事故・傷病の発生状況、症状等にっいて把握に

努めます。

<速、な対応と事故報告>

①貴任者は被害者の救護を迅速に指示するとともに、長崎市や事業体代表社へ事故報告の

報及び処理後の報告を行しぽす。

②状況に応じて事業体代表社から対応方法の指示を受け、速やかに適切な対応を行います。

0 あ、の

<二重事故防止の措置>

事故発生現場においては度重なる事故が発生しないように、直ちに施設の立入制限や修繕など

の措置を行い、再発防止措置を講じます。

,^, ^

く被害者へのアフターケ「

利用者が事故でケガをした場合は、速やかにお見錘いに伺うなど、被害者へのアフターケアを行い

ます。利用者が完全に完治するまで対応を行います。

<事故の再発防止にっいて>

事故が発生した場合、迅速に事故状況の把握及び記録を取るとともに、事故原因を明確にしま

す。記録は当施設が管理する施設全体のデータ集として蓄積、共有し、必要に応じて施設の緊

急総点検を実施するなど再発防止に努めます。

-186-
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緊急時の対応

危機管理体制にっいて

<管理貴任の有無の検討にっいて>

速やかに事故の状況把握と原因究明を行い、指定管理者としての責任の有無を検討して

法的貴任が生じると割こは、司法、行政の指導を受けるとともに、必要に応じて「法律の

専門家」1こ意見を聞き、誠実に事故の処理にあたります。

<救急放命の研修にっいて>

あぐりの丘に勤務するスタッフがいっでもどこでも一人でも対応できるよう、救急救命に係わる

知識と体験研修を中央消防署の協力を得て受講します。

1自動体外式除細動器(AED の操乍の研修

才特定多数の人々が集まる施設てあるため、施散

1 勤めるスタPはもとより、施設禾用の数多くの誰も

が自発的こ救急救命舌動力てきるようこA E Dの

操作研修をイ孔ほす

2 AED設置の啓蒙

AE D設置斉の施設てあることをオームヘーノや

也兀自台会の回覧板等て徹底的こ周まさせます

口 あ"の
^

(5)感染症の発生時の対応にっいて

感染予防策

1感染症が大流行した場合、多数の死亡者が発生するだろうと予測されながら、対叉

療法が確立してぃない現状においては、感染防止としてマスク着用、うがいの励行

手先の消毒等、最善の予防策を実施します。

2施設においては、施設利用者及び来館者にマスク等を着用するよう啓蒙戒ビラを

掲示するとともに、スタッフに対しても手洗い洗顔、マスク着用を励行する等の予防措

置を徹底します。

※ぺストコントロール協会加入の当事業体企業により、より専門的な感染予防対策を講じます。

-187ー
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管理'非学'14

緊急時の対応

危機管理体制にっいて

防除処理

感染症の情報を得たときは、長崎市と協議のうえ、当事業体グループ企業の専門スタフによる

超微粒子噴露装置(スプライザ→による防除処理を実施した後に、施設を使用することとし

ます。

現在新型コロナウイルスの猛威に苦しめられている日本。

この先、ウイルスや細菌等による感染症にどぅ対応していくかが問われる現代社会におい

て、持続的な施設運営を行うには、安心・安全なサービスをどのように提供していくかを考える

必要があると思います。その為に、我々は、事業体グループ企業内に感染症の対応が可能

な専門知識と経験を有する事業者を有し、感染症の予防や発生時の即時対応を可能と

し、施設の持続的な運営を行います。

の

<感染症への基本的な対応策>

1.平常時に行う感染症対策

年問を通じて発生する感染症の種類を把握し、感染症対策が実施されてぃるか確認する。

1-1 施設スタッフの感染症対策

A.年問を通じて発する感染症への予防策教育の実施

B.予防接種の推奨

C.発熱や体調不良がある場合の出勤停止等の処置(健康管理)

D.感染症対策のポスター掲示

2 施設利用者の感染対策

施設利用者をサーモグラフィーや非接触型体温測定器により検温を行い基準値(現行では

37.5゜の以上であれば施設利用を避けて頂く

施設内に感染症予防ポスターを掲示する。

団体利用の事前予約がある場合は、主催へ感染症の予防ガイドラインを作成し配布する

ヒr・▲『 ^
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危機管理体制にっいて

2.突発的な流行に対する感染症対策

公的機関(地域保健所や厚生労働省)より情報収集を行いその指針にそって行動する。また必

要であれば施設を臨時休館とする。

3.感染症発生源となった場合の対策

地域保健所などとの連携し、可及的速やかに消毒作業を実施し、必要であれば臨時休館とする。

4.これから必要となること

現在猛威を振るってぃる新型コロナウィルス。これから新生活習慣として3密を避ける必要がありま

す。あぐりの丘においても、利用者の受付事務や料金支払いといった場面において飛沫防止のアクリ

ル板やスグ上ンなど物理的予防策の他に、非接触型決済や券売機を導入した料金支払い、ま

た、施設の込み具合の情報などをVVEBで公開し、利用者がスマホ等で確認し密をさ1づる行動をと

れるよう早急、に対応する必要があると考えています。

5.その他

施設が感染症のクラスターとならないように、スタッフや施設利用者の健康管理と非常時の迅速な対

応を可能とするため、共同事業体内に感染対策委員会を組織します。また、予防や消毒に必要な

資機材を常時準備するなど人的及ぴ物的資源を確保します。

口 あ
ヒチ.『

の丘
^

.

■新型コロナウィルスに係る感染拡大予防ガイドラインの実践にっいて

「新しい生活様式」を基本とした安全・安心な管理・運営を目指して

コロナ禍と称される状況により会議等利用率は滅少していますが、施設

側でのしっかりとした対策を講じ、一定の安全性を周知することにより、安

心して利用できる環境を提供することが重要であると考えます。また、利用

者はもちろん、スタyフ及び関係者個々人の日常生活における自衛意識

向上も図り、「新しい生活様式」の定着を促し、感染拡大防止を図ること

により、市民の福祉の増進の一助となるべく運営を行ってまいります。

1周知の徹底

日本国政府や厚生労働省、関連団体等が掲出する「新しい生活様式」の実践例などの

具体的な方策やガイドライン等の対策を踏まえ、具体的にした各施設ガイドラインの周矢の徹底を

図り、利用者の感染拡大防止に努めます。

長
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ガイドラインの概要

次の内容を具体化し、主催者・利用者・スタッフ等関係者は

もとより、周辺地域への安全へも配慮した、既に作成したガイドラ

イン{ご合って対応致します。

イ、感染りスクの洗い出し

接触感染、飛沫感染、集客等のりスクにっいて洗い出しを行い、各りスクに応じた対

策を講じます。

ロ、参加者の安全対策

主催者と施設、場合によっては運営事業者も含めた関係者間での感染症対策方針(役

割分担・貴任範囲)を定め、共有します。延期・中止の基準プロセスを定めるほか、

医療機関・保健所との連絡体制等、有事にも備えた対策を講じます。

※有事に備え、対応マニユアルをもとに、救護室の指定や必要備品を準備し関係者へ

の周知するほか、参加者名簿(連絡先)を促します。

また、主催者へは来場自粛基準、マスク着用や対人距離の確保、人数制限の実施、検

温や動線の設定など参加者へのアナウンス事項の確認・情報発信を促します。

ハ、関係者の安全対策

「三密の回避」と併せ、個々の自衛努力と感染拡大防止努力が求められてぃます。

出勤前の検温や自覚症状の確認を行うなど関係者含め会館スタッフ個々人の日常

生活における自衛意識向上も図ります。

ニ、その他

施設内の清掃,消毒、使用機材・備品の消毒、換気歩頁度、手指消液の設置等にっ

いてより具体的内容でのガイドライン1ご台って対応します。

の
^^ 白^

※複数施設の新型コロナウイルス感染症拡

大防止に関するガイドライン策定に関わっ

た企業が当事業体の協力団体として参画

長煉爆資料館

【 UU "・ 1 リ感奥 11!./CI; j11:.t、1!n
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危機管理体制にっいて

(6)熱中症への対応にっいて

<熱中症の発生にっいて>

1熱中症は気温の高さなど高温環境によって引き起こされる体調不良の総称と言われてし

ます。特に夏季は高齢者が毎年のよう1こ命の危機にさらされていますが、季節を問はず、

湿度が乃%以上で熱が体内にこもり熱中症を発症すると言われています。

2あぐりの丘においては、特に高齢者の行動や意識障害にっいて留意します。

3施設のスタ四はじめ施設利用者の誰でもが、意識障害の発症者を発見したならぱ、救急、の

措置ができるように「対応手順」の掲示物を適所に掲示します。

放急受診(・:・救急対广はマニユアルにより実行します)>

熱中症の疑いがある場合、意識障害の程度を見極めることが肝要と思われます。急、激な血

圧上昇から体温が上昇し、その体温を調整しようと血圧が下力句、脳の血流が悪くなって息

識障害を起こすといわれてぃます。高温多湿の環境の下で発症したことが明確な熱中症は、

命にかかわることが多い為、急措置を施すと同時に119へ通報し、救急搬送の手配を行し

ます。

ぐの
ヒ^ 白^

●万がーに備え企業包括賠償責任保険に加入

当事業体では、日々の業務を通じて何時起きるか分からない各種りスクに備えて、企業

包括賠償責任保険に加入することで、各種りスク発生時に適切な対応が出来るようにします。
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緊急時の対応

危機管理体制にっいて

(フ)子どもの安全対策にっいて

当事業体では、厚生労働省の「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応の

ためのガイドライン」と消費者庁の子どもを「事故から守る事故防止ハンドブック」に原則として準じた

うえでマニユアルを作成し、全スタyフ共通認識の元、安全対策及び危機管理対策を行って参りま

す。

■安全対策

子どもの安全対策は、スタソフのみならずお客様(付き添いの保護者)とも共有することを前提とします。

①各所別での対策事項を作成する。

伊D 遊具広場:固定遊具や乗り物、植物等の扱い方をスタッフ間で情報共有しておく。

水遊び場:十分な監視体制の確保ができなければ、活動中止も選択肢とする。

芝生広場:転倒時の安全と、陽射しを避けるため、常時帽子を着用させる。

2年齢別での対策事項を作成する。

伊) 0歳児医学的な理由でうっぶせ寝が必要な場合を除き、顔が見える仰向けに寝かせる。

ベビーベッド使用中は必ず柵を上げ、柵には物を掛けない

寝ている子どもの上に、物が落ちてこないよう安全を確認する。

ミルクを飲ませた後は、ゲップさせてから寝かせる。

誤飲防止のためやわらかすぎる布団、ぬいぐるみ等は使用しない。

定期的に呼吸、体位、睡眠状態を点検し、呼吸停止等の異常を早期発見に努める。

f_
●..●鴫坤,^卦●^角一"質●
^^^^'^^^刷
^1^^

r.、.^、.ψ一此^畦■.0゛判.
゛'^"■^.,^,,、^'^

^●●両司^●●.電^、●'
1●^.「,、亀^^●一

1^、」^

1歳児や耳に小物を入れて遊ぱせない、小さな玩具は撤去する。

段差のある所に一人で行かせない。

イスの上に立ち上がったり、イスをおもちゃにして遊ばせない。

玩具を持ったまま固定遊具で遊ばせない。

トイレ用の洗剤や、消毒液は子どもの手の届かない所で管理する。

-192-

172

三
嬰ご

=



緊急時の対応

危機管理体制にっいて

2.3歳児室内では走らせず、人数や遊ぴ方を工夫して衝突を防ぐ。

遊具の上でふざ1"訓、危険な遊びをさせないようにする。

固定遊具の近くで遊ぶ際、勢いあまって衝突することがないよう注意する。

ビニール袋やヒモなどは、子どもの手の届かない所で管理する。

4歳児以上テーブルやイスに立ち上がったり、揺らしたり逆さにしないよう指導する。

先が尖ったものを持って歩き回ることがないよう注意する。

トイレや手洗い場、室内、廊下では走らせないよう指導する。

石や砂を投げてはい1ガよしにとをチ旨する。

滑り台や鉄棒、登り棒などスタyフや保護者が近くにいないときは使わないように指導する。

フェンスや門など危険な高い場所に上らないように指導する。など

3施設設備の安全対策

例).鋭利な尖端・角・縁による危険防止:各部位には安全カバーを設ける。
.頭部・j剛本挟み込み防止:通り抜け防止の柵等の開口部は10omm未満とする。
.頭部・首の挟み込み防止:上向きの55度未満のV字型の開口部は設けない。
・指の挟みこみ防止:8~25mmの隙間・穴を設けない。
.足の挟み込み防止:歩行する床面には30mm以上の隙間・穴を設けない。
・落下防止:高さに応じて落下防止策を設置する。など

の
^,^. ^ ^

厚生労働省の統計によると、遊具による事故の原
因としてもっとも多いのが、陣云落・落下」で、事故
の半数以上を占めています。

大けがを防止する為、対象年齢の明示と併せ、遊
具の設置箇所にっいては、衝撃吸収性能の能力
がある素材を設置することを提案致します。
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危機管理体制にっいて

4誤飲物になり得る物の管理

右は消費者庁の統計による救急搬データです。

「ものがっまる等」での救急搬送0歳~14歳で半数以上を

占めています。

「食品」と「食品以外」に分けると「食品以外」の割合は、

最も大きい「0歳」の能.0%から年齢が高くなるにっれ小

さくなるものの、「フ-14歳」でも57.5%と半分以上を占

めています。食品以外で主にみられるものは、1歳以下

では汐バコ」、「その他の玩具」、「包み・袋」など、 2歳か

ら14歳まででは「ビー玉類」、「その他の玩具」などとされて

います。

の

当事業体では、子どもの誤飲を防ぐため、施設内の清掃

はもとより、子どもの口に入る大きさの物を排除または子ど

もの手に触れないよう管理を徹底して参ります。

ヒ^

.
宅,■IU

,.

"轟1●乳、1

^

.1&,
.

?"'

,1LU.U

' 1●コ

■1"τ乳、

之 '01 ^ ^ ,群
1、」

0 具,,●血.ツ匂'堂.:↓●'「:● 0 凱ι"..■゛、.■■'門'

,■■゛言t'鳳よ門三■■'r゛■.●吋冨匡゛

■可1,女,●き.、.▲^劃^^=1 ●エコ^雫宝^
'■^'^^,キ^吋.、.^●..一●=゛^

゛^.,●卑.1,阜■晶冒見一個
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■発生時の対応にっいて

前述の「(4)利用者の事故や傷病の対応にっいて」にて対応する。

付ぎ添い・保護者同伴の場合は、同意を得てからの対応とする。
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緊急時の対応

危機管理体制にっいて

(8)トラブルの未然防止と対処方法

<対処方法にっいて>

次のとおり、利用者とのトラブルがクレームへの発展しないよう考慮し、対

(a)利用者から運営に係わる意見・要望・苦情などがあった場合は、誠心誠意をも

つて聴き取りを行い、直ちに対応できるものにっいては速やかに対処又は措置

を講じます。

(b)苦情への対応を迅速に行うために、体制を確立し、当団体独自の「苦情対応マ

ニュアル」を以下のポイントを踏まえ作成します。

①苦情の受付方法

②苦情情報の記入方法

③苦情処理体制や情報連絡体制

④事実関係を徴収するにあたっての留意事項

⑤苦情解決結果の記録と報告

(C)内容によっては是正処置まで必要なもの、他部門へ水平展開を行い再発防止を

図るものなどに分類し、提供するサービスの品質向上と組織全体の発展のため

に貢献する要因のーつとして蓄積します。

致します。

対応の改善

4^==全■
報告

緊急要

<具体的対処方法にっいて>

苦情処理

冷静に応対し、緊急性が高くトラブルが重大であるほど相手は興奮しているので、これに呼応し興奮

して応対をしないこと。落ち着いて話を聞くこと。クレーム内容の把握に努めること。状況を把握し、相手

が納得いくまで話をさせ、途中で話を遮ったり、話を変えたりしないこと。

報告・指示

クレームの状況を直ぐに報告し、事業体内で情報収集や関係各社へ連絡など出きる範囲での対応

を指示すること。

苦情の評価と調査

クレーム先から入手した情報を整理しまとめ、集まった情報を整理分析し原因を究明し改善すること。

175

ーーーーーー^

現場応対
ーーーーーー^

モ^

苦等

利用者
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緊急時の対応

危機管理体制にっいて

◆スタッフの'質向上へ向けた研修の実施

●平等な利用の確保のためのスタ刃研修等

公平・平等な利用の確保のため、スタ四等に対し研修や

ミーティングを徹底して行います。

●ホスピタリティあふれる接遇のための研修

相手の尊厳を尊重した『おもてなしの心』(ホスピタリティ)豊かな対応を行うた

め、スタッフ等に対し次の接遇研修等を実施します。

接遇研修

公の施設を管理する立場から、お客様の安全を最優先し、緊急時の対応を熟知し、
丁寧な応対ができること。
実務研修

関係法令、規則、マニユアル等に精通していること。
各種施設、装置、機械の操作に習熟していること。
施設内の点検、確認、案内、誘導、清掃等が的確に行えること。
関係機関及び利用者への対応が的確に出来ること。
経理、一般事務が的確に出来ること。
応用研修

甲種防火管理講習、救命措置講習等の有資格者であること。
危機管理研修
避難訓練の実施、緊急救命講習実施

●教育貴任者による計画的なスタカ研修の実施

・代表者が指名する教育任者が中心となって、教育の立案と教育計画書の作成、教育資料
の作成を行い計画的なスタッフ研修を含めた教育を実施します。結果にっいては代表者へ報告
します。

'スタツフ研修の実施後に教育のレビユーと計画の見直しを行うとともに、教育に伴う記録の作成と
保持を図ります。

●個人情報保護に関する研修

'コンプライアンス、個人情報保護方針の徹底と取り扱いを統一するため、全スタッフ1こ対して年1
回(新規スタツフの場合は採用時)、個人情報保護担当者を講師として、個人情報保護に係
わる研修を実施します。

・当施設を実施するにあたり、個人情報保護等の関係法令等の主旨(関係法令のボイントごとに
具体的内容)をまとめたマニユアルを作成のうえ、現地事務所スタ刃を対象とした講習会を定
期的に実施します。あわせて、コンプライアンス・プライパシー保護等にっいても、自主的に講習会を
実施します。

●ミスの未然の防止のための研修の実施

事務処理上のミスの伊比して、PC等の入カミス、手書きにより金額を誤った請求書の発行、システ
ム入力の間違い等が想定されます。

このようなミスを予防するため、照合や相互確認などの手順を整理する一方、スタッフに対する未然
防止のための研修を実施します。

の
ヒ^

.

^
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倖理' 14

緊急時の対応

1)緊急時の連絡体制にっいて

■緊急連絡体制図緊急時には以下の関係各位との連携により速やかに安全性を確保します。

緊急連絡網

゛」'

あぐりの丘

《施設長》
①現地責任者

《全スタッフ》
①災害情報の収集
②二次災害防止
③避難誘導

浦上警察署
095 ・ 829

.
、
095 -8480110

九州電力長崎営業所

軍゛M

■災害程度の取決め

程度に応じて以下のような災害対策本部を設置し、関係機関との連携による事態の収拾

に努めます。

^

長崎市北消防署

0120-761・374

安全、

危険度3

危険度2

危険度1

長崎市

担当者

災宅の程痩

・異常事態が発生し、館内にて死者が生じた場合
^ナ、宙て生六こ.

ノ、

・異常事態が発生し、園内にて負傷者が生じた場合
一心、^

オ、1'塑

.気叡台が気象報を発令し、特に警戒が必要と判断する場合

r^

至

0119

(株)N T T西日本
113

0120・444-113

095 -857 ・ 3366

九州

-197ー
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事業体組織

事業体組織

あぐりの丘

自衛消防隊

長崎百合野病院



笋理' '14'

緊急時の対応

復旧班

1二次災害対策を講じる

2状況に応じて復旧・修復

-198-

2)緊急時の組織体制にっいて

緊急時には以下の組織編制により速やかに安全策講じます。

■災害・自衛消防隊組織図

通報連絡班 2名 《消火班 5名

●任務

《通報連絡班》

①消防・警察その他関係機関への通報

②園内放送・施設長・運営委員会への連絡

③各部署との連絡対応

④重要書類等の非常持ち出しを行う

《救護班》

1負傷者、救護者の応急処置を行うと共

に救護場所への搬送

178

隊長
施設長

■災害対策本部体制(事業体組織)

《管理運営協力団体

災害対策本部

救護班 2名

j ,,/1》

①消火器・消火施設を使っての初期消火

②火災以外の場合は、園内見回り、避難誘導、要救

護者の救助、物資調達

情報連絡班

避難誘班

1指示に従い、状況に応じて園内放送及び現場に

て利用者を安全に避難場所へ誘導する

2負傷者、救護者の応急処置を行うと共に救護場

所への搬送

必要に応

避難誘導班 4名》

その他公共

災害対策組織

●任務

情報連絡班

①情報収集・連絡,支擾要求等を行う

互連絡

災害対策班

状況報告

復旧班

長崎市

災害対策組織

対策指示・協議

連絡

災害対策班

①救護物資等調達

支援

あぐりの丘

災害・自衛消防隊組織

{
二
一
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14

緊急時の対応

■冒

冒

1"、

3)緊急事態の区分と対応方策

緊急事態の区分と対応方策にっいて以下を基本に安全かっ速やかに対処できるよう努めます。

区分

迷子

体調不良

怪我

忘れ物

.局Pで家艷渠、見当たら榔=ば所定の勵り'持磯する.
,E凹瞰送靴ネ蝿し、家擬探す.

・患者を安鰍a,、体調や樫抑)度合しMこ敦ン病院へ移送する.

.灸.消勝副麹ご制て対既119番通艇1テし、、, 1こよる応急手柴tテしほす.

た="π定の手継後、引き渡します.で靴し.

・多勘金'r 。ち1こ,、君靭鳥j出る.

、伽)罰朔者d呈捻が榔、か確認する.・直ち{

を拘瓢寮、病院へ逗絡茸る.・怪到f 01

る^出入口の*ならびに察への通報後、・盗難発生鬪=、

蝕桜ξ回を扮.

伺う.・樹嚢^を確譲.,,.こより当から

、靴求める.
.、,

・和朔者の安全確保を厳し、安全な所M1 1テしほす.

#、災目衛補防離もって対鳥ます.・!k

。は、共0 業体組殉、Uわ習え災対策本畿 ます.-1'

^塾矧また、災斉は、周辺住即)'"所や(災

救援の拠靴しての貯戈磯能も考えられることから、応援要求tぷ札て1掘剰こ対鳶、・協力が

出来る体蹴とるよ剥a"ぎす.

カ・盗難

..

■

方包1窒の

破壊行為

あの

大雨・等

の災[

ヒ^
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_、署

病院

未許可館内利用

(販兇予為期

不j去侵入

11ι・フ・[]

異臭騒ぎ等

その他

(件・故)

目
.

・行為者の拘束後、

179

行し、必要{こ赤二て1 察署へ通裂,ま写.'行為者を拘東後、

.妙!発生圖ば、119 翻亜報すると,キ1■^送ならび1 1こよる利用者の安全を第'→こ

逓雄4胎、,ます.災・自徒諸防炭もって苅辰討.

立ち入り票1ヒ1 1丁し証見場側字を1乳ほす.・発生

寮署、消防署枇~D^に

_、署

{乱、1必要1こ院入二て1

病院

・発生

1テい、

,、署

立ち入り禁止} 1こよる

収矧こ努めぎす.

春、通椴,ます.

察

病院

察

察署

消防署

病院

"、署

察

察

消防署

n
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緊急時の対応
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1帥

4 緊急時の対応にっいて

■禾用者の安全管理

<施設利用者の安全を第一に誘導と指示を行う>

1火災等の突発的な事態が発生すると、パニyク状態に陥ることがあります。施設管理者としてはパニyク

状態にならないよう事態の収拾に努め、利用者が平常心で的確な避難行動を行えるよう努めます。そ

のためには、普段から避難訓練を行い、知識や行動パターソを身に着け、危機管理に備えます。また、

施設の廊下や壁に避難経路を掲示し、避難啓蒙をいたします。

2的確な避難放送の実施

統括任者をはじめスタyフ全員が取り扱うことが出来るよう行います。

巨矛用者のトラフルの未然防止と処去

ぐ快適な施設の提供>

①機器・設備の故障による休業又は使用停止は、利用者が一番不快に感じるところですので、各種機

器・設備に関しては、徹底した保守点検を実施します。

2機器・設備の不具合や故障の早期発見に努め、機器・設備のトラブルによる

「休園・休館0 (ゼロ)」を目指し、快適な施設を提供します。

の
ヒ甲"『

.

^

<利用者の意見等申し入れに>

①利用者から管理に係わる意見・要望・苦情などがあった場合は、誠心誠意をもって聴き取りを行い、

直ちに対応できるものにっいては速やかに対処又は措置を講じます。

②アンケートによる利用に対する意見を収集・分析し、常に利用者の立場に立った倶仂ち適正で柔軟な

運営を心がけます。

③トラブルや意見等を改善するにあたり、高額な予算を必要とするものにっいては、長崎市と協議を行

い、

^

早急な対応ができるよう努めます。

{
二
一

註二
一
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4)緊急時の対応にっいて

<犯罪性の高いトラブル>

1犯罪性の高い事案にっいては、スタ刃2名以上で対応し、利用者からの聴き取りを

1丁います。

②刑法等に係る犯罪の発生の恐れがあると判断された場合は、警察署に連絡し対応

をお願いするとともに、再発予防措置を講じます。

3事案の発生状況と結果あるいは途中経過にっいて、速やかに長崎市へ報告します。

14

<危険箇所の事前調査の徹底>

施設の管理毅癌が生じないよう、定期的な「危険箇所調査」を実施しています。台

風通過後あるいは大雨の後も、適宜、凋査を実施し、早期発見と応急補修作業に努

めています。

【具体例】

①斜面、去面、階段等の箇所にっいて、市水による曼食、陥没や土砂の流出の有母

崩壊や損壊の有無等にっいて

②歩行可能な箇所の樹木は、大雨時の雨水により表土が流失し根の露出を生し、つ

まづ割こよる転倒の危険性があります事象の発見時は士砂による被覆作業を緊急

的に行うなと、事故発生の未雌防止に努めます。

3強風時の枯れ枝等の落下物や飛散物にっいても日常巡回・占検により可能な限り

除外するよう努めます

-201-
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長皿奇市あく'りの丘1旨定管瑠是案軍

その他
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その他

1)あぐりの丘「公式アブリ1と公式Webサイトの併用型

情報発信として施設の公式HPの運用は必須であり、HPを通してSNS上で情報発信・拡散を行って

おります。HPでは、利用案内や予約システム、施設のインフォメーションやニユースフラツシユなどユーザーに

対して常に最新の情報提供が行えます。

しかし、近年、スマートフォンの普及で女性やシニア世代、10代のインターネットユーザーが増えたこと

で、PCからスマートフォンへとデバイスが切り替わり、スマートフォンに対応した情報発信、コミユニケーシヨ

ンツールが必要だと考えます。

私たちは、「あぐりの丘」の公式アプリケーションソフトを制作し運用することで、今の時代にあったSNS

への取組みを行います。

【アア北Webサイトの利点を盾かした併用型運用

アナ北Webサイトを併用して連動性を高め、相乗効果をもたらす。両方のツールを導入することで、

新規集客と高し田ピート率を同時に実現することができます。アプリはりビーター向け、webサイトは新規

顧客向けのため、ターゲットが重複することもありません。

両方のツールを上手く使うことによって、集客戦略・りピート率の向上・サービスの向上に繋げることができ

・ユーザーとコミユニケーションをとれる

・表示速度・操作性に優れている

・一度インストールすればホーム画面から即座に

アクセスできる

・常にブランド想起できる

《アプリのメリット》 Webのメリット

・情報に制限が無い

ヴラウザを介しているため常に最新情報を表

示できる

・インターネット上で検索してヒットすれぱ自動

的にユーザーを得られる

・SNSて拡散されやすい

-203-
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その他

甲^

【公式HP】

生n,,

【公式ワプリの予約画面】
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その他

2 ) SDGSへの又,

私たち、共同事業体は

SDGS (エスディージーズ: sustainable Development

GoalS持続可能な開発目標)に取り組んでいます。

当施設でもこの取組みにっいて、啓発していきます。

あくりの丘からはじまるSDGS】

'のーをすための目、な169 のターゲットに加えSDG5には 171 のーと

にそのに232 のインジケーターヒ亜があります

世界各国が、SDGSの期限である15年間で全17項目の目標達成に向けて行動していくことで、2030年

以降も"持続可能な社会"を実現させ続けることをSDG5は目指しています。

私たちも、このあぐりの丘から17項目すべてにおいて対応し取組むことで、子どもとSDGSの関係にっいて

親子で体験し学ぶ機会を提供したいと考えております。

185

■ あぐの

:謡分詩飾GO

1.貧困をなくそう

あらゆる場所で、あらゆる形態の困に終止符を打っ

貧困による不平等が広がれぱ、経済成長が悪化し、紛争の原因になりかねません。そのため、誰もが健

康な生活を送り、必要な教育が受けられる環境を整えるべきなのです。

どぅして世界や日本に貧困があるのか、親子で学ぶ機会の場。たとえば、服やランドセルを普段から大切に

扱えば、使わなくなったときに寄付することができます。

フりマーケット・子供の成長とともに使わなくなった洋服やおもちゃ、古本などのりサイクル

ヒ

魂

S

,駐,

2.飢餓をゼロに

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するととも1こ、

持続可能な業を推進する

空腹や栄養不足の状態で、人間は元気に活動できません。みんなが十分な食料と栄養を確保でき、

心身ともに健康な社会生活を営めるよう、農業を続けられるようにしなけれぱなりません。

家庭では食べ物を残さない、ゴミになってしまう食料を減らす、肉を少なく、野菜を多く食べるよう1、すれば、

食肉用家畜のエサになる穀物が減るため、人問が食べるものを増やすことができます

《食農教育布民農園・収穫祭など》

U
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その他

3.すべての人に健康と福祉を

あらゆる年のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

豊かな社会を実現するには、健康に生きるためのサービスを、みんなが受けられるようにすることが必要で

す。障害の有無に関わらず一緒に遊ぺるインクルーシブな公園

《ユニバーサルデザインの遊具導入計画》

4.質の高い教育をみんなに

すべての人に包摂的かっ公平で質の高い教育を提供し、

生涯学習の機会を促進する

世界中の人が学べるようになれば、困のサイクルを断ちきれます。誰もが健康的な生活を続け、より

平和な社会を実現するためにも、教育により不平等を正す必要があるのです。

読み書きができることにどんなメリットがあるのか、親子で話しあう機会を、学校に通えない、しい国

地域の子どもたちの生活にっいても調べる機会を。

《体験プログラムなどを通じて、いじめ問題や不登校問題、男女の教育格差など

スタツフと一緒になって親子で考える機会の場

..

の
^r^ .^

5.ジエンダー平等を実現しよう
白

ジエンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

困のない健全な社会を実現するには、性による役割の違いをなくし、すべての女性が男性と同じように

役割を果たせるようにする必要があります。性別にかかわらず、みんなが平等に生きられるようにし、それぞ

れの能力を発揮できる環境を整えることが欠かせません。

「女の子だから」「男の子だから」ど夬めっけたり、決めっけられたりしない、身のまわりでジェンダーの不平等

がないか、親子で探す機会を。

《仕事と子育ての両立、子育て育休などスタッフと一緒になって

子育て世代と考える機会の場

ユニバーサルデザイン屋外遊具(砧公圓)

6.安全な水とトイレを世界中に

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

世界中で安全な水が安く飲め、きれいなトイレが使えるようになれば、人々が健康に暮らせるため、経

済も成長していきます。水資源を適切に管理することで、気候変動への対策も立てることも可能になるので

す。きれいな飲み水や清潔なトイレが使えなくなったらどぅなるか、親子で考える機会を。

《3月22日の「世界水の日」や11月19日の「世界トイレの日」のイベントなど企画など》
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その他

フ.エネルギーをみんなにそしてクリーン1」
0

すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かっ近代的な

エネルギーへのアクセスを確保する

安全で手ごろな価格の、自然に優しいエネルギーをみんなが禾」用できるようになれぱ、世界全体の経済

成長にっながります。地球を守るためにも、健康や環境に悪影響のある化石エネルギーではなく、グトンな

再生可能エネルギーを使えるよう1こしてしK必要があるのです。

園内の太陽光発電や水力発電などにっいて学ぶ機会を創出

8 働きがいも経済成長も

すべての人のための持続的、包摂的かっ持続可能な経済成長、生産的な

完全雇用およびディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する

雇用の創出・労働環境改善1、努める

9.産業と技術革新の基盤をっくろう

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を

推進するとともに、技術革新の拡大を図る

インターネ汁通估などのインフラを整備して、産業の基盤を整える

の丘ヒ{
白

10.人や国の不平等をなくそう
4

国内および国家間の格差を是正する

不平等があるままだと、社会と経済が発展し続けることはできません。貧困もなくならず、すべての人に

とって地球をよりよい場所にすることはできない。身のまわりにある「差別」や「不平等」を親子で探す機工

を。

ユーバサルデザイン、障がいの有無に関わらず平等利用を確保 Π

-1ι卓一●",t仁
,ι,N▲
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11.住み続けられるまちづくりを

都市と人問の居住地を包摂的、安全、強靭かっ持続可能にする

都市には、世界のおよそ半分の人が密集して暮らしています。そのため、貧困・気候変動'医療'教月な

ど、人類が直面している課題も都市に集中しています。持続可能な開発を達成するには、都市の問正Eを

解決し、みんなが安心して住み続けられるようにする必要があります。

自然あふれるあぐりの丘で、親子で散策しながら、自分が「よい」と思3都市の姿をイメージなど考え、住み

やすい街にっいて考える機会を。

自然観察教室などあぐりの丘の自然を用いた環境学習など》

星,t丘゛向島
9 韮尾.、

号

10
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その他

12.つくる任っかう任

持続可能な消と生産のパターンを確保する

余分なモノをっくり続け、捨て続ける生活を改めないかぎり、食品ロスや資源の無駄使いは止まりませ

ん。環境は破壊され、人類は地球に住み続けられなくなります。あぐりの丘では、ゴミを減らし、環境汚染を

防ぐ工夫をし、来園される方への啓発を行います。

《園内の環境美化に努めゴミゼロ活動を推進。

ゴミを出さない!増やさない!コ'ミを持ち帰る運動》

B.気候変動に具体的な対策を

気候変動とその影に立ち向かうため、緊急対策をとる

温暖化の悪影響を最小限に留める努力を、二酸化炭素など温室効果ガスの排出を抑える取組を。

《温室効果ガス削減》

14.海の豊かさを守ろう

海洋ど毎洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、

持続可能なかたちで利用する

《プラスチツクゴミの回収、おもちゃや古本、日用品のりサイクルによるゴミの削減》

.

15.陸のかさを守ろう

陸上生態系の保・、回復および持続可能な利用の推進、森林の

持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止およぴ逆転、

ならびに生物多様性損失の阻止を図る

森を守り、陸の生物の多様性を保たなけれぱ、地球温暖化がさらに進んでしまいます。すると生態系が

崩れ、水や食料もなくなり、人間の暮らしに深刻な悪影が生じる。自然豊かなあぐりの丘で体験や学び

のプログラムを造成し啓発を行います。

《あぐりの丘の自然を用いた環境学習、「森林伐採」「農作」「生物多様性」など》

16 平和と公正をすへての人に

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、

すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆる

レベルにおいて効果的で任ある包摂的な制度を構築する

平和で公正な社会が必要です。民族・信条・性的指向に関係なく安心して暮らせる、暴力のない社会

をっくることが求められます。教育プログラムの造成においても、平和・暴力にっいても意識した啓発を行い

ます。

《「児童虐待」「ネグレクト」「いじめ」問題など、スタッフと一緒になって子育て世代と考える機会の場》

凱●τ

●尋"
に

吋,1

14
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その他

17.パートナーシップで目標を達成しよう
゛

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、 風.,

グローバル・バートナーシップを活性化する

SDGSの1~16を達成するには、地域やパートナー企業と連携して、より広く様々な課題に取組み解決して

いきます。

市民団体との協働によるシティズンシップ教育の推進、産学官民の連携、協力団体とのバートナーシツプ》

わわく0と】とき毛楽さしっ1 いt

あの丘ヒ 白^^

一躍
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あぐりの丘指定管理者候補者

選定.審査会審査報告書

令和4年4月
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長崎市長田上富.久様

長崎市あぐりの丘指定管理者候補者選定審査会におけ.る審査結果にっいて倖R告)

長崎市あぐりの丘の指定管理者の指定に係る申請内容の審査を行いましたので、審査
結果について次のとおり報告します。

1 指定管理者候補者の名称

第一順位グロウスピア共同事業体

第二順位 NBCソシア・シンコー共同事業体
第三順位プレイヒルマネジメント共同事業体

2

令和4年4月25日

長崎市あぐりの丘

選定審査会の構成

長鎌田会

職務代理者中村

員小疇委

員田崎委

員・吉村委

指定管理者候補者選定審査会
会長鎌田英一飾齢

-211-

3 審査の方法

応募者から提出された申請書類に不備がないか、募集要項に記載された応募資格
等の要件を満たしているかを確認し、事業計画害等の内容や面接に基づき審査を行
いました。

また、施設を管理運営する安定した経営能力を有するかにっいて、応募団体の財

務諸表等により審査を行いました。

なお、審査にあたっては、公平性及び公正性を確・保するため、・全ての団体名を伏
せて実施しました。

英一郎(長崎大学教育学部)

重遠(長崎青年会議所)

覚(九州北部税理士会長崎支部)

飛鳥(長崎市P丁A連合会)

正春'(長崎市レクリエーション協議会)



4 審査の経緯

回数

第1回

第2回

開催日

令和3年12月13日

第3回

5 申請団体.(届出順)

a)プレイヒルマネジメント

令和4年3,月23日

令和4年4月25日

代表団体

・会長及び職務代理者の選出

・あぐりの丘の概要説明

・募集要項等の説明及び協議

・選考方法、選定基準の説明及び協議

構成団体

構成団体

構成団体

構成団体

・現地視察

内容

② NBCソシア・シンコー共同事業体

・誓類及び面接審査

・採点、指定管理者候補者の選定

・審査報告書の協議

有限会社三季クリエート

株式会社水樹

共同事業体

代表団体

有限会社緑清園

構成団体

有限会社あい緑化

③グロウスピア'共同事業体

一般社団法人長崎市保育会

代表団体

構成団体

株式会社 NBCソシア

構成団体

、

株式会社シンコー

構成団体

6 審査結果(採点結果は別紙のとおり)

安定した経営能力にっいては、第一順位、第二順位及び第三順位の各事業体を構

成する各団体の財務諸表等により、自己資本、直近の損益、財務状況を審査した結

果、各事業体とも施設の管理運営に支障をきたすような経営状況でない・と判断でき

る。

また、各共同事業体の評価については次のとおりです。

株.式会社 KTNソサエティ

株式会社大和総業

株式会社松田久花園

株式会社森谷商会

m.第一順位グロウスビア共同事業体

ア基本棗項について

施設の管理・運営については、あぐりの丘の自然を感じるという理念が具体的

事例として明確となっており、あぐりの丘の地形、自然を十分に生かレた提案と
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なっており、高く評価できる。

また、コロナ対策にっいても専門の業者がおり、安心して施設を利用できる環

境が構築される。さらに、集客方法について長けていることに加え、各専門分野
の企業協力体制が構築されており、第二順位及び第三順位と比較すると優れて
いる。

イ 事業計画について

施設の設置目的に沿った、年問を通じて、多世代が楽しめる様々な企画が盛り
込まれた提案となっており、多くの集客を呼び込む工夫がされ、施設全体を活性
化する提案であり、高く評価できる。また、マスメディアにおける情穀の拡散や
Web等を活用した広報・情報発信の取り組みによる施設利用者の増加や1年
を通した花マッブの作成などによる利用者のサービス向上を図るための取り組
みについても高く評価できる。

管理運営体制について

全天候型子ども遊戯施設には、保育士資格を有し、かっ一定の業務経験がある
子どもの遊びに精通した者の配置や安全安心に遊ぱせるための人員確保など、
管理運営体制にっいては、各業務の専門性を有する者による運営とし、無駄を省
いた管理体制となっている。また、職員への研修・講習の実施によるスタツフの

能力向上の取組や花壇・花畑などの施設の維持管理の年間スケジュールの提案
がなされるなど、しっかりとした管理運営が期待できる。

さらに、協力団体のボランティア活動による委託料縮減の取り組みが計画さ
れており、高く評価できる。

価格について

指定管理委託料の上限額である 8託,431 千円に対し、提案額は 837,419 千円

であったことから、 31,012千円の経費削減に努めている。

ウ

工

②第二順位 NBCソシア・シンコー共同事業体
ア,'基本事項について

施設の管理・運営については、施設の設置目的に沿った方針となコており、ま

た、他の公共施設(「長崎市科学館」、「長崎市恐竜博物館」など)と連携した
取り組みの提案については将来性を感じさせ、高く評価できる。

イ事業計画について

施設の設置目的に沿コた様々な企画を取り入れた・マンスリープログラムは、

多くの集客を呼び込む工夫がされた提案となっており、スケールも大きく.、ワク
ワクする内容であるが、幅広い年齢を対象としたプログラムや施設全体を活性

化させる提案が不足していた。

情報発信にっいては、 WEB等での発信などに取り組み、施設利用者の増加へ
の取組について、高く評価できる。

ウ管理運営体制について

全天候型子ども遊戯施設に子どもの遊びに精通したプレイリーダーの配置や

職員の研修の実施に対する方針が明確に示されておりイしっかりとした管理運
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営が期待できる'また、あぐりの丘を利用したことがない人への情報発信に努め、

心を動かすイベントを実施し、りビーターを増やしていくという取り組みにつ

いては評価できる。

工価格について

指定管理委託料の上限額である 868,431 千円に対し、提案額は 860,000 千円

であったことから、 8,431千円の経費削減に努めている。

③第三順位ブレイヒルマネジメント共同事業体

ア基本事項について

あぐりの丘の自然とし、、う場を里山ととらえ、四季に応じて緑の中での体験を

重視した提案であるが、保育所をメイン侍集客を考えており、中・高校生なども

含めた幅広い世代をターゲットとした集客ができるかどぅかが懸念される。
゛

イ事業計画について
^

事業体の特性を活かした計画であるが、多世代が利用できる取り組み、保育所

以外からの集客力を向上させるための情報発信の取り組み、及び自主事業の取

り組みの量及び質について、不足している。

ウ管理運営体制について

自然環境等の管理運営体制について適切であると評価できる。一方、常に保育

に携さわコている団体が含まれている事業体であることが強みであるが、多世

代が楽しめる施設となる提案が少なく、また、全天候型子ども遊戯施設に配置す

る運動保育士の役割をはじめ、企画・運営にっいて説明できない点があった。

工価格について

指定管理委託料の上限額である 868,431 千円に対し、提案額は 859,803 千円

であったことから、8,628千円の経費削減に努めている。'

-214-

②選定審査委員からの要望・意見

・あぐりの丘の自然の良さ、ゴーカートなどの人工物の良さ双方のメリットを生か

7 審査会総評

川総括的な講評

業務が多岐にわたるあぐりの丘の管理運営を行ううえで、グルーブを組み、各専

門分野のノウハウやアイデアを活用し、業務の効率化が図られるとともに、確実な

管理体制の構築が期待される。

各応募団体から、基本事項、事業計画、管理運営体制の具体的な取り組みが提案

されたが、第一順位の団体の提案が、第二順位及び第三順位の団体と比較レて全て

の取り組みにおいて評価が高い又は同じであり、また、価格においても、最も経費

の縮減努力が見込まれることから、第一順位の団体である「グロウスピア共同事

業体」をあぐりの丘の指定管理者候補者に選定する。



し、幅広い世代の多くの人が多様に楽しめる運営をやっていただきたい。

・事業計画が多岐に渡っており'事業の絞り込みが必要かもしれない。

ノ
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(別紙)

採点結果

目

中項目

評価頂目

基本方針

平等利用の確保

・施般の管理、運営業務について、

施設の設置目的等に合った基本
方針、理念を持っているか

・新型コロナウイルス感染症拡大
防止策はとられているか

詳細

個人情粧の保纏

施設の利用に関し、公平性を確保
する考え方と方策が適切であるか

施設の設置目的と

計画

配点

各委員

施設の利用者の個人情報の保護に
関する措置は適切か

卯

258

全体

施設の効用を最大限に発揮し、
設の設置目的に沿った成果が得ら

れる事業計画(施設の設置目的を
達成するためのプログラムの提案
を含む)であるか

サービスの向上

'十

第一順位

4

グロウスピ

ア共同事業

体

利用潛が快適に施設を利用できる

取組み、情報発信(広告・宣伝)
の取組み、自主事業(整備資産を

除く)などが゛年間を通じて施設
利用考の増加や利便性を高めるた

めの提案であるか

評価と改善

採点

即

第二順位

闇Cソシア・
シンコー

共同企業体

人員配置

20

伯

事業の提案に創意工夫や評価・改
善体制があるか

60

第三順位

20

プレイヒル

マネジメン

ト

共同事業体

職員配置は、施酘の業務を行うの

に適切か(配置人数、管理組織の
構成、施設管理に必要な知識・経

験を有する者、'全天候型子ども遊

戯施設に子どもの遊びに精通した
スタッフの配置など人材の碇保状
況など)

12

17

17

収支計画

54

60

18

施設管理

17

12

施設の業務に係る収支計画は、事
業計画等との整合性が図られてい
るか、また、経費縮減の取組みは
なされているか

寵

那

卯

18

緊急時の対応

120

11

施設及び設備の維持管理業務に係
る基本的事項(清掃、点検業務、
佛品管理、職員研修など)は適切
に遂行できるか

4

36

54

20

40

13

113

経費

緊急時における、連絡体制等危機
管理体制は適切か

8

、

技術点計

記

16

如

40

110

経費は適正か

4

16

36

24

20

合計

餌

100

4

10

36

冊

16

4

84

20

56

26

巧

14

24

81

280

17

初

15
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13

120

能

251

16

400

15

95

243

14

346

卯

168

333
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項
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事
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格

価
格
点

技
術
点

計
画



長崎市あぐりの丘

指定管理者募集要項

長崎市こども部・水産農林部

令和4年1月
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長崎市あぐりの丘指定管理者募集要項

長崎市あぐりの丘の指定管理者の募集にあたって

「あぐりの丘」は自然豊かな里山に抱かれた農業体験施設として、長年、

市民に親しまれてきましたが、時代の変化に伴い、近年は屋外遊具エリアを

中心に、子ども連れの来園者で賑わいをみせています。

今回、この屋外遊具エリアに隣接した場所に全天候型子.ども遊戯施設がオ

ープンすることを契機として、「あぐりの丘」のコンセプトを「農業体験施

設」から、「子ども

゛ かした遊

ともに、民間事業者の能力やノウハウを活用しっつ、市民サービスの向上や

行政コストの削減を図るために、新たに指定管理者制度を導入します。

今回の指定管理者公募にあたり、この新たな「あぐりの丘」が、

心とした全ての世代に、豊かな自然及ぴ

交1

.

●子ども

の

や全天型ども遊

交)のががる

●自然の風や光

心として、すべての世代がい、楽しみながら代超えた

る

フレツソユ

にりニューアルすると

として多くの来園者を迎え、

のレクリエーションに

な施'

事業提案を期待し、事業者を募集します。

成する

かした遊ぴ゛

るとともに

ることができるよう、創意工夫を凝らした様々な

どものやかな成

ができる

i しながら心のり
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1 指定管理者の募集

長崎市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及ぴ長崎市あぐりの丘

条例(令和3年長崎市条例第39号。以下「条伊1」という。)第4条第1項の規定により、長崎

市あぐりの丘の管理に関する業務を行う指定管理者の募集を行いまず。

【根拠法令】

・地方自治法第244条の2第3項

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認め

るときは、条例の定めると二ろにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体

が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。

【根拠条伊」】

・長崎市あぐりの丘条例第4条第1項

市長は、あぐりの丘の管理を地方盲治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第

3項の規定により、市長が指定するもの(以下 r指定管理者」という。)に行わせる。

2 施設の設置目的及ぴ概要

a)設贋目的

本市は、子どもを中心として、若者及ぴ高齢者を含む全ての世代に、豊かな自然及び多様

な施設を活かした遊び、体験、交流.等の場を提供することにより、子どもの健やかな成長を

育むとともに、市民のレクリエーションに資するため、長崎市あぐりの丘を長崎市牧野町、

四杖町、相川町及び鳴見町に設ける。

ノ

②施設の概要

ア名

イ所在地長崎市牧野町、四杖町、相川町及ぴ鳴見町

ウ面

称長崎市あぐりの丘

設置年月日令和4年10月28日(金)

積 23へクタール

入園料及び駐車場使用料'無料(全天候型子ども遊戯施設を除く。)

全天候型子ども遊戯施設(令和4年8月中旬に完成予定)

目的

名称

あぐりの丘に、子どもの好奇心、自主性、想像力等を育むため、天候に

左右されずに子どもが安心して自由に遊び、交流等ができる施設とし

て、全天候型子ども遊戯施設を置く。

供用開始日

年間来館者数

全天候型子ども遊戯施設

※子どもたちに長く愛され、親しまれる施設としたいため、市民から愛

称を公募する。

令和4年1 0月28日(金)

約1 0万 1千人(目標)
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構

延床面積

造

施設概要

鉄骨造平家建

入館料

子どもの遊ぴ場、多目的スペース、ロッカー、トイレ、事務室等

【遊ぴ場に設置する遊具】

大型ネット遊具、クライミングウォール、ボルダリングウォール、空

気膜構造遊具、複合遊具X2、木のボールプール、ブランコ遊具

, 753.67 rrr

※その他の詳細は、別に定める「長崎市あぐりの丘指定管理者業務仕様書」(以下「仕様書」

という。)を参照してください。

3 指定管理者が行う業務の範囲

①指定管理業務

指定管理者は、次の業務を行います。

なお、詳細は仕様書に従い実施します。

アあぐりの丘の利用に関する業務

イあぐりの丘(全天候型子ども遊戯施設を除く。)の行為の許可に関する業務

ウあぐりの丘の宣伝及ぴ利用促進に関する業務

工あぐりの丘の施設及び設備の維持管理に関する業務

オ前各号に掲げるもののほか、あぐりの丘の運営に関して市長が必要と認める業務

子ども(小学生まで):250円、子どもの保護者等

※入館者及ぴ減免等は仕様喜に記載しています。
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②自主事業

指定管理者は、本施設の設置目的に沿い、施設利用者の利便性の向上や施設の魅力を高め
るものと認められる場合は、本業務の実施を妨げない範囲において、指定管理者の責任と費

用により、指定管理者独自の自主事業を実施することができます。

全天候型子ども遊戯施設と全天候型子ども遊戯施設周辺の既存の屋外遊具の周囲にっいて

は、子どもたちが安心して伸び伸びと遊ぷ場を提供していくこととしていることから、その

機能を妨げる事業の提案はできません。

自主事業を実施する場合は、あらかじめ長崎市に実施計画書案を提出し、長崎市の承認を

得たうぇで実施してください。

また、自主事業を実施するにあたり、施設の改修等を行う場合は、長崎市から加土承諾等

を得て実施してください。

指定の期間が満了したとき、又は指定の取消しが行われたときは、原則として、指定管理

者は、自己の負担において速やかに原状に回復しなけれぱなりません。

なお、設備投資や建物建設等(以下「整備資産」という。)を行う場合、竣工後、その設備、

建物は市に寄附することが条件となりますが、整備資産は、'将来にわたりあぐりの丘の資産
となる二とから、市は、整備資産の構造、規模、用途など事前に市が確認し、あぐりの丘の

設置目的に沿ったものであるかなどを総合的に確認したうぇで承認し、事前承認した設計内

容どおりの整備資産であるかを確認して受け入れる必要があり、全てのものを無条件に受け
入れるものでないことから、今回の指定管理者を選定するに当たり、整備資産の有無や内容

については、評価の対象外となります。

100円



4 指定の期間

令和4年1 0月28日(金)から令和10年3月3 1日(金)まで

5 管理に関する基本的事項

m あぐりの丘の開園時間及ぴ休園日並ぴに全天候型子ども遊戯施設の開館時間及ぴ休館日

指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得てあぐりの丘の開園時間及び休園日並ぴに全天

候型子ども遊戯施設の開館時問及ぴ休館日を設定することができます、。

あぐりの丘の開園時間及ぴ休園日並びに全天候型子ども遊戯施設の開館時間及び休館日に

ついて提案してください。

なお、承認の基準は長崎市あぐりの丘条例施行規則(令和3年長崎市規則第85号。以下「規

則」という。)第4条及び第5条のとおりです。詳細にっいては、仕様書を参照してください。

②施設利用等の許可及ぴ制限

条例及ぴ規則等に従って行ってください。

ア施設利用の許可について

条例及ぴ規則等に従って行います。

イ施設の利用の制限に関する事項

⑦条例第10条(行為の不許可)に該当する場合は、行為を許可しないことができます。

(イ)条例第18条(行為の許可の取消し等)に該当する場合は、行為の許可を取り消し、

又は行為を停止し、若しくは制限することができます。

(ウ)条例第21条(入館の制限)に該当する者にっいては、全天候型子ども遊戯施設への

入館を拒み、又は退館を命ずることができます。

③業務の全部又は主要な都分の委託の禁止

指定管理者は、業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせる二とはで

きません。

ただし、業務の一部にっいて、あらかじめ市長の承認を得た場合につぃてはこの限りでは

ありません。

④業務の一部の第三者委託又は修繕に係る業者選定

市長の承認を得て業務の一部を委託する場合又は修繕を発注する場合の業者は、原則として、

長崎市物品等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱(昭和63年12月1日施行)第11条に

規定する有資格者名簿(修繕にあっては長崎市建設工事等競争入札参加者の資格審査及ぴ選定

要綱(昭和55年8月1日施行)第11条に規定する有資格業者名簿を含む。)に登録されてい

る者の中から選定してください。選定にあたっては、有資格者名簿の地域区分が,「市内」又は

「認定市内」である者から選定しますが、履行可能な業者がいない、又は履行可能な業者が限

られ競争性の確保が困難な場合は、「準市内」、「市外j まで順に対象とすることができます。
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⑤備品等の取り扱い

指定管理者は、別途協定書等に定める施設運営に必要な備品を管理します。施設の備品は

必要に応じて長崎市が購入します。

ただし、指定管理者自らの判断により施設の運営のための備品を購入する場合、.維持管理

も含め、指定管理者自らの費用で購入し、その備品の所有権は指定管理者に帰属します。

⑥関係法令の遵守

指定管理者は、地方自治法、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和

47年法律第 57号)などの労働関係法令、その他関係法令、条例、規則及び仕様書等を遵守

し、業務を履行しなけれぱなりません。

⑦個人情椴の取り扱い

指定管理者は、長崎市個人情報保護条伊1(平成13年長崎市条例第27号)第37条及ぴ長崎

市特定個人情報保護条伊1(平成27年長崎市条例第25号)第38条の規定により、個人情報及

ぴ特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の保護に留意するとともに、業務の実施に関

して知りぇた個人情報等にっいて漏えい、滅失、改ざん及ぴ殿損の防止、並びに盗用の禁止

その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなけれぱなりませ,ん。違反した

場合には、長崎市は、損害賠償の請求をすることができます。

また、個人情報等の漏えい等の防止並びに本人からの開示の申出及び苦情への適切かっ迅

速な対応その他個人情報等の適正な管理を図るために、'指定管理者は個人情報等の取り扱い

規程等を作成するものとします。

⑧情報の公開

指定管理者は、長崎市情報公開条例(平成13年長崎市条例第28号)第 25条の規定によ

り、情報の公開に関する規程等を作成するなど、施設の管理に関する業務に係る情報公開に

関し必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

⑨秘密保持義務

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らし、又は

管理以外の目的に使用してはなりません。指定管理期間が終了し、又は指定を取り消された

後においても同様とします。

⑩文書の管理及ぴ保存

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり作成し、又は受領した文書等ぱ、適正に管理'

保存することとします。文書等の管理及ぴ保存の期間にっいては、本業務の終了後5年間と

します。

ただし、長崎市が必要と認める文書等にっいては、指定期問終了時に、長崎市が指示を行

い、引き渡しを受ける二ととします。

⑪環境への配慮
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指定管理者は、指定管理業務を行うにあたっては、次のような環境に配慮した持続可能な

社会形成に向けた取組みに努めるものとします。

ア省エネルギーの徹底及ぴ温室効果ガスの排出量削減

イ廃棄物の発生を抑制しりサイクルの推進及ぴ廃棄物の適正処理

ウ環境負荷の低減に配慮した物品の購入(グリーン購入の推進)

6 経費に関する事項

指定管理者は、長崎市が支払う指定管理に係る委託料(以下「委託料」という。)により管

理運営を行います。

この上限額を超えて提案がなされた場合は、その時点で失格とします。なお、委託料の上限

額は指定期間の修繕料49 915千円を含む総額です。

が

※本募集要項における経費に関する金額は、すべて税込(消費税率10%)とします。

①委託料

「あぐりの丘の管理に関する業務の収支予算書(第6号様式)」(以下「収支予算書」とい

う。)による提案に基づき、支出(施設の管理運営にかかる経費)額が委託料となります。指

定期問中に不足する状況となった場合でも、長崎市は不足分の支出は行いません。

委託料の額は会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに定めます。

また、委託料(修繕料を除く。)の支払方法については、前金払いにより四半期ごとに支払

うことができます。前金払いで支払う場合は・、前金払の履行報告書に関係書類を添えて報告

していただきます。

詳細については、長崎市と指定管理者で協議のうぇ、協定書に定めます。

初年度 a0月28日から翌年3月31日まで)に関しては、11月、1月に分割して支払いま

す。

なお、指定期問内に次の状況となった場合は、協議を行います。

ア指定管理業務を追加及ぴ廃止した場合

イ「7 責任の分担」に基づく協議が必要となった場合

^

で

の の上 は868 431

③修繕料

修繕料に係る委託料は、会計年度ごとの額を概算払いにて支払い、精算を行います。

指定管理者は、支出の内訳が明らかな書類を添付のうぇ精算害を作成し、長崎市が指定する

日までに長崎市に提出するものとします。なお、精算した結果、残金を生じたときは、長崎市

が指定する日までに長崎市に残金を返還しなけれぱなりません。

②入館料等の収入

当該施設における入館料等(全天候型子ども遊戯施設の入館料及ぴ条例第12条の使用料)

は、長崎市の収入となります。
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④施設における自主事業の経費

自主事業の実施に係る経費にっいてはすべて指定管理者の負担とし、自主事業により得た

収入にっいては指定管理者の収入となりますが、損失が発生した場合は、すべて指定管理者

の負担となります。

なお、自主事業により利益が生じた場合、公の施設を使用しての利益であることから、

定割合の市への納付や利用者への還元など利益の取扱いにっいても併せて提案をしてくださ

い。基準として、利益の10%までは全額指定管理者の収入とし、10%を除いた残りの50%を

市への納付もしくは利用者還元に充てることとします。詳細にっいては、協定書において定

めることとします。

(伊D 自主事業の利益が50万円であった場合

⑤管理運営における課税

ア法人税

指定管理業務は、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項第10号の請負

業に該当するため、指定管理者は法人税の課税対象となります。

また、法人格を持たない任意団体も、・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号

の「人格のない社団等1 に含まれ、法人税法第7条の規定から収益事業に係る所得のみが

法人税の課税対象になることから、任意団体であっても、申告が必要となります。

イ事業所税

指定管理者制度における事業所税の事業主体(納税義務者)の判定は、収益の帰属によ

り行うこととなります。

事業所税の課税対象となる可能性があります。事業所税の制度にっいては、理財部市民

税課にお尋ねください。

ウ消費税

消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号では、課税対象となる「資産の

譲渡等」を、「事業として対価を得.て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をい

50万円

指定管理者収入

支出

折半

22万5千円 22万5千円
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市への納付
又は還元

指定管理者収入

5 万円(利益の 10%)

収入



う。」と定義しています。

指定管理料は、指定管理者が事業としてサービスを提供し、地方公共団体はそのサービ

スの対価を支払うというものであり、消費税の課税対象である「資産の譲渡等」1こ該当し、

指定管理料全額が消費税及び地方消費税の課税対象となります。

⑥その他

指定管理業務開始前の引き継ぎ準備に係る経費は指定管理者に指定された団体の負担とな

ります。

7 責任の分担

指定管理者と長崎市の責任分担については、次のとおりです。

なお、詳細については、関係法令に基づいて、協定喜に規定します。

制度・法令変更

税制度の変更

物価変動

施設管理・運営に影響を及ぼす法令等の変更

運営費の膨張

指定管理者自身に影響を及ぼす法令等の変更

利用者の変動

項目

施設管理・運営に影響を及ぽす税制変更

使用料の未収

一般的な税制変更

富主事業りスク

物価変動に伴う経費の増

施設設備等の損

傷

人件費等の運営費の膨張

長崎市の事情による利用者の減

当初の事業計画の利用者見込みとの相違

使用料の未収による収入滅

損害賠償

自主事業の実施に伴い発生するりスク

管理上の理癌による施設・設備・備品の損傷

経年劣化等管理上の暇庇によらない施設・設備・

備品の損傷

管理上の理庇による施設・設備・備品の不備によ

る事故や火災等に伴う利用者への損害

長崎市

運営りスク

0

管理上の暇庇によらない施設・設備・備品の不備

による事故や火災等に伴う利用者への損害

指定管理者

管理上の毅庇(指定管理者の責)による施設・設

備・備品の不備による事故や火災等に伴う臨時

休場等の運営りスク

0

不可抗力

指定期問開始前の準備及び業務引き継ぎにかかる費用負担

0

管理上の暇庇によらない(長崎市の責による)施

設・設備・備品の不備による事故や火災等に伴う

臨時休園等の運営りスク

運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応)

0

0

※0

自然災害等による施設・設備・備品の損傷、利用

者への損害、臨時休場等に伴う運営りスク

0

※0

0

協議事項

0

0

協議事項

0

0

(責任の範囲に

ついては協議

する)
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維持管理 G青掃、施設保守点検、設備等法定点検、修繕、安全衛生

管理)

管理事務所、倉庫等の物品管理

有料施設の利用の許可(受付、許可、料金徴収業務)

使用許可の受付・交付事務

項目

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)

使用料の歳入

施設の目的外使用許可及び目的外使用料の徴収

施設の法的管理(占用許可等)

施設の整備、改修

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査

ける指示等

災害復旧(本格復旧)

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぼすものにっいては、その都度協議します。

<本責任の分担のほか疑義があるものについては、その都度協議します。>

長崎市

8 保険

m 損害賠償

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したと

きはそれによって生じた損害を長崎市に賠償しなけれぱなりません。指定管理期間の終了後、

又は指定の取消し後も同様としまず。

指定管理者

0

(修繕について

は、1件当たり

の金額が 130

万円未満のも

の)

報告、応急措置)にお

②第三者への賠償

施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う必要が発生した場合、その賠償にっいて

は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条(公務員の不法行為による損害の賠償)、

同法第2条(公の営造物の理癌による賠償)に基づき長崎市が行います。ただし、長崎市が

指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害にっいて、第三者に対・して賠償したと

きは、長崎市は指定管理者に対して長崎市が賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費

用を請求することができます。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

③保険の付保

指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加入してく

ださい。なお、長崎市が加入している保険及び指定管理者が加入する保険は次のとおりです。

0
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ア長崎市が加入している保険

⑦火災保険(火災及ぴ災害)

・公益社団法人全国市有物件災害共済会建物総合損害共済

(イ)全国市長会市民総合賠償補償保険

保険金額(支払限度額)

補償保険(見舞金等)

※指定管理者が行う自主事業や、指定管理者が所有する車両に係るものなどは、上記の市

加入保険の対象外であるため、必要に応じて指定管理者が加入してください。

9 公募に関する内容

n)指定管理者の公募及ぴスケジュール

実施スケジュールは次のとおりです。

契約類型

身体賠償

ア募集要項・資料の配布

財物賠償

イ質問書の受付

対象外

1名につき

1事故につき

ウ応募者説明会及び現地説明会の

開催

1事故につき

工

D型

申請の受付

1億円

オ面接審査の実施

10億円

力選定結果の通知

2千万円

令和4年1月31日(月)~4月15日(金)

キ指定管理者の指定の手続き

令和4年1月31日

①1回目締め切り

②2回目締め切り

ク指定管理者との協定締結

ケ指定管理者による管理の開始

※オの日程、場所等詳細についてぱ、後日応募団体に連絡します。

①令和4年2月14日鳴)

②令和4年2月巧日(火)

(説明会参加申込期限:令和4年2月8日(火))

(月)~3月18日(金)

令和4年2月14日(月)

令和 4年3月18日(金)

令和 4年4月1日(金)~4月15日(金)

※期間中の土日祝日は窓口での受付はできません。

令和4年4月下旬

令和4年5月上旬

令和4年6月

令和4年8月

令和4年1 0月28日(金)
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②指定管理者の公募手続き

ア募集要項等の配布

募集要項、仕様書及び申請書等の資料は、長崎市指定管理者ホームページからダウンロ

ドできます。また、子育て支援課の窓口でも配布します。

長崎市指定管理者ホームページURL

htt

イ質問書の受付

募集要項に関する質問を次のとおり受け付けます。

質問への回答は、説明会参加団体及び質問団体に電子メール又はFAXにて回答し、併せ

てホームページにも掲戰します。

質問内容は簡潔明瞭に記載されますようご留意ください。

なお、審査における公平性を損なうおそれがあると本市が判断する質問には、お答えで

きませんのであらかじめご了承ください。

W削. o it .胎 asaki. 1 S okai 760000 7640oo index, html

受付期間 ①令和4年1月31日絹)~2月14日嶋)

②令和4年2月15日(火)~3月18日(金)

※受付期間外における質問は受け付けません。

公募に関する質問書(第2号様式)に記入のうぇ、電子メール、FAX又は郵

送にて送付されたもののみ受け付けます。電話や来訪など、口頭での質問及

び受付期問外における質問は受け付けません。

※電子メール又はFAXでの送付については、必ず通信の確認(電話にて)

をお願いします。

受付方法

提出先 長崎市こども部子育て支援課(長崎市役所別館1階)

担当山口(さ)、立木(企画係)

〒850-86部長崎市桜町6番3号

電話 095-829-1270 (直通)

FAX 095一認9-1275

メールアドレス kosodate@oity. naEasaki,1g.jp

ウ応募者説明会及ぴ現地説明会の開催

募集要項の内容、提出書類、業務の内容及び施設の概要等にっいて次のとおり説明会を

開催します。

なお、共同事業体で応募を予定している場合は、当該共同事業体を構成する団体(以下

「構成員」という。)を代表する団体(以下「代表構成員」という。)が出席してください。

※共同事業体にっいては、13ページ「10 応募に関する事項信)共同事業体に関する

条件」をご覧ください。)
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開催日時

開催場所

参加人数

申込方法

①令和4年2月14日絹)14時00分~17時まで

②令和4年2月巧日(火)14時00分~17時まで

あぐりの丘管理事務所(長崎市四杖町2671-1)

各団体3名まで

応募者説明会参加申込書(第3号様式)に記入のうぇ、電子メール、FAX又

は郵送にて 2月8日(火)までに送付してください。

※電子メール又はFAX での送付については、必ず通信の確認(電話にて)

をお願いします。

上記イ質問書の提出先に同じ申込先

工 申請の受付

申請書類を次のとおり受け付けます。

受付期間

提出期限

受付場所

令和 4年4月1日(金)~4月15日(金)

午前8時45分から午後5時30分まで

4月巧日(金)午後5時30分(必着)

長崎市こども部子育て支援課(長崎市役所別館1階)

※申請書等の提出は持参又は郵送とします。

10 応募に関する事項

m 応募資格

地方自治法第244条の2第3項に規定する法人その他の団体(複数の団体からなる共同事

業体を含む。)で、次に掲げる全ての要件を満たす者であること。

ア長崎市内に事業所又は事務所等(以下「事業所等」という。)を有し、その営業年数が3

年以上ある者であり、当該事業所等において従業員を雇用してぃること。

イ本募集に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は

人的関係がある者同士が同一の共同事業体の構成員である場合を除く。)。

ウ 3年以上の実績を有する(過去3か年分の財務諸表を提出できる)団体であること。

工長崎市税、長崎県税 G去人事業税・法人県民税)、法人税、消費税及ぴ地方消費税を滞紬

していないこと。

オ地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般熊争入札の

参加を制限される者でない二と。

力会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始

又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開

始の申立てがなされていないこと。

キ会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又
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ぱ民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てが

あった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除

<。)でないこと。

ク地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5

年を経過しない者でないこと。

ケ長崎市指定管理者制度暴力団対策要綱(平成 17年12月21日施行)第3条の規定によ

り、代表者等が暴力団関係者、暴力団関係者を使用、暴力団関係者に対して金銭、物品そ

の他の財産上の利益を供与、暴力団関係者と密接な交際等を有している団体に該当しない

こと。

コ長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年11月7日施行)及ぴ長崎市各種

契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年長崎市告示第85号)の規定

に基づく指名停止措置の期閻中、並びに長崎市事業所実態調査実施要領(平成16年長崎市

告示第305号)及び長崎市元1青下請関係適正化指導要綱(平成24年長崎市告示第829号)

の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でないこと。

サ労働保険(雇用保険・労災保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入してい

る二と仂口入義務がない場合を除く。)。

シ給与所得者に係る個人住民税の特別徴収を実施していること。
、

ス長崎市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者でないこと。

セ当該指定管理者の選定を行う選定委員が、応募しようとする団体の経営又は運営に直接

関与していないこと。

②参加に関する条件

ア次の免許又は資格等を有する技術者を雇用していること。

また、共同事業体で応募する場合は、いずれかの団体が取得し、又は雇用していること

(取得又は雇用見込みを含む。)。なお、(ア)の資格を必要とする業務にっいては再委託不

可とします。また、(イ)~①の免許又は資格等が必要な業務を再委託する場合は、再委託

の必須条件となります。
ノ
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(ア)

(イ)

建物の防火管理

(ウ)

浄化槽維持管理業務

(エ)

イ本募集に対する申請は、 1団体あたり単独または共同事業体構成員のいずれか1申請の

みとし、重複して申請するこ・とはできない。

自家用電気工作物保守点検業務

消防用設備保守点検業務

対叡業務

甲種防火管理者

法定点検資格者

免許・資格等

法定点検資格者

法定点検資格者



ウ中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181 号)に基づく中小企業等協同組合(以下

「協同組合」という。)は、申請時に当該指定管理業務を担当する組合員(上記Π)の条件を

満たす者に限る。)を定めること。

③共問事業体に関する条件

ア共同事業体の名称は、「00共同事業体」とすること。

イ構成員の数は5者以内とする。

ウ構成員のいずれもが、上記川の条件を全て満たすこと。

工構成員問の協定により、代表構成員及ぴ各構成員の責任分担を明確に定めること。

オ指定申請害提出後の代表構成員及ぴ構成員の変更は原則として認めない。

力協同組合及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)1こ基づく協業

組合は、共同事業体の構成員になることはできない。

11 申請書類

【共通】

2

指定管理者指定申請書(第1号様式)

指定管理者指定申請に係る宣誓妻

※「10 応募に関する事項Π)

いることを宣誓するもの

3 事業計画書(第5号様式)

※自主事業の提案をする場合は、あわせて自主事業計画書(任意様
式)を提出してください。

4

提出害類

当該施設の管理に関する業務の収支予算書(5年5か月)(第6号様
式)

5

6

定款、寄附行為、規約又はこれらに類する害類(最新のもの)

7

団体の概要書(第7号様式)

役員名簿(第8号様式)

(第4号様式)

応募資格」に示す要件を満たして

8 申請書を提出する日の属する事業年度の申請団体の収支予算書及ぴ

事業計画書

9 前3事業年度の収支計算婁、事業報告書、法人税確定申告書(別表

1、別表4及び別表5)その他団体の事業及び経営の状況を明らか
にする書類

※法人税確定申告喜(別表1、別表4及び別表5)につぃては、税
務署の受付が確認できるもの(電子申告については、受信通知の

写しを添付すること)。ただし、法人税、法人県民税及び法人市民

税の課税対象となる収益事業等を実施していない場合は、当該申
告書に代えて、下記N020を提出

なお、上記「団体の事業及ぴ経営の状況を明らかにする書類」につ

正本

部数

1部

1部

副本

1部 1 0部

1部

1部

1 0部

1部

1部

10部

1部

1部
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いて具体的には、次の法人区分の例により、必要な申請書類を提出

すること。

<株式会社>※会社法及ぴ会社法施行規則に従ったもの
事業報告喜、貸借対照表、損益計算喜、個別注記表、株主資本等変

動計算害、附属明細書、監査穀告喜

<公益法人>

事業報告喜、貸借対照表、正眛財産増減計算書、財務諸表に対する

注記、附属明細妻、財産目録、監査報告書

<特定非営利活動法人>※NP0法人会計基準に従ったもの

事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、監査報告書

<社会福祉法人>※社会福祉法人会計基準に従ったもの

資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、附属明細書、計算

書類の注記、財産目録、監査報告書

提出書類

10 法人市民税の確定申告書(第20号様式)の写し(申請直近の決算期

で、本市の受付印があるもの)。

⑪

⑫

長崎市発行の「長崎市税の完紬証明書」

長崎県発行の「紬税証明書(未納がない証明)」又は「納税証明書(

税額証明(法人県民税額並ぴに法人事業税額及ぴ特別法人事業税額
等))」

正本

部数

⑬ 税務署発行の「納税証明書(その3)」又は「納税証明書(その3の

3 )」

副本

14 労働保険(労災・雇用)の加入を確認できる書類

.労働局又は労働保険事務組合発行の労働(雇用)保険料の領収書

(直近の1回分)の写し等

※雇用保険の加入義務がない場合は、下記17を提出
伍 健康保険の加入を確認できる喜類

・年金事務所又は健康保険組合発行の健康保険料の領収害(直近の

1回分)の写し等

※健康保険の加入義務がない場合は、下記17を提出
16 厚生年金保険の加入を確認できる書類

.年金事務所又は健康保険組合発行の厚生年金保険料の領収書(直

近の1回分)の写し等

※厚生年金保険の加入義務がない場合は、下記17を提出
17 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がない二とについ

ての申出婁(第9号様式)

※各種保険加入の義務がないため、上記14、15、16いずれかの提出
ができない場合のみ提出してください。

1部

1部

18

1部

給与所得者に係る個人住民税の特別徴収を実施していることを確認
できる書類

.特別徴収税額通知書の写し及び領収書等

1部

1部

1部

1部
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19 指定管理者指定申請に係る申出書(第10号様式)

※「12 申請に際しての留意事項②応募の制限等」に示す要件

を満たしていることを申し出るもの

20 法人税、法人県民税及ぴ法人市民税の課税対象となる収益事業等を

実施していないことの宣誓書(第Ⅱ号様式)

※公益法人又は人格のない社団等で、収益事業等を実施していない

ことにより、法人税、法人県民税及び法人市民税の申告義務がな

<、かつ実際に申告税額がない場合のみ提出してください。

提出書類

酷去人】

⑳

⑫

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体にあっ

ては、同条第12項の証明書

⑳ 印鑑証明書(法務局で発行されたもの)

【その他団体】

⑳

提出書類

⑳

<代表者のみ>住民票の写し

正本

部数

<代表者のみ>

身元証明書(本籍地のある市区町村で発行されたもの)

1部

⑳ <代表者のみ>

登記されていないことの証明害(法務局で発行されたもの)

副本

【共同事業体で申請する場合】

1部

提出書類

27

28

共同事業体協定喜(第12号様式)の写し

※構成員全てにっいて、上記【共通】の4~20及び団体の種類により【法人】⑳~⑳又は【

その他団体】⑳~⑳の書類を提出してください。

【中小企業等協同組合で申請する場合1

委任状(第13号様式)(代表構成員を除く構成員全て)

正本

部数

1部

1部

副本

提出書類

29

1部

中小企業等協同組合組合員名簿及び誓約書(第14号様式)

※指定管理業務を担当する組合員について定めるもの。

【注意事項】

注1 提出書類は、官公署が発行する証明書等やむを得ない場合を除き日本工業規格のA4版

とします。

正本

部数

1部

1部

副本

提出書類

1部

正本

部数

1部

1部

副本
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注2 副本は、審査の公平性を確保するため、団体(構成員を含む。)が特定できないよう団

体の名称、住所、電話番号等をすべて伏せて提出してください。

注3 提出喜類の番号に丸が付いているものにっいては、長崎市の受理日を基準として3か月

以内に発行されたものに限ります。

12 申請に際しての留意事項

a)接触の禁止

本件提案に関して、あぐりの丘指定管理者の候補者の選定審査会(以下「審査会」とい

う。)委員、長崎市職員、その他本件関係者に応募者が接触することを禁止します。応募者

が特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行ったときは失格とする場合があ

ります。

なお、審査会委員は次のとおりです。

鎌田英一郎(長崎大学教育学部)

小疇覚(九州北部税理土会長崎支部)

田崎飛鳥(長崎市PTA連合会)

中村重遠(長崎青年会議所)

吉村正春(長崎市レクリエーション協議会)

②応募の制限等

1団体が指定期間を重複して指定を受けることができる長崎市の指定件数は6件までであ

るため、本施設の指定を受けることにより当該件数を超えることとなる団体は応募できませ

バノ。

ア複数の施設をーつにまとめて1件の公募として行われたものにっいては、当該複数の指

定を1件とみなします。

イ共同事業体の構成員として指定を受けている場合、各構成員にっいては1件の指定を受

けているものとみなします。

③申請内容変更の禁止

提出された書類の内容にっいては、提出期限後において変更することはできません。ただ

し、提出期限後その内容に明らかな錯誤があると認められる場合は、審査会での協穫により

訂正することができます。

④応募団体以外の者による禁止行為

応募団体の代表者又はその代理人(応募団体(共同事業体の場合は構成員を含む。)と直接

的かっ恒常的な雇用関係にある者に限る。)以外が、次の行為を行う二とはできません。

ア事業計画書及び収支予算書の作成(作成に関する技術的な支援を除く。)

イ審査会の面接審査への出席

⑤ 応募者の失格

提出された書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。
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⑥申請書類の完備

「11 申請喜類」に掲げる申請書類が揃っていない場合は、申請を受け付けません。

⑦応募婁類の取り扱い

提出書類は返却しません。なお、申請団体が提出した喜類の著作権は、申請団体に帰属し

ます。

ただし、長崎市は指定管理者候補者の選定を行う際や長崎市議会の審議等必要な場合は、

提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

また、書類は長崎市情報公開条例に基づき公開することがあります。

⑧応募の辞退

申請後、辞退する場合には辞退届(第15号様式)を提出していただきます。

⑨費用負担

応募に際して発生する費用は、選定の有無にかかわらず応募者の負担となります。

13 審査及び選定の基準

川審査方法

指定管理者の選定にあたっては、審査会において、技術点及ぴ価格点の合計で評価を行

い、審査会での審査の結果を踏まえ長崎市において指定管理者候補者を選定後、議会の議決

を経たうぇで指定管理者を指定します。
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②審査の内容

ア資格審査

提出された書類により、必要資格等の審査を長崎市において行います。

イ妻類・面接審査

応募内容や事業計画の取組み内容などにっいて、審査会が、書類及び面接にて審査を行

います。

面接ではプレゼンテーションを行っていただいたうぇで質疑を行うため、応募団体の代

表者又はその代理人(応募団体(共同事業体の場合は構成員を含む。)と直接的かっ恒常

的な雇用関係にある者に限る。) 3名以内で出席してください。

ウ審査の過程において、必要に応じて、事業所等の視察を行うこともあります。

③選定甚準

ア安定した経営能力にっいては、提出された書類により評価を行います。

イ上記以外において、審査における評価項目及ぴ配点は次のとおりです。



区分
大項目 中項目

基本事項

基本方針

評価項目

平等利用の確保

・施設の管理、運営業務について、施設の設置目

的等に合った基本方針、理念を持っているか

・新型コロナウイルス感染症拡大防止策はとら

れているか

個人情報の保護

施設の利用に関し、公平性を確保する考え方と

方策が適切であるか

施設の設置目的

と計画

詳細

技術点

事業計画

施設の利用者の個人情報の保護に関する措置は

適切か

施設の効用を最大限に発揮L 施設の設置目的

に沿った成果が得られる事業計画(施設の設置

目的を達成するためのプログラムの提案を含

む)であるか

サービスの向上

配点

評価と改善

利用者が快適に施設を利用できる取組み、情

報発信(広告・宣伝)の取組み、自主事業(整

備資産を除く)などが、年間を通じて施設利用

者の増加や利便性を高めるための提案であるか

4

人員配置

管理運営

体制

事業の提案に創意工夫や評価・改善体制がある

か

4

職員配置は、施設の業務を行うのに適切か

(配置人数、管理組織の構成、施設管理に必要な

知識・経験を有する者、全天候型子ども遊戯施設

に子どもの遊ぴに精通したスタッフの配置など

人材の確保状況など)

12

収支計画

4

施設管理

12

価格点

施設の業務に係る収支計画は、事業計画等との

整合性が図られているか、また、経費縮減の取組

みはなされているか・

緊急時の対応

価格

施設及ぴ設備の維持管理業務に係る基本的事項

6青掃、点検業務、備品管理、職員研修など)は

適切に遂行できるか

合計

8

24

経費

緊急時における、連絡体制等危機管理体制は適

切か

4

経費は適正か

※上限の範囲内において、一定の基準額までは

経費の削滅努力を評価しますが、その基準額

を下回る場合はサービス水準の低下が懸念さ

れることから、評価が下がります。

8

4 20
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④失格基準

下記に該当する場合は失格とします。なお、イに該当する場合は面接を行いません。

ア施設を管理運営する安定した経営能力がないことが明らかなとき

イ委託料にっいて、事業者の提案額が、市が設定した上限額を超えるとき

ウ各大項目のいずれかにおいて50%未満であるとき

工技術点の合計点において60%未満であるとき

オ「施設の設置目的と計画」、「サービスの向上」、「人員配置」のいずれかが0点であるとき

⑤選定結果

選定結果にっいては、採択、不採択に関わらず、申請団体に通知するとともに、長崎市指

定管理者ホームページ等において、申請者名、順位、点数等を公表します。

指定管理者候補者に決定した団体にっいては、指定管理者決定通知書により通知すること

とします。

また、指定管理者候補者に決定した団体が、管理の開始までに「10 応募に関する事項」

に規定する要件を満たさなくなったときは、すみやかに長崎市に届け出てください。

14 指定管理者の指定の手続き

指定管理者は、地方自治法の規定により長崎市議会の議決を経たうぇで指定されます。指

定議案は令和4年6月長崎市議会定例会に提案することを予定しており、議決後、指定団体
に通知します。

イ管理業務の履行に関する事項

・業務の範囲に関する事項

・個人情報保護に関する事項

・情報公開に関する事項

・職員への教育・研修

・利用者等からの苦情への対応
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15 協定に関する事項

指定管理者の指定後に、指定管理者と長崎市とにおいて指定管理業務に係る管理業務上詳
細な事項について、協定を締結します。

また、協定書に定めのない事項が発生した場合には、改めて協議します。

m 協定に盛り込む事項

ア総括的事項

・施設の概要(施設の名称、規模、開館時間、休館日など)

・指定期問



ウ施設の利用に関する事項

,入館料等に関する事項

・自主事業に関する事項

工委託料に関する事項

・委託料の金額

・支払方法及ぴ精算方法

オ事業の実施に関する事項

・実施計画の実施に関する取り決め事項

力責任分担に関する事項

キモニタリングに関する事項

・事業報告書の作成及び業務報告に関する事項

・利用者アンケートに関する事項

・事故報告に関する事項

ク指定の取り消し及ぴ管理業務の停止に関する事項

ケ業務不履行時等における違約金に関する事項

コ指定期間終了に伴う措置に関する事項

サその他必要な事項

②協定の締結に際し必要な事項

協定の締結に際し必要な事項にっいては、指定管理者ど長崎市が協議のうぇ定めます0

③協定が締結できない場合の措置等

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消す

ことがあります。

ア正当な理由なくして協定の締結に応じないとき

イ財務状況の悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認められるとき

ウ著しく社会的信用を損なうなど、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき

16 モ昌タリング

長崎市は、当該施設の円滑な運営を確保するため、指定管理業務の実施状況を把握するモ
ニタリングを実施します。

指定管理者は長崎市が行うモニタリングに必要な調査及び報告を行うこととします。

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしていないと

認めるときは、長崎市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業務の停止や,B
定の取消しを行うことがあります。

-238-



17 指定の取消し及び違約金

a)指定取消し等の要件

長崎市は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又

は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

なお、指定の取消し等に伴い指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、長崎市は

その賠償の責めを負いません。

また、指定を取消した場合において、長崎市に損害、損失又は増加費用があるときは、指

定管理者は長崎市に対し、その損害等を賠償することになります。

ア指定管理者が虚偽又は不正な手段により指定を受けたとき。

イ指定管理者自らの責めに帰ずべき事由により、指定を受けた後、業務の辞退や協定書の

解除の申し出により本業務を履行しない又は履行の見込みがないと認められるとき。

ウ協定又は関係法令等の条項に違反したとき。

工本募集要項「10 応募に関する事項」の「①応募資格」に定める要件を満たさなくなっ

たとき。

オ施設の管・理に重大な支障が生じる又は生じる恐れがあるとき。

力著しく社会的信用を失ったとき。

キその他、市長が必要と認めるとき。

②業務不履行時等の違約金

指定の取消し等で業務不履行となった場合は、違約金として、指定管理者が長崎市に提出

した本施設の管理に関ずる業務の収支予算書における指定期間に係る委託料の額から、長崎

市が認める正当な履行部分に相当する額を除いた額の100分の10に相当する額を長崎市に

納付していただきます。

なお、「6 経費に関する事項」a}により前金払いにて支払われた委託料のうち、業務不

履行部分に係る委託料にっいては、返還していだだきます。

18 その他の事項

①指定管理者として縦会の議決が得られなかった場合等の措置

次のいずれかに該当した場合は指定管理者に指定しません。

なお、いずれの場合においても、指定管理者候補者が応募に関して負担した費用及ぴ管理

運営の準備のために負担した費用にっいては、すべて指定管理者候補者の負担とします。

ア長崎市講会での議決が得られない場合

イ議決を得るまでの問に、指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事項が

生じた場合

、
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②業務の継続が困難になった場合の措置

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに

長崎市に報告するものとし、その場合の措置にっいては、次のとおりとします。、

ア指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合又はそのおそれ

が生じた場合には、長崎市は指定管理者に対して改善等の指示を行い、期問を定めて改善

策の提出及ぴ実施を求めるものとします。また、指定管理者がその期問内に改善すること

ができなかった場合には、長崎市は指定管理者の指定を取消し又は業務の全部若しくはー

部の停止を命じる場合があります。

なお、指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止された場合

には、 17の①、②と同様に取り扱い、その旨を協定書に規定するものとします。

イ不可抗力等による場合

不可抗力その他指定管理者及び長崎市の責めに帰することができない事由により業務の

継続が困難となった場合は、指定管理者と長崎市は、業務継続の可否等にっいて協議を行

い、継続が困難と判断した場合は、長崎市は、指定管理者の指定の取消し又は業務の全部

若しくは一部の停止を命じる場合があります。

③業務の引き継ぎについて

指定期問の終了又は指定の取消しにより次の指定管理者に引き継ぐ場合は、円滑かっ支障

なく引き継ぎができるように協力していただきます
J
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長崎市あぐりの丘

指定管理者業務仕様書

長崎市こども部・7K産農林部

令和4年1月
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長崎市あぐりの丘(以下、「あぐりの丘」という。)の指定管理者の業務の内容及び範囲
等は、本仕様喜により行うものとします。

また、本文中に「条仮1」とあるものは「あぐりの丘条仰1(令和3年長崎市条例第39号)」、

「規則」とあるものは「あぐりの丘条例施行規則(令和3年長崎市規則第85号)」を表し
ます。

長崎市あぐりの丘指定管理者業務仕様書

1 目的

本仕様害は、あぐりの丘の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法にっいて定めるこ
とを目的とします。

2 あぐりの丘の概要

Π)設置目的

子どもを中心として、若者及び高齢者を含む全ての世代に、豊かな自然及ぴ多様な施

設を活かした遊び、体験、交流等の場を提供することにより、子どもの健やかな成長を
育むとともに、市民のレクリエーシヨンに資するため。

具体的には、次に掲げる場を提供する。

●自然環境や全天候型子ども遊戯施設等を活かした遊び・体験ができる場

●子どもを中心として、すべての世代が集い、楽しみながら世代を超えた交流の
輪が広がる場

■自然の風や光、季節を体感するとともに、施設を活用しながら心身のリフレツ

シュを醸成する場

②施設の概要

称あぐりの丘ア名

イ所在地長崎市牧野町、四杖町、相川町及ぴ鳴見町

ウ設置年月日令和4年10月28日(金)

(平成10年7月18日に設置した「長崎市いこいの里」を施設の設置

目的を見直し、「長崎市あぐりの丘」としたもの)

施設の規模敷地面積 23へクタール

施設の内容全天候型子ども遊戯施設(概要は3に記載)

入園料及び駐車場使用料無料(全天候型子ども遊戯施設を除く。)
(単位:人)来園者数

令和2年度平成29年度

※車両台数に、平日:2.2人/台、土日祝日:3.9人/台を掛けて算出した数値

③位置図及び平面図等

ア位置図(P18参照)

318,385

平成30年度

309,142 230,641

令和元年度

289,664
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イ区域図(P19参照)

ウ施設図(P20参照)

工その他

施設及び事業の概要については、あぐりの丘ホームページを参照してください。

htt s ://a ur i-h i n . com/

④備品一覧別紙1参照

⑤あぐりの丘(全天候型子ども遊戯施設を除く。)の開園時間及び休園日(規則第4条及
び第5条に規定)

開園時間及ぴ休園日の承認の基準は次のとおりです。

指定管理者は、あらかじめ長崎市の承認を得て、開園時間及び休園日を設定すること

ができますので、開園時間及び休園日について提案してください。

ア開園時間は、午前8時から午後6時までの時問帯を基本とし、 1日10時間以上と
すること。

イ休園日は、天候の悪化その他やむを得ない理由があるときに限り設けること。

ウ開園時間及び休園日の決定に当たっては、利用者の利便性等に最大限配慮すること。

工開園時間及び休園日を決定し、又は変更したときは、その旨.を周知する措置を講じ
ること。

3 全天候型子ども遊戯施設の概要

a)設置目的

あぐりの丘の敷地内に、子どもの好奇心、自主性、想像力等を育むため、天候に左右

されずに子どもが安心して自由に遊ぴ、交流等ができる施設として、全天候型子ども遊
戯施設を置く。

具体的には、次に掲げる場を提供する。

●天候や年齢、障害の有無等に関わらず、子どもが安全・安心に遊べる場

●子どもがのぴのびと遊びながら健やかに成長できる場

●子ども同士の交流の輪が広がる場

②.施設の概要

ア名 称

イ'供用開始日

ウ構造・延床面積

工入館者数の目標人数

オ施設の内容

全天候型子ども遊戯施設(令和4年8月中旬完成予定)

令和 4年10月28日(金)

鉄骨造平家建 1 753.67汀「,

年間約10万1千人
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子どもの遊び場

畳スペース

室名等

多目的スペース

授乳室(1、 2)

多目的トイレ(1、 2、 3、 4)

トランスエン

面積(市)

トイレ

1,067.76

ロッカー室

回廊

14.97

乳児、3-5歳、小学校低学年、小学校高

学年用の遊び場スペース

事務室

72.99

乳児の遊び場として使用

主な内容・設備

18.11

保護者等の休憩・見守りスペースとし

救護室

29.16

て使用

51.92

入館者の授乳スペースとして使用

機械室(1、 2、 3)

69.56

子どもの遊ぴ場付近のトイレ

倉庫(1、 2)

受付、券売機

廊下

24.12

入口付近の多目的トイレ、男子トイレ、

女子トイレ

174.45

力入館料

入館者の荷物の保管場所

78.76

エントランスから各遊び場や多目的ス

ペースを回廊するスペース

指定管理者の事務室として使用

※給湯室、更衣室.(男子・女子)、会議

室を含む

子ども却(小学生まで)
*子どもの保護者等が同伴する者

14.58

子どもの保護者等(保護者又は、満18歳以上の付添人)
*子どもを同伴する者

87.韶

体調の悪くなった入館者の休憩スペー

スとして使用

28.20

入

子どもの保護者等が同伴する満18歳未満の者

(中高生等)*子どもを除く。

機械設備の設置場所

8.84

※ 1 「子ども」とは、満12歳に達する日以後の最初の3月3 1日までの間に,ある者。

※2 1歳未満の者の入館料は無料。

館 者

キ入館料等の減免基準(規則第10条に規定)

①次のいずれかに該当するもの
ア身体障害者手帳を所持する者

イ精神障害者保健福祉手帳を所持する者

入館料(1人1 回につき)

個 人

250円

区分

団体

(1 5人以上)

※2

100円

100円

200円

※2

80円
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80円

居住地

市内

減免割合

1 0害」



療育手帳を所持する者

ア、イ又はウに掲げる者を介護する者(1人に限る。)
60歳以上の者

②前号アから工までのいずれかに該当するもの

③長崎市に所在する次に掲げる施設等における子ども及ぴそ
の引率者(その活動のための行事に利用するとき(平日の利
用に限る。)に限る。)

ア保育所

イ認定こども園

ウ幼稚園

工小規模保育事業を行う施設
オ認可外保育施設
力放課後児童クラブ
キ子ども会

区分

④市長が発行した割引券を所持する者

⑤その他市長が特別の理由があると認める者

(3)全天候型子ども遊戯施設のイメージパース等(P21~P22参照)

④全天候型子ども遊戯施設の開館時間及ぴ休館日(規則第4条及び第5条に規定)
開館時間及び休館日の承認の基準は次のとおりです。

指定管理者は、あらかじめ長崎市の承認を得て、開館時間及び休館日を設定すること

ができますので、開館時間及び休館日にっいて提案してください。

ア開館時間は、午前9時から午後5時までの時間帯を基本とし、1日8時間以上とする
こと。

イ休館日は、毎週水曜日(学校の休業期間(夏休み等)を除く。水曜日が休日の場合は、

その休日以降最初の休日でない日)及び年末年始(12月29日から 1月3日まで)と
すること。

ウ開館時間及び休館日の決定に当たっては、利用者の利便性等に最大限配慮すること。

工開館時間及ぴ休館日を決定し、又は変更したときは、その旨を周知する措置を講じる
こと。

居住地 減免割合

市外 5割

2割

市長が別

に定める

額

割引券に

記載した
額等

4 管理運営に関する考え方

あぐりの丘の管理運営は、次に掲げる項目に沿って管理運営を行ってください。
n)子どもを中心として、若者及ぴ高齢者を含む全ての世代に、豊かな自然及び多様な

施設を活かした遊び、体験、交流等の場を提供することにより、子どもの健やかな成
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長を育むとともに、市民のレクリエーションに資するという設置目的に基づいた施設
の管理運営を行ってください。

②全天候型子ども遊戯施設は、子どもの好奇心、自主性、想像力等を育むため、天候
に左右されずに子どもが安心して自由に遊び、交流等ができる施設として設置してい

ます。

③公の施設として、市民の平等利用の確保及ぴ公平なサービスの提供を常に行ってく
ださい。

④事業計画等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適切な対応を行うとと
もに、効率的かっ効果的な管理運営を行い、経費の縮減に努めてください。

⑤利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、保安警備に努め、良好な
施設の維持管理を行うことを基本としてください。

⑥利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めてください。

⑦個人情報の保護及び管理を徹底するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らすな
ど、自己の利益のために利用しないでください。

⑧ごみの削減、省エネルギー、 CO.削減など、環境に配慮した運営に努めて,ください。

⑨施設の利用に支障がない範囲において、長崎市が実施する事業に協力してください0

5 指定期間

令和4年1 0月28日~令和1 0年3月3 1日

6 法令等の遵守

あぐりの丘の管理運営及び事業の実施にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法
令等を遵守し、業務を遂行してください。

なお、指定管理期間中に次各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内

容を仕様とします。

①地方自治法、地方自治法施行令

②個人情報保護に関する法律

③消防法

④労働基準法、労働安全衛生法その他労働関係法令

⑤水道法

⑥浄化槽法

⑦電気事業法

⑧廃棄物処理法

⑨長崎市あぐりの丘条例、長崎市あぐりの丘条例施行規則
⑩長崎市個人情報保護条例、長崎市特定個人情報保護条例、長崎市情報公開条例
⑪長崎市暴力団排除条例

⑫新型コロナウィルス感染症拡大予防に係る業種別ガイドライン
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⑬その他、業務を遂行するうぇで、関連する法令等がある場合は、それらを遵守してく
ださい。

7 職員の配置等について

職員の勤務形態等にっいては、労働基準法など労働関係法令を遵守し、適正な労働条

件の確保やその他の労働環境の整備に努めるとともに、業務遂行上必要な体制を確立し、

施設管理や運営に支障がないように定めてください。

なお、日常業務だけでなく、不測の事態や災害等にも迅速かっ的確に対応ができる体
制を構築してください。

また、利用者サービス及ぴ利用者の安全性を低下させないよう経費削減ができる効率

的な職員の配置についての提案を事業計画害(第5号様式)及び収支予算書(第6号様
式)に記載してください。

各業務ごとの配置にっいては、次の点に留意してください。

①あぐりの丘の管理運営全般を統括する責任者としての役割を担う者として、施設長1
名を配置してください。

②施設長を補佐し、施設長不在時に代理する役割を担うとともに、あぐりの丘の維持管

理業務等(全天候型子ども遊戯施設を除く。)を行う者及ぴ、全天候型子ども遊戯施設

の責任者としての.役割を担う者として、それぞれ主任1名を配置してください。

③業務ごとに必要な知識及び経験を有する者を配置し、指揮命令が統一できるようにし

てください。また、専門的な資格、技術等を要する業務にっいては、必ず当該資格者等
を配置してください。

なお、全天候型子ども遊戯施設においては、子どもの遊び場エリアにおける利用者の

状況把握、見守り、安全管理、遊ぴ方や禁止行為の説明などを行うことができるよう、

子どもの遊ぴに精通した職員(プレイリーダー、運動保育士等)の配置など、施設運営
に関する提案をしてください。

④職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施してください。

⑤職員は、統一感のある服装や名札を着用するなど、施設利用者が職員と判別できるよ

うにしてください。また、利用者に不快感を与えることがない様、常に身だしなみに気
を配るようにしてください。

⑥施設長には甲種防火管理者の資格所有者を配置してください。

⑦施設にAEDを設置していますので、 AEDの操作ができるよう、職員に普通救命講
習会を受講させてください。

-247ー



8 指定管理者が行う業務の範囲

m 指定管理業務

アあぐりの丘の利用に関する業務

⑦受付・案内、電話対応業務(※この業務は再委託できません)

a 体験プログラムやイベントへの参加希望者の受付

b 園内施設の案内

C 園に関する問い合わせの対応

(イ)開園・閉園業務及ぴ巡回確認業務

a 入ロゲート及ぴ施設の解錠

b 入ロゲート及ぴ施設の施錠

0 施設や設備の安全確認・衛生確認

(ウ)動物の飼育及ぴ動物広場に関する業務

a 動物の飼育業務

b ふれあい動物広場に関する業務

0 動物の糞尿等の堆肥化業務

(エ)ベビーカーや車イスなどの備品類の貸し出しに関する業務

・利用者の要望に応じて貸し出してください。

,利用状況を記録するための管理簿を作成してください。

(オ)来園者の利用実績の記録・集計に関する業務

イ全天候型子ども遊戯施設の利用に関する業務(※この業務は再委託できません)
個人及ぴ団体の入館の受付、案内、解説及び入館料の徴収を行ってください。なお、

高齢者や身体障害者等の入館の補助を希望する利用者に対して、きめ細やかなサー
ビスを行ってください。また、施設内での混雑や新型コロナウィルス感染症の状況に
よっては、入館制限(人数や時間など)を行い、利用者の安全面が確保できるよう、
しっかりと対応してください。

⑦入館券の発券及ぴ入館料の徴収

.個人の有料入館券は自動券売機及び窓口で発券し、入館料を徴収してください。

.個人の無料入館券は窓口で発券してください。

.団体の入館券ぱ窓口で発券し、入館料を徴収してください。

.入館料の管理に関し、必要な帳簿を作成してください。

(イ)予約受付

・団体(15人以上)の予約受付を行ってください。

.あらかじめ混雑等が見込まれ、入館制限が必要な場合には、予約システムで利用
日の前日までの受付を行うとともに、利用日当日に空きがある場合には、窓口で
受付を行ってください。

(ウ)施設の利用に関する助言・指導

.利用者に対して利用上の注意事項と遊具の説明を行ってください。
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・遊具の使用方法等がわからない利用者に対しては、正しい利用方法を指導してく
ださい。

・遊具を投げる等の危険な行為を行う利用者や不適切な言動の見られる利用者に

対しては、保護者、子ども問わず理解を求め、利用者全体の安全と安心を確保し
てください。

・利用者が交錯する場合などは注意するとともに、混雑の場合には別の遊具を案内

するなど、利用者全体の安全を確保してください。

①入館者の利用実績の記録・集計に関する業務

ウ あぐりの丘(全天候型子ども遊戯施設を除く。)の行為の許可に関する業務

(条例第9条及び規則第8条に規定)(※この業務は再委託できません)

次に掲げる行為をしようとする者に許可等を行ってください。

行商、募金その他これらに類するもの

業として行う写真又は映画の撮影

興イテ

行為の種類

広告物の掲出

集会、展示会その他これらに類するもの

⑦行為の許可及び使用料の徴収等

・申請書を受付け、行為の許可をしたときは、使用料を徴収し、許可証を交付して
ください。

・使用料は、長崎市公金取扱金融機関へ納入していただきます。

(イ)行為の不許可

・条例第10条に基づき、公益上適当でないと認めるときは、当該行為の許可をしな
いでください。

(ウ)行為の許可の取消し等

・条例第18条に基づき、行為の許可の取消し等を行ってください。

1日

1日

1月

単位

1平方メートルにつき 1日

広告表示面積1平方メート

ルにつき 1日
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1平方メートルにつき 1日

あぐりの丘の宣伝及び利用の促進に関する業務

⑦広告・宣伝に関する業務

あぐりの丘の周知を図るとともに、魅力を伝え、効用を最大限に発揮する広告・

宣伝の方法及び内容を提案し、実施してください。

a あぐりの丘のホームページを開設し、定期的な更新作業を行い、最新の情報提
供を実施してください。

また、ホームページについては、ウェブアクセシビリティの確保に向けて、総

務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」で定める、JISX8341-

金額

261円

104円

1,613円

18円

1,613円

12円



3:2016 の適合レベルAAに準じた仕様としてください。

なお、作成したホームページは長崎市に帰属します。

b チラシやボスターの作成のほか、各種広報媒体を活用した広告宣伝を実施し

てください。

(イ)パンフレット作成・配布業務

来園者に配布する、園内案内用パンフレットの作成及ぴ印刷をしてください。

(ウ) 体験プログラム等に関する業務

あぐりの丘及び全天候型子ども遊戯施設の設置目的を踏まえ、既存施設(土
地.建物)を活用し、次のa及びbのプログラムを年問52日以上提案し、必ず

実施してください。

プログラムの実施日数は、全天候型子ども遊戯施設の「子どもの成長を育む

プログラム」にっいては年間12日以上とし、 aとbの体験プログラムの合計を
年間52日以上としてください。(同ープログラムを年間複数日実施することは

可能です。)

プログラム実施に係る必要経費にっいては、指定管理委託料に積算しています
ので、年間52日は必ず提案・実施してください。

なお、プログラムごとの参加費については、市は委託料に積算していませんの

で、指定管理者が参加者から、実費相当(材料費や保険料、.その他体験に必要な

設備の使用料など)の金額を徴収し、指定管理者の収入としますので参加費にっ
いても提案に添えて記載してください。

あぐりの丘(全天候型子ども遊戯施設を除く)a

(日)自然を活かした遊び・体験ができるプログラム

(b)すべての世代が集い、楽しむことができるプログラム

b 全天候型子ども遊戯施設

(a)子どもの成長を育むプログラム

体験プログラムにっいては、自主事業においても提案可能ですが、その際には、
まず当該業務を52日提案した上で、別途自主事業の実施計画案を提出してくだ
さい。

また、体験プログラムにっいては、現在活動している市民活動団体と連携して,
実施することも可能です。(これまで市が推進してきた市民活動団体の活動の場

としての提供は令和4年8月末に終了します。)

提案時に団体と連携を希望する場合は、あぐりの丘のホームページに市民活動

団体の活動内容や市民協働コーディネーターの連絡先等を掲載していますので、
ご活用ください。(htt s://a uri-h i n . oom siminkatudou/simin )

さらに、指定管理者選定後も、市民活動団体と連携を希望される場合は、市が

連絡調整を行い、団体と指定管理者との協議の場を設定することも可能です。
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なお、令和4年度(令和4年10月28日~令和5年3月31日)の実施回数

については、 b 全天候型子ども遊戯施設でのプログラムを年間5日以上、 aと

bの体験プログラムの合計を年間21日以上とします。

(参考)

現在、あぐりの丘で実施している主な体験プログラムにつぃては次のとおりで
す。

ガーデニング体験教室

夏休み工作教室

ナイター昆虫観察会

天体観測会

オあぐりの丘の施設及び設備の維持管理に関する業務

⑦施設の清掃に関する業務

a 全天候型子ども遊戯施設ほか便所等清掃別紙の「便所清掃等業務特記仕様

書」及び「全天候型子ども遊戯施設清掃業務特記仕様害」による。

b .を除く園内のごみ拾いや建物内及ぴ設備等の清掃を行うとともに、定期的

に衛生確認を行い、施設全体の美化に努めること。

プログラム名

スポーツ体験教室

みそづくり体験

(イ)施設の除草に関する業務

別紙の「施設の除草に関する業務特記仕様書」による。

もちつき体験

門松づくり体験

(ウ)花壇・花木等の管理に関する業務

別紙の「花壇・花木等の管理に関する業務特記仕様書」による。

(エ)ぱらハウス及びぱらハウス周辺花壇の管理に関する業務

別紙の「ぱらハウス及ぴぱらハウス周辺花壇の管理に関する業務特記仕様書」
による。

(オ)全天候型子ども遊戯施設の衛生管理等に関する業務

a 全天候型子ども遊戯施設の安全点検、遊具等確認、事務連絡などの事前確認を
開館前までに完了すること。

b 開館時問中、トイレや授乳室などを点検し、必要に応じて清掃を行うこと。

0 開館時間中、設備・遊具・備品などの消毒を定期的に行うこと。

d 1日の開館時間終了後、館内及び遊具等の消毒、清掃及ぴ点検を行うこと。

仂)施設及び設備の保守点検に関する業務

.浄化槽保守点検業務

別紙の「浄化槽保守点検業務特記仕様書」による。
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b 池水取水設備保守点検業務

別紙の「池水取水設備保守点検業務特記仕様妻」による。

0 噴水設備保守点検業務

別紙の「噴水設備保守点検業務特記仕様書」による。

d 貯水槽等清掃点検検査業務

別紙の阻宇水槽等保守点検業務特記仕様書」による。

e 屋外遊具定期点検業務

別紙の「屋外遊具定期点検業務特記仕様害」による。

f 自家用電気工作物保安管理業務(太陽光発電機器を含む。)

別紙の「自家用電気工作物保安管理業務特記仕様書」による。

宮 消防設備点検業務

別紙の「消防設備点検業務特記仕様書」による。

h 空調設備保守点検業務

別紙の「空調設備点検業務特記仕様喜」による。

i 全天候型子ども遊戯施設における設備の保守点検

(a)自動ドア保守点検業務(全天候型施設の施設)

別紙の「自動ドア保守点検業務特記仕様書」による。

(b)空調機械設備等保守点検業務(全天候型施設の施設)

別紙の「空調機械設備等保守点検業務特記仕様害」による。

(C)消防用設備保守点検業務(全天候型施設の施設)

別紙の r消防用設備保守点検業務特記仕様書」による。

(d)屋内遊具保守点検委託業務(全天候型施設の施設)

別紙の「屋内遊具点検委託業務特記仕様書」による。

(e)自動券売機システム保守点検業務(全天候型施設の施設)

別紙の「自動券売機システム保守点検業務特記仕様書」による。

(キ)警備に関する業務

a 建物内にっいては、機械警備を導入し、夜間及ぴ休館日は機械警備による安全

管理に努めてください。

なお、詳細にっいては、別紙の「機械警備業務特記仕様害」に基づき行ってく
ださい。

b 来園者が多く見込まれるゴールデンウィークやシルバフウィーク、春休み及

ぴ夏休みの日曜日等には、駐車場などに警備員を配置する等、安全管理に努めて

ください。

C 事故等が発生した場合は、速やかに被害者の救済、保護など応急措置を講じる
ほか、状況に応じて関係機関に連絡を取り対処してください。また、必要に応じ
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て市へ報告を行ってください。

(ク)施設及ぴ設備の修繕に関する業務

利用者の安全の確保などのため、施設及び建物の修繕は速やかに実施してくだ
さい。

a 指定管理者が行う修繕

年間上限額49,915 千円(税込)、 1件あたりの修繕費の上限額を 1,300千円

(税込)の範囲内で、指定管理者は施設及び設備の修繕に対応するものとします。

b 長崎市が行う修繕

上のaに記載する指定管理者が行う修繕以外の修繕については、長崎市が行い
ます。

0 修繕の執行

修繕の執行(業者選定、見積徴取、契約等を含む。)は長崎市契約規則(昭和

39年規則第26号)の制度に準じて行うようにしてください。

なお、執行にあたっては、原則として、長崎市物品等競争入札参加者の資格審

査及ぴ選定要綱(昭和63年12月1日施行)第11条に規定する有資格者名簿(修

繕にあたっては、長崎市建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱(昭

和55年8月1日施行)第11条に規定する有資格者名簿を含む。)に登録されて

いる者の中から選定してください。選定にあたっては、有資格者名簿の地域区分

が「市内」又は「認定市内」である者から選定しますが、腫行可能な業者がいな

い、又は履行可能な業者が限られ競争性がない場合は、「準市内」、「市外」ま
で順に対象とすることができます。

d 修繕費の精算

修繕費は、実績により精算を行うこととし、支出の内訳を明らかにした精算害

を作成し、長崎市が指定する期日までに提出しなけれぱなりません。精算額にっ

いては、修繕費の年間上限額から実績額を差し引いた額とし、差額にっいては長

崎市が指定する日までに残金を返還しなけれぱなりません。

なお、精算にっいては、消費税及ぴ地方消費税相当額を含んだ額で計算します。

(ケ)防火に関する業務(※この業務は再委託できません)

a 防火管理業務

指定管理者は、消防法に基づき甲種防火管理者の資格を持った者にあぐりの丘

の防火管理を行わせてください。

b 消防計画業務

毎年2回消防訓練を実施するとともに、実施結果を検証し、消防計画の必要な

見直しを行ってください。

①廃棄物の処理に関する業務

a 事業系一般廃棄物について、適正に処理を行ってください。

b 産業廃棄物について、適正に処理を行ってください。
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力その他の維持管理

⑦事務用品等の物品の準備

以下の物品に関しては、指定管理委託料に必要経費を積算していますので、指定
管理者で準備を行うようにしてください。

a 窓口業務、経理事務及びHPに関する業務等の事務で使用するパソコン

b 電子複写機、 FAX

C 施設内のWlfi環境の整備で必要な無線 LAN システム(全天候型子ども遊戯
施設及び、周辺3棟の多目的スペースには、 w ifi用の配管を行います。)

d AED (自動体外式除細動器)(2台)

※管理事務所横に1台、全天候型子ども遊戯施設に1台の設置を想定しています。
e 玄関マット(6枚)

※全天候型子ども遊戯施設の出入口に2枚、管理事務所の出入口に4枚の設置を
想定しています。
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②自主事業の実施

指定管理者は、本施設の設置目的に沿い、施設利用者の利便性の向上や施設の魅力を
高めるものと認められる場合は、本業務の実施を妨げない範囲において、指定管理者の
責任と費用により、指定管理者独自の自主事業を実施することができます。

なお、全天候型子ども遊戯施設と全天候型子ども遊戯施設周辺の既存の屋外遊具の周
囲にっいては、子どもたちが安心して伸び伸びと遊ぶ場を提供していくこととしている
ことから、その機能を妨げる事業の提案はできません。

自主事業を実施する場合は、あらかじめ長崎市に実施計画書案を提出し、長崎市の承
認を得たうえで実施してください。

また、自主事業を実施するにあたり、施設の改修等を行う場合は、長崎市から加工承
諾等を得て実施してください。

指定の期間が満了したとき、又は指定の取消しが行われたときは、原則として、指定
管理者は、自己の負担において速やかに原状に回復しなけれぱなりません。

なお、設備投資や建物建設等(以下 r整備資産」という。)を行う場合、竣工後、その
設備、建物は市に寄附することが条件となりますが、整備資産は、将来にわたりあぐり
の丘の資産となることから、市は、整備資産の構造、規模、用途など事前に市が確認し、
あぐりの丘の設置目的に沿ったものであるかなどを総合的に確認したうぇで承認し、事
前承認した設計内容どおりの整備資産であるかを確認して受け入れる必要があり、全て
のものを無条件に受け入れるものでないことから、今回の指定管理者を選定するに当た
り、整備資産の有無や内容にっいては、評価の対象外となります。
実施内容にっいては、提案によるものとするので、事業計画書に記載してください。
事業の実施により得た収益にっいては、指定管理者の収入となります。ただし、利益

が生じた場合、公の施設を使用しての利益であることから、一定の割合を市へ納付もし
くは利用者還元に充てることとします。

利益の10%までは全額指定管理者の収入とし、その超えた部分の50%(利益全体
の45%)を市へ納付もしくは利用者還元に充てることとします。

なお、自主事業の実施にあたり、プログラムを実施するにあたっては、現在活動して
いる市民活動団体と連携して実施することも可能です。てこれまで市が推進してきた市
民活動団体の活動の場としての提供は令和4年8月末に終了します。)

また、物販等を実施するにあたり、既存の店舗等と協調して実施することも可能です。
(既存の店舗等については、令和4年8月末に終了します。)
提案時に団体や店舗等と連携を希望する場合は、あぐりの丘のホームページに市民活



動団体の活動内容や市民協働コーディネーターの連絡先等を掲載していますので、ご活
用ください。(h廿 S://a uri-h i n . oom/siminkatudou/s imin )

さらに、指定管理者選定後も、市民活動団体や既存の店舗等と連携を希望される場合
は、市が連絡調整を行い、団体や店舗等と指定管理者との協議の場を設定することも可
能です。

9 備品類の管理・調達

m 備品類の管理

ア備品管理台帳

'備品類は、長崎市会計規則(昭和39年規則第21号)に定める備品管理台帳に基づ
き管理していただきます。

'備品類の照合を求められたときは直ちに対応できるよう適正な管理を行ってください。

イ備品の損傷及び滅失

'指定管理上の暇癌により備品を損傷又は滅失したときは、速やかに長崎市へ報告し、
修理又は充当してください。

'指定管理上の理癌によらないで備品を損傷又は滅失したときは、速やかに長崎市と
協議してください。

②備品類の調達

ア指定管理者による備品類の調達

・指定管理者は施設運営上必要がある時は自ら備品類を調達できます。
・調達に係わる費用(維持管理を含む。)は指定管理者の負担とします。
・指定管理者が調達した備品類は、指定管理者に帰属します。

イ調達した備品類の管理

'指定管理者が調達した備品類は、長崎市から引き継いだ備品類とは別個に管理して
ください。

'指定管理者が調達した備品類によって、あぐりの丘の施設又は第三者に損害を与え
た場合は、指定管理者の責任で対処していただきます。

10 収支予算書及び事業報告嵩提出に関する注意点

収支予算喜、事業報告書は、指定管理業務及び自主事業にっいて、それぞれ分けて提出
してください。なお、事業年度区分は4月から翌年3月の期間で作成してください。
m 事業計画書及び収支予算書の作成

次年度の事業計画書及び収支予算喜にっいては、毎年度3月20日までに作成し、長
崎市に提出すること。

11 業務報告

①指定管理者は、各施設における管理運営業務の利用状況・実施状況等を記載した業務
日誌を作成し、長崎市が指定する期間保管し、求めがあったときは提出すること。

②毎月、業務日誌に基づいて事業報告害を作成し、翌月10日までに長崎市に報告して
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ください。

③緊急事項にっいては、ただちに長崎市に連絡するとともに適切な処置をとり、報告書
を提出Lてください。

12 経費等について

m 事業報告

会計年度終了後、30日以内に事業の報告を全天候型子ども遊戯施設とその他あぐりの
丘に分けて行ってください。また、共通する経費の按分などにっいては長崎市と協議し
てください。

なお、収支報告にっいては、公認会計士又は税理士が作成した収支計算喜を提出して
ください。

②経理規定

指定管理者は経理規定を策定し、経理事務を行ってください。

③立入検査について

長崎市は必要に応じて労務管理、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うこととし
ます。

、

13 その他の業務

①施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録の報告
市の環境に関する方針や目標に基づいた施設の管理運営を行うとともに、所定の様式

により報告をすること。

②職員研修

業務研修及び接遇研修を行い、安定したサービスの提供及ぴ丁寧な応対を行うこと0

③利用者等からの苦情への対応

利用者からの苦情に対しては、適切かっ迅速に対応し、解決してください。
なお、施設の構造等、指定管理者では対応できない内容の場合は、長崎市と協議して

ください。
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14 モニタリングの実施方法

長崎市が利用者の意見や満足度等を聴取するため、モニタリングを実施する際は、円滑
に行われるよう協力してください。

なお、指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たして
いないと認めるときは、長崎市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業務
の停止や指定の取消しを行うことがあります。

①事業報告書の提出

指定管理者は実施した事業に関する事業級告喜を作成し、月ごと、年度ごとに長崎市
に提出すること。

②施設利用者のアンケートの実施



指定管理者は、サービスの向上や利用者の増加が図られるなどの効果があったか、厳

正に評価し検証する観点から、アンケート等により、施設利用者の意見、苦情等を聴取

し、その結果及び業務改善への反映状況について長崎市に報告すること。

③担当職員による現地調査

担当職員が、直接施設に行き、管理運営の状況を調査する。

④指定管理者による自己評価

指定管理者は、業務についての日報や月報等嶋ごとの事業報告書)・を作成すること

により事業計画との整合が取れているか等の自己評価を行い、事業計画との泥敵がある

場合は、早期に原因究明を行い、対策を講じること。

⑤その他

長崎市は、指定管理者の管理運営状況を把握するため、必要に応じた監視・指導を行
うものとする。

15 指定管理者の賠償責任と保険の加入

指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加

入してください。ただし、下記の保険には長崎市が加入します。

ア公益社団法人全国市有物件災害共済会建物総合損害共済

イ全国市長会市民総合賠償補償保険

本保険の賠償責任保険の内容は次のとおりです。ただし、保険の対象は「賠償責任

保険(身体賠償、財物賠償等)」のみであり、「補償保険(見舞金等)」は対象にな

りません。また、指定管理者が自らの責任と費用において実施する自主事業や、医療

行為などの保険の対象とならない業務に起因する事故等によるものにつぃても対象
になりません。

保険金額(支払限度額)

補償保険(見舞金等)

16 指定期間終了後の引継

a)指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定期間満了前に指定の取消しが行わ

れたときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、指定管理に関する業務を遂行できる

ように引継ぎを行ってください。

②引継ぎにあたっては、引継ぎ内容が不十分であることを原因とした事故等を防止する

ため、危険注意箇所等にっいて十分に確認を行うとともに、施設の利用に関する情報等、

施設の管理運営に必要な情報を遅滞なく次期指定管理者へ提供するなど、引継ぎに遺漏

がないよう十分に留意するようにしてください。

契約類型

身体賠償

財物賠償

対象外

1名につき

1事故につき

1事故につき

D型

1億円

10 億円

2千万円
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17 業務実施上の注意事項

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施してください。
a)公の施設であることを常に念頭において公平な運営を行うこととし、特定の団体等に

有利に、あるいは不利になる運営をしないでください。

②各施設の管理運営に係る各種規程・要綱等がない場合は、長崎市の諸規程に準じて、
あるいはその精神に基づき業務を実施してください。

(3)指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、長崎市と協
議を行ってください。

④消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を定めるものと
します。防火管理者は消防計画を作成し、消防計画に基づく避難の訓練の実施その他防

災管理上必要な業務を行ってください。

⑤市民の利便に資するため、開館時間、休館日の変更が必要であると長崎市が認めたと
きは、指定管理者は、その変更に伴い必要とされる業務を行ってください。

⑥その他、仕様書に記載のない事項にっいては、長崎市と協議を行ってください。
⑦・新型コロナウィルス等感染症に対して、国のガイドラインなどに基づき適切な対策を

行ってください。

<参考ホームページ>

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(内閣官房HP)

ht如S://oor0始. go. jp/prevention/pdf/guideline. pdf

⑧長崎市において、長崎市の関係者などを参列者として、令和4年10月27日に全天候
型子ども遊戯施設のオープニング式典等の開催を予定していますので、その際はご協力

をお願いします。

18 協機

この仕様喜に規定するもののほか指定管理者の業務の内容及ぴ処理にっいて疑義が生
じた場合は、長崎市と協議し決定します。
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4 全天候型子ども遊戯施設のイメージハース等
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⑤全天候型子ども遊戯施設平面図

0 .、、、..
倖'、、.、'亀、

・、 t檀青迦

i 、il・勺
捉.'ー.^、、、
巽ノ゛"、、
゛、

イ・ー・)
、、ノ

恒
械

"""ーぐ>,,

ト

/

中庭

慢柚空

子どもの遊ぴ場に

設置する遊具

ン

か

身チトイレ

ンス

倉

女チトイレ

大型ネット遊具

クライミングウオール

ボルダリングウォール

空気膜構造遊具

複合遊具 X2

木のボールプール

ブランコ遊具

多目的トイレ

手洗い

ヤ

ー゛奄鳥豊匂賦 M 号亀軸豊圏'.

一仙一畔1瓢÷.L閏:1゛1-゛;・艦諾斐噐'鼻●=,麹;1:諭i声1'澪ご、'
ー.ゴ,・隅,セ0郵,aT;.峯1、虫熊恥'誕富ト'ー?i遍ξ.U巷セ',゛'一轟.ミ1 ゛寓や噐、、雫1罷1暑、11ユ罷ミ:■.壁'冨、こ.".、キ煙,.、',#ゞ1タ,よ寺'

'・、"""゛"、'、を,ι多!'/、'.,i..」、、'.;

"ー"""細・縛'."'、.「之1 ・

はだしエリア

土足エリア

管理部門
(事茜寅.敦謹室、金謡室.
胎癌窒金庫.擅楓寅)

遊び入り口

ペピーカー但

唱

衣冨.

■

イメージパース(内)

-263-

、

ー゛'ー.号"ーー'

ノ、、

イ
"

＼
＼

ル

の
一
ブ

異

,

選コ

「
デ
L
 
ブ

プ
、
、
}
ノ

、
、

具選造

ノ

得韻

、

気空

コ

J、

捜
、
,
.1

.
゛

1
 
●
、
ノ

.

.
"

ベ

/

[
[
[

ノ

、'

一

ノ
'

゛

(
子

乱
、一

ぞ

゛
ー

スス

＼

一


